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1  研究の目的

現状、仮想通貨と税法との関連の先行研究は乏しく、先行研究には明

らかな事実誤認や誤訳、本質的検討に欠くものがある。また、仮想通貨

全般を論ずるとしながらも事実上ビットコインのみを論じているものも

散見され、これらの先行研究は著者が意図せずとも、2000 種に及ぶ多様

な仮想通貨及びトークン (以下、「仮想通貨等」という。 )を論ずる上での

ミスリードとなりかねず、それらの先行研究を是として引用した研究も

またその誤りを拡大することに繋がるおそれがある。

平成 29 年度の税制改正により、資金決済法の定義に該当する仮想通

貨の取引に係る消費税は非課税とされた。一方で、所得税法上の取扱い

は、 2017 年 12 月 1 日に個人課税課情報第 4 号が公表され、 2018 年 3

月 22 日及び 23 日の参議院財政金融委員会では、個人課税課情報第 4 号

の取扱いの一部について、その根拠となる解釈について主税局長及び国

税庁次長が答弁をしている。また、 2018 年 11 月 21 日に仮想通貨関係

FAQ が公表されたが、国税庁見解に大きな進展はない。国税庁見解では、

一部の仮想通貨等の所得区分や所得の計算方法について、原則として雑

所得として取扱うとされている。当該見解において一部の仮想通貨等の

取扱いは示されたが、他のアルトコインの取扱いについては明らかでな

い。また、当該見解は、為替取引及び FX 取引との類似性を根拠として

いると考えられるが、仮想通貨等を通貨に準じるものとして取扱うので

あれば、仮想通貨等の「通貨性」の検討を要するし、仮想通貨等取引を

FX 取引や金融商品類似の取引として解するのであれば分離課税の可否

も問題となる。

本論文は、多様な仮想通貨等の性質を指摘し、仮想通貨等の仕組み、

私法上の性質及び経済的性質を考察した上で、主に所得税法に焦点を当
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て、仮想通貨等に関連する所得がいずれの所得区分に属するかについて

論じるとともに、他税目において税法上生じる問題点を指摘する。  

2  研究の概要  

仮想通貨の国際機関及び我が国の資金決済法上の定義を確認する。ま

た、会計上は「活発な市場の有無」によって会計処理を異にすることが

示された。その上で、国税庁見解における所得税法上の仮想通貨等の取

扱いの問題点を諸外国の税制を踏まえた上で指摘している。当該見解は、

為替取引を引き合いに出していることから、仮想通貨等を通貨に準じて

捉えており、仮想通貨等の本質的な性質からその取扱いが導かれていな

い。仮想「通貨
．．

」という呼称に引きずられており、所得をその性質及び

源泉により区分するという所得税法の基本理念に背馳する可能性がある。

会計上の取扱い及び G20 サミットで「ソブリン通貨としての主要な属性

に欠く」とし、「仮想通貨」ではなく「暗号資産」と繰り返し述べられて

いる点は、所得の性質を検討する上で重要な示唆を与える。  

 仮想通貨等から生ずる所得は、技術的観点からも検討されなければ誤

った結論へ導かれかねない。特に分散型台帳技術のうち P2P 技術及びコ

ンセンサス・アルゴリズムは課税要件を検討する上で考察を欠いてはな

らない。また、私法上の性質及び経済的性質に関する考究も所得の性質

を論ずる上で必要条件である。私法上は、P2P ネットワーク参加者のコ

ンセンサス (合意 )を財産権の拠り所とすべき旨を論じている。このアプ

ローチに依拠すれば 2000 種ある多様な仮想通貨等に対して財産権を認

めることができる。経済的性質の観点からは、ある仮想通貨等が支払手

段等として機能するためには、高度な流通性を要し、高度な流通性を獲

得して初めて当該仮想通貨等はその地域において「通貨性」を獲得する

旨を示した。  
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これらの考察を基礎的前提として、我が国の所得税法上、仮想通貨等

に関連する多様な所得がどのように解されるべきかを具体的に論考し、

それぞれについて、所得稼得形態に応じたあるべき課税上の取扱いを論

じている。また、消費税法上の規程の不十分性、法人税法上のあるべき

取扱い、相続税法上の問題点等も指摘している。さらに、租税法全体の

問題として、信義則の適用の可否を論じ、税収の推計の必要性を強く指

摘した。国際課税の側面からも、仮想通貨等がスーパータックスヘイブ

ンとなり得る可能性を強調し、サイバー空間で完結するデジタル経済に

関しての活発な国際的議論の必要性を提起した。

本論文では、およそ 2000 種ある仮想通貨等を論じる上で、「通貨性の

有無」により、その性質は異なることを示し、「通貨性の有無」の判断の

基準も明示した。当該通貨性の有無によって、資産の性質は異なるため、

税法上の取扱いも区別されるべきであり、その取扱いについて個別具体

的に示した。

仮想通貨等に関する国税庁見解の結論には、伝統的な税法解釈との間

で一部齟齬が見受けられ、租税法律主義を重視するのであれば、本論文

で論じたような検討及び十分な説明がなされて初めて課税されるべきで

ある。仮想通貨等の「暗号資産」は今この時も進化しているものであり、

いずれ既存の税法の枠組みでの対応は限界を迎える。限界を迎えてから

の事後対応ではなく、事前の十分な検討及びそれに基づいた迅速な対応

が望まれる。急速な技術革新が進む時代に突入したいま、新たな時代を

的確に捉えた学際的税法研究が必要である。
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私法上の性質及び経済的性質を考察した上で、主に所得税法に焦点を当

て、仮想通貨等に関連する所得がいずれの所得区分に属するかについて

論じるとともに、他税目において税法上生じる問題点を指摘する。  

2  研究の概要  

第 1 章  仮想通貨・ ICO の意義及び定義  

本章では、仮想通貨の沿革を辿りながら仮想通貨等の仕組みを考察し、

国際機関及び我が国の資金決済法上の定義を確認する。特に G20 サミッ

トで仮想通貨等が「ソブリン通貨としての主要な属性に欠く」とし、「仮

想通貨 (virtual currencies)」ではなく「暗号資産 (crypto-assets)」と繰

り返し述べられている点は、仮想通貨等から発生する所得の性質を検討

する上で重要な示唆を与える。また、我が国において、会計上は「活発

な市場の有無」によって会計処理を異にすることが示されている。当該

会計上の取扱いは、既存の会計基準で仮想通貨等に対応できないことか

ら公表されたものであり、税法上も、新たな概念・技術である仮想通貨

等に対して何らかの新たな基準の必要性を示唆するものである。  

第 2 章  仮想通貨等に関する税制の現状  

国税庁見解における所得税法上の仮想通貨等の取扱いは、為替取引を

引き合いに出していることから、実際に支払手段等としての機能を具備

するか否かに関わらず、仮想通貨等を通貨に準じて捉えている。すなわ

ち、仮想通貨等の本質的な性質から所得税法上の取扱いが導かれておら

ず、資金決済法の仮想「通貨
．．

」という呼称に引きずられた取扱いとなっ

ており、所得をその性質及び源泉により区分するという所得税法の基本

理念に背馳している。  

また、本章では 16 か国以上の諸外国における仮想通貨等の税制を示

した。先進諸外国では既存の税法体系の中で、解釈により仮想通貨等に
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課税を行う公的見解が示されている。その他の諸国においては、分離課

税を適用する国家や、積極的に仮想通貨等に関する立法を行い、自国の

仮想通貨等の税制を国際的に有利にし、資本を呼び込もうとする動きも

ある。

第 3 章  仮想通貨等の技術的バックボーン

 仮想通貨等の技術的バックボーンの検討を欠いて所得の性質を論ずる

ことは誤った結論へ導かれかねないため、当該検討は仮想通貨等と所得

税法を論じる上での基礎的前提として重要性を有する。ブロックチェー

ン・分散型台帳技術 (以下、「 DLT」という。 )は、①台帳を管理するデー

タベース技術、②暗号学的ハッシュ関数、③公開鍵暗号技術、④ P2P 技

術、⑤コンセンサス・アルゴリズムという 5 つの技術の総体として構成

されている。特に④及び⑤は課税要件を検討する上で、考察を欠いては

ならない。

マイニングはくじ引きのようなものと説明されることから、マイニン

グによる新規発行益は一時所得該当性の検討が必要である。ファイナリ

ティ問題は「マイニングに成功した時点」と「実際に使用可能になった

時点」のどちらで所得を認識するのかという課税時期の検討が必要とな

る。一部の仮想通貨等の仕組みは、同種資産の交換とも捉えられ、所得

税法上の課税の繰延べの取扱いとの関係についての問題が提起される。

第 4 章  仮想通貨等の性質

資金決済法において仮想通貨は既存概念にはない「財産的価値」とい

う表現で定義された。現実として仮想通貨等は売買取引等の対象となっ

ているのであり、財産的価値を有することは明らかであるから、私法上、

財産権は結論としては認められるべきである。本論文では、仮想通貨等

に関し私法上どのように財産権を認めるかについて、P2P ネットワーク
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参加者のコンセンサス (合意 )をその拠り所とすべき旨を論じている。こ

のアプローチに依拠すればおよそ 2000 種ある多様な仮想通貨等に対し

て財産権を認めることができる。

次に、仮想通貨等の経済的性質の観点から、仮想通貨等が国税庁見解

でいうような通貨に準ずるものとして取扱われていることの妥当性及び

そもそも多様な仮想通貨等を一律に規律できるのかについて考察する。

ある仮想通貨等が支払手段等として機能するためには、高度な流通性を

要する。高度な流通性を獲得して初めて当該仮想通貨等はその地域にお

いて「通貨性」を獲得したことになる。通貨性を獲得していない仮想通

貨等は、 G20 の言うように「暗号資産」として取扱われるべきである。 

また、 ICO により発行されるトークンについて 6 つに類型化し、我が

国における法律上の性質及び税法上問題となる点を指摘している。

第 5 章  仮想通貨等と所得税

前章までの仮想通貨等に関する技術的バックボーン、私法上の性質及

び経済的性質を基礎的前提として、我が国の所得税法上、仮想通貨等に

関連する多様な所得がどのように解されるべきかを具体的に論考し、そ

れぞれについて、あるべき課税上の取扱いを論じている。

仮想通貨等の財産的価値は、仮にウォレットの秘密鍵を国内の者が有

していたとしても、当該財産的価値自体は技術的に全世界に分散されて

いるため、条文上の「国内にある資産」や「国内源泉所得」に該当する

のかという問題がある。また、取引所等によってその価額は異なるし、

相対取引による取引価額が時価といえるのかについても疑問が残る。

マイ ニン グ等 に成 功し てもすぐに使用可能とならない点及びファイ

ナリティ問題が存在する点から、所得税法上の権利確定主義を採ること

はできない。したがって、原則的な権利確定主義によるのではなく、管
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理支配基準を適用し、実際に使用可能となった時点で、当該仮想通貨等

の所得を認識すべきである。

マイニング等保証作業を事業として営んでいる場合には、事業所得に

区分されることが妥当である。当該保証作業が事業所得に該当するか否

かは、生活を維持できる程度の所得が発生しているか否か (以下、「生活

維持基準」という。)によって判断されるべきであり、本論文では当該基

準を満たすための 3 つのメルクマールを示した。  

保証作業を特定の仮想通貨等の P2P ネットワークを維持するための

役務提供と捉えれば、保証作業の報酬を当該役務提供の対価と解し、い

ずれのコンセンサス・アルゴリズムを採用する仮想通貨等であっても個

別に検討する必要性はなく、一律に論じることが可能となる。すなわち、

当該役務提供の対価が、前述した事業所得の要件を満たすのであれば、

事業所得に該当し、満たさないのであれば雑所得に該当することとなる。 

仮想通貨等を使用・売却し、利益を法定通貨で得た場合に、当該利益

がいずれの所得区分に属するかについては、まず譲渡所得該当性が検討

され、次に生活維持基準により事業所得該当性を検討し、これらに該当

しない場合にはじめて雑所得と区分されなければならない。

仮想通貨等証拠金取引においては、現行の証拠金取引 (FX 取引 )の取扱

いが妥当し、生活維持基準を満たし事業所得に該当しない限り、雑所得

に区分されると解すべきである。また、仮想通貨等証拠金取引について

も分離課税を適用すべきであるから、立法的解決が求められる。

仮想通貨等同士の交換については、ループホールとしないためにも、

交換時点において課税がなされるべきである。ハードフォーク及びエア

ードロップにより得た所得に関しては、一時所得としての要件を満たす

ため、原則雑所得とする国税庁見解は疑問が残る。また、仮想通貨等に
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より給与が支払われた場合には、支払者に源泉徴収義務が生じると解せ

る。仮想通貨等の先物取引や ETF 取引によって得た所得に関しても、先

物や ETF の対象物が何であるかは取引の性質に影響しないため、現行税

制と整合的な取扱いがなされなくてはならない。

第 6 章  仮想通貨等に対する課税上のその他の課題

消費税法上、資金決済法上の仮想通貨の定義に該当しない仮想通貨等

の取扱いが不明である。現状、当該定義に該当しない仮想通貨等の取引

は課税取引と解するべきであるが、通貨性のない仮想通貨等は「暗号資

産」であり、金融商品類似の取扱いとして非課税とされるべきである。

また、仮想通貨等の貸付けの利子に関する規定がなく、仮想通貨等を通

貨に準じて支払手段として取扱うのであれば、その利子は非課税とされ

るべきであるし、仮想通貨等を金融商品類似のものとして取り扱う場合

においても、貸株同様、非課税とされるべきである。

法人税法上、法人が保有する仮想通貨等は資産として取り扱われるべ

きであるが、当該仮想通貨等が通貨性を有するか否かによって、取扱い

は区別されるべきである。通貨性を有する仮想通貨等の場合、外国通貨

の取扱いが妥当し、期末換算を行い、益金又は損金の額に算入すべきで

ある。他方で、通貨性を有さない仮想通貨等の期末の評価損益に関して

は、資産の評価損益は益金及び損金に算入しないと規定されているため、

これに準じるべきである。ただし、短期売買商品に該当する場合、時価

評価損益の益金又は損金算入が認められることとなる。

相続税法上、仮想通貨等につき、そもそも権利者が誰であるかについ

ての疑義が残る。また仮想通貨等のサイバー空間にある財産的価値が我

が国の法施行地内にあるといえるのかについても整理が必要である。こ

の他、当該仮想通貨等を相続財産とした場合に、時価が何を指すのかに
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ついても、仮想通貨関係 FAQ の回答では足りず、踏み込んだ議論が必要

である。

租税法全体の問題として、国税庁見解の重大な疑義に対する納税者の

信義則の適用の可否を示し、税収の推計の必要性を強く指摘した。国際

課税の側面からも、仮想通貨等がスーパータックスヘイブンとなり得る

可能性を強調し、サイバー空間で完結するデジタル経済に関しての活発

な国際的議論の必要性を提起した。

3  結論  

およそ 2000 種ある仮想通貨等を論じる上で、「通貨性の有無」により、

その性質は異なることを示し、「通貨性の有無」の判断の基準も明示した。

当該通貨性の有無によって、資産の性質は異なるため、税法上の取扱い

も区別されるべきであり、あるべき取扱いについて個別具体的に示した。 

仮想通貨等に関する国税庁見解の結論には、我が国の従来の税法解釈

との間で一部齟齬が見受けられ、租税法律主義を重視するのであれば、

本論文で論じたような検討及び十分な説明がなされて初めて課税される

べきである。また、現状においては、既存の税法解釈の枠組みの中で対

応することは不可能ではないが、仮想通貨等の「暗号資産」は今この時

も進化しているものであり、いずれ既存の税法の枠組みでの対応は限界

を迎える。限界を迎えてからの事後対応ではなく、本論文で示したよう

な仮想通貨等に関する基礎的前提の下、事前の十分な検討及びそれに基

づいた迅速な対応が望まれる。十分な検討を欠いた拙速な対応は、納税

者の混乱を招くばかりか、ループホールを生じさせる可能性がある。急

速な技術革新が進む時代に突入したいま、新たな時代を的確に捉えた学

際的税法研究が必要である。
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はじめに

2009 年にビットコインが誕生して以来、仮想通貨は様々な発展を遂げ、

その種類はおよそ 2000 種類 1、市場規模は約 38 兆円に上ぼる 2。仮想

通貨の技術的バックボーンであるブロックチェーン・分散型台帳技術は

今後世の中に大きな変革をもたらす可能性があり、主要メガバンクのみ

ならず日本銀行も円との固定相場制である法定通貨ペッグの独自の仮想

通貨 3の開発に乗り出している 4。

新しい概念・技術である仮想通貨 (Virtual  Currencies)ないし暗号通

貨 (Crypto Currencies)について、我が国では、 2016 年 4 月 1 日に「資

金決済に関する法律」 (以下、「資金決済法」という。 )において「仮想通

貨」として定義された。この定義は主に利用者保護と仮想通貨交換業者

等を規制するためのものであり、仮想通貨の私法上の性質は未だ不明確

である。

資金決済法においては仮想通貨の定義付けがなされたが、本定義に当

てはまる仮想通貨についての税法上・税制上の取扱いについては消費税

法を除き法定されていない。したがって、現状では、既存の税法の解釈

に依らざるを得ないが、本定義を税制上もそのまま借用してよいかにつ

いても十分な議論がなされていない。

1  Co in  Market  Capi ta l i za t ions (h t tps : / / co inmarke tcap . com/a l l / v ie ws /a l l / )の 一 覧

表 よ り 。当 該 WEB サ イ ト は 、我 が 国 の「 決 済 業 務 等 の 高 度 化 に 関 す る ワ ー キ ン グ ・

グ ル ー プ 報 告 」の ほ か 、欧 州 中 央 銀 行 (ECB)「 Virtual  currency s che mes  –  a  furt
her  analys i s」 ( 2015 年 )で も 引 用 さ れ て い る 。  
2  金 融 庁 「 仮 想 通 貨 交 換 業 等 に 関 す る 研 究 会 (第 4 回 )議 事 録 」 (2018 年 6 月 15 日 )  
3  一 般 に 「 デ ジ タ ル 通 貨 」 と い う 。 類 似 概 念 と し て 「 ス テ イ ブ ル コ イ ン ( s table  co i
n)」と 呼 ば れ る も の が あ る が 、 stable  co in に は 、 ( i )法 定 通 貨 に よ っ て 価 値・信 用 を

担 保 す る も の (例 え ば USDT と い う コ イ ン や TSUD と い う コ イ ン が こ れ に 該 当 す る )、
( i i )仮 想 通 貨 に よ っ て 価 値 ・ 信 用 を 担 保 す る も の (例 え ば DAI と い う コ イ ン が こ れ に

該 当 す る )、 ( i i i )特 に 担 保 は な い が 価 値 ・ 信 用 の 安 定 を 目 指 し て い る も の (例 え ば Ba
sis と い う コ イ ン や Saga と い う コ イ ン が こ れ に 該 当 す る )な ど の 種 類 が あ り 、論 者 に

よ っ て は 、 デ ジ タ ル 通 貨 と ほ ぼ 同 義 で 使 わ れ て い る 語 で あ り 注 意 が 必 要 で あ る 。
4  例 え ば 、 ベ ネ ゼ エ ラ ・ ボ リ バ ル 共 和 国 、 ア ラ ブ 首 長 国 連 邦 は デ ジ タ ル 通 貨 を 発 行

し た 。我 が 国 で も 民 間 企 業 で あ る GMO イ ン タ ー ネ ッ ト が 円 と 連 動 す る 仮 想 通 貨 を 2
019 年 度 を 目 処 に 発 行 す る こ と を 2018 年 10 月 9 日 に 発 表 し た 。

https://coinmarketcap.com/all/views/all/
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また、本定義に当てはまらない仮想通貨や、主にスタートアップで用

いられている資金調達方法である ICO(Init ial  Coin Offering)により発

行されるトークン  (以下、資金決済法の仮想通貨の定義に該当するもの

と該当しないものの両者及び ICO により発行されるトークンを含めた

語として「仮想通貨等」という。 )についても取扱いが示されておらず、

納税者の予測可能性が満たされていない。  

消費税法上の取扱いについては、平成 29 年度の改正により、資金決

済法の定義上の仮想通貨の取引に係る消費税は非課税とされた。一方で

所得税法上の取扱いは、国税庁が WEB サイト 5上で 2017 年 12 月 1 日

に個人課税課情報第 4 号 6を公表し、2018 年 11 月 21 日に仮想通貨関係

FAQ を公表した 7。当該見解によれば、主にビットコインなどの一部の

仮想通貨の所得区分や所得の計算方法について原則として雑所得として

取扱うとしている。当該見解においてビットコインを始めとした一部の

仮想通貨等についての取扱いは示されたが、他のアルトコイン 8につい

ての取扱いについては不明である。また、これらの見解の内容は為替取

引及び FX 取引との類似性を根拠としていると考えられるが、仮想通貨

等に関する所得が雑所得に分類されるのであれば、雑所得以外の所得に

該当しないことを明らかにする必要がある。加えて、仮想通貨等を通貨

に準じるものとして取扱うのであれば、仮想通貨等の「通貨性」の検討

                                                
5  「 ホ ー ム ペ ー ジ 」と い う 語 は WEB ブ ラ ウ ザ を 起 動 し た 時 に 最 初 に 表 示 さ れ る ペ ー

ジ の こ と を 指 す 語 で あ り 、WEB サ イ ト は WEB ブ ラ ウ ザ で 閲 覧 で き る イ ン タ ー ネ ッ

ト 上 の 特 定 の URL の こ と で あ る 。論 説 に よ っ て は「 ホ ー ム ペ ー ジ 」と い う 語 の 誤 用

が あ る た め 注 意 を 要 す る が 、当 該 誤 用 の あ る 論 説 は 、最 低 限 の IT の 視 座 に 欠 く 可 能

性 を 示 唆 す る 。  
6  国 税 庁 個 人 課 税 課「 仮 想 通 貨 に 関 す る 所 得 の 計 算 方 法 等 に つ い て (情 報 )」個 人 課 税

課 情 報  第 4 号 (2017 年 12 月 1 日 )  
7  「『 仮 想 通 貨 関 係 FAQ』 の 公 表 に つ い て 」 は 以 下 の URL を 参 照 。  
(h ttps : / /www.nta .go . jp / in fo rmatio n / re lease /ko kuze i cho /2018 / faq / inde x.htm)  
8  ビ ッ ト コ イ ン 以 外 の 仮 想 通 貨 等 を ア ル ト コ イ ン 又 は オ ル ト コ イ ン (Al ternat ive  C
o in)と い う 。  

https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/faq/index.htm
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を要するし、仮想通貨等取引を FX 取引や金融商品類似の取引として解

するのであれば分離課税の可否も問題となる。  

現状、仮想通貨等と税法との関連の先行研究は乏しく、先行研究には

明らかな事実誤認や誤訳、本質的検討に欠くものがある。また、仮想通

貨全般を論ずるとしながらも事実上ビットコインのみを論じているもの

も散見され、これらの先行研究は著者が意図せずとも、2000 種に及ぶ多

様な仮想通貨等を論ずる上で事実上のミスリードとなりかねず、それら

の先行研究を是として引用した研究もまたその誤りを拡大することに繋

がるおそれがある。  

多様な仮想通貨等 9の性質を整理し、所得の源泉や稼得形態に応じた

性質による分類及び考察が求められるところ、本論文では、仮想通貨等

の仕組み、我が国及び諸外国の仮想通貨等に関する税制、私法上の性質

及び経済的性質を考察した上で、主に個人の所得税に焦点を当て、我が

国の所得税法に照らして仮想通貨等に関連する所得がいずれの所得区分

に属するかについて考究するとともに、他税目等において税法上生じ得

る問題点を指摘する。  

  

                                                
9  例 え ば 、 仮 想 通 貨 等 に 関 し て 、 以 下 の 報 告 書 で は 様 々 な 角 度 か ら の 分 類 方 法 が 試

み ら れ て い る 。Crypto  Compare「 Cryptoasse t  Taxono my Re po rt  2018」 (2018 年

10 月 )  
(h ttps : / /www.crypto compare . com/media /34478555/ cryptocompare - cryptoasset - ta
xonomy-repo rt -2018 .pd f )  

https://www.cryptocompare.com/media/34478555/cryptocompare-cryptoasset-taxonomy-report-2018.pdf
https://www.cryptocompare.com/media/34478555/cryptocompare-cryptoasset-taxonomy-report-2018.pdf
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第１章 仮想通貨・ ICO の意義及び定義  
所得税法上、所得はその性質に応じて 10 種類に分類される (所法第 2

1 条 1 項 )。仮想通貨等に関する所得の性質を論じるためには、その所得

の源泉である仮想通貨 (Virtual  Currency)ないし暗号通貨 (Crypto  Cur

rency)の性質や特徴を検討することが必要である 1 0。そして仮想通貨等

の性質や特徴を検討するためには、その構造や仕組みを考察することを

要する。仮想通貨という新たな概念に対し、その技術的バックボーンへ

の理解を欠いた法律上の考察は、誤った解釈や結論につながる。  

原初の仮想通貨であるビットコインは種々の仮想通貨等において、現

状では基軸通貨のような役割をしており、仮想通貨等の中でも検討する

重要性が高いが、仮想通貨等は現在 2000 種に及び、ビットコインに対

する検討のみでは十分ではなく、ビットコインから派生した種々のアル

トコインに対する考察を欠いては仮想通貨等一般について論じる上で不

十分である。  

 本章では、仮想通貨等の沿革を辿りながら、その定義を確認し、仮想

通貨等の仕組みを考察する。  

第１節  仮想通貨の起源  
仮想通貨等の技術的バックボーンであるブロックチェーン・分散型台

帳技術 (Distributed Ledger Technology、以下「 DLT」という。 )  1 1及

びコンセンサス・アルゴリズム (Consensus Algorithm、以下、「 CA」と

                                                
1 0  諸 外 国 で は Crypto  Currency(Currencies )又 は Crypto  Asse ts と の 語 が 一 般 的 で

あ る 。後 述 す る G20 サ ミ ッ ト に 出 席 し た 我 が 国 の 財 務 副 大 臣 も 財 政 金 融 委 員 会 で 同

様 の 旨 の 発 言 を し て い る 。 英 語 の 問 題 と し て 、 単 数 形 ・ 複 数 形 は 各 原 著 に 忠 実 に 記

し て い る 。  
1 1  「 ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン 」と い う 語 と「 分 散 型 台 帳 技 術 」と い う 語 は 同 義 と し て 論 じ

ら れ る こ と が 多 い 。 前 者 は 、 ブ ロ ッ ク の 連 な り に 技 術 的 主 眼 が 置 か れ て お り 、 後 者

は 、後 述 す る P2P ネ ッ ト ワ ー ク に よ る 分 散 に 技 術 的 主 眼 が 置 か れ て い る と 筆 者 は 考

え る 。税 法 と の 関 係 に お い て 特 に 重 要 な の は 後 者 の P2P ネ ッ ト ワ ー ク に よ る 分 散 技

術 で あ る の で 、 本 論 文 で は DLT と 積 極 的 に 表 記 す る 。  
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いう。)は、原初の仮想通貨であるビットコインをベースに開発されてき

た。したがって、仮想通貨等一般を理解するためには、特にビットコイ

ンに対する理解を深めることは必要条件である。  

ビットコインは、暗号化技術に関するメーリングリスト 1 2に Satoshi

 Nakamoto 1 3によって 2008 年 11 月 1 日に投稿された論文「 Bitcoin:  

A Peer-to-Peer Electronic  Cash System 1 4」に基づき開発された。  

この投稿の中では、その特徴として以下の事項が強調されている。  

①  二重支払が P2P ネットワーク 1 5によって防止されること  

②  中央集権的管理が不必要であること  

③  利用者が匿名を維持できること  

④  新規発行はハッシュ関数 1 6を用いたプルーフ・オブ・ワーク 1 7

(Proof of  Work、以下「 PoW」という。 )によって行われること  

⑤  新規発行に PoW を用いることが二重支払を更に防止すること  

また、論文内では、上記の事項の他に以下の事項が特徴であると述べ

られている。  

(ア )  金融機関を介さず直接オンライン取引が可能になること  

(イ )  取引コストの低減による少額取引の可能性の拡大  

                                                
1 2  ク リ プ ト グ ラ フ ィ ー メ ー リ ン グ リ ス ト は 以 下 の URL を 参 照 。  
(h ttps : / /www.mai l -a rch ive . com/cryptography@metzdo wd. com/)  
1 3  WEB 上 で の 仮 名 で あ り 、 現 在 な お 正 体 は 明 か さ れ て い な い 。  
1 4  投 稿 当 時 の Satosh i  Nakamoto ら の や り 取 り 及 び 当 該 論 文 は 以 下 の URL を 参 照 。

(h ttps : / /www.mai l -a rch ive . com/cryptography@metzdo wd. com/msg09959.h tml )  
1 5  ネ ッ ト ワ ー ク 上 で 対 等 な 関 係 に あ る 端 末 間 を 相 互 に 直 接 接 続 し 、デ ー タ を 送 受 信

す る 通 信 方 式 の こ と 。 Peer  to  Pee r を P2P と 表 記 す る 。  
1 6  与 え ら れ た 入 力 値 か ら 、規 則 性 の な い 固 定 長 の 値 を 生 成 す る 暗 号 化 演 算 手 法 の こ

と 。得 ら れ た 値 を「 ハ ッ シ ュ 値 」又 は「 ダ イ ジ ェ ス ト 」と 呼 ぶ 。ハ ッ シ ュ 値 は 不 可

逆 性 を 有 し 、 ハ ッ シ ュ 値 か ら 入 力 値 を 再 現 す る こ と (復 号 )及 び 同 じ ハ ッ シ ュ 値

を 持 つ 異 な る デ ー タ (入 力 値 )を 作 成 す る こ と は 事 実 上 不 可 能 で あ る 。ハ ッ シ ュ 関

数 に は 種 類 が あ り 、 例 え ば ビ ッ ト コ イ ン で は 、 RIPEMD-160 と SHA-256 が 使 わ れ

て い る 。  
1 7  CA の 一 種 。 詳 し く は 第 3 章 第 2 節 で 述 べ る。  

https://www.mail-archive.com/cryptography@metzdowd.com/
https://www.mail-archive.com/cryptography@metzdowd.com/msg09959.html
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(ウ )  取引相手に対する信用に依存しない不可逆的取引の実現 1 8  

当該論文では、後述する種々の技術的仕組みによって上記の特徴が実

現可能であることが述べられている。すなわち、DLT に関する仕組みは、

既存技術であるハッシュ関数及び公開鍵と秘密鍵を用いた暗号技術 1 9

等によって実現される。  

ビットコインの設計の背景には、通貨を「特定の権威を置くのではな

く、参加者全員による民主的な方法で通貨システムを運営・維持しよう

2 0」という理念があるとされる。アルトコインもそれぞれ目的や理念を

掲げており、それを達成・実現するための設計が試みられている。特定

の仮想通貨等を保有する動機の 1 つは、その仮想通貨等の目的や理念へ

の期待にある。  

第２節  仮想通貨の概念・定義  
2009 年に仮想通貨が誕生して以来、仮想通貨という概念や定義につい

て国際的な場でも様々な論議がなされてきたが、普遍的な定義は整理さ

れていない。一方、我が国では資金決済法によって仮想通貨を定義付け

たが、当該定義に該当しないものも存する。本節では仮想通貨という新

たな概念に対する国際的な理解を時系列に沿って整理し、我が国におけ

る仮想通貨の定義を確認する。  

1  OECDによる仮想通貨の定義  

 OECD(経済協力開発機構 )は 2014 年 9 月に BEPS(Base Erosion and 

Prof it  Shifting)プロジェクト行動 1 において、 Virtual Currencies を

                                                
1 8  取 引 を す る 場 合 、 一 般 に 相 手 方 の 信 用 力 (支 払 能 力 )に 関 す る 調 査 を 要 す る が 、 ビ

ッ ト コ イ ン で は そ の 調 査 に 要 す る コ ス ト が 掛 か ら な い と 説 明 さ れ て い る 。  
1 9  暗 号 化 と 復 号 に 別 個 の 鍵 を 使 用 す る 。 送 信 側 は 閉 め る 鍵 (公 開 鍵 )で 暗 号 化 し 、 開

け る 側 は 開 け る 鍵 (秘 密 鍵 )で 複 合 す る 。 し た が っ て 、 鍵 の 受 け 渡 し の 必 要 が な い 。  
2 0  斉 藤 賢 爾「 ビ ッ ト コ イ ン と い う シ ス テ ム 」『 法 と コ ン ピ ュ ー タ 』33 号 (法 と コ ン ピ

ュ ー タ 学 会 、 2015 年 )、 21 頁 。  
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「政府が発行する法定通貨によって裏付けられない電子交換単位」と定

義し、ゲーム内通貨 2 1だけでなく、P2P 技術と暗号化技術を用いてトラ

ンザクションを行うことができる Crypto Currencies を含んだ概念とし

て説明している。また、ビットコインの場合、本人確認情報が提供され

ていないことから、取引の匿名性を問題視している 2 2。なお 2015 年 1

0 月に公表された BEPS プロジェクト最終報告書においても同旨である

2 3。

このように OECD は Virtual  Currency(直訳すれば「仮想通貨」)は C

rypto Currency(暗号通貨 )を内包する概念として位置付けている。  

2  FATFによる仮想通貨の定義

FATF(金融活動作業部会 )は、2014 年 6 月 27 日に公表したレポートに

おいて、Virtual Currency は「電子取引に使用できる価値であり、①交

換手段、②計算の単位 2 4、③価値の貯蔵手段 2 5の全てあるいはいずれ

かの機能を有するが、いずれの法域でも法定通貨としての地位は有さな

いもの 2 6」と定義している 2 7。また、上記通貨の 3 つの機能 (以下、「通

貨の三機能」という。 )は Virtual  Currency の利用者内部でのみ機能す

2 1  ゲ ー ム 内 等 の 特 定 の コ ミ ュ ニ テ ィ に お い て 用 い ら れ 、管 理 者 又 は 第 三 者 と の 間 で

換 金 す る こ と や 実 際 の 物 や サ ー ビ ス の 対 価 と し て 使 用 で き る も の 。
2 2  OECD「 OECD/G20 base  Eros io n  and Pro f i t  shi f t ing Pro jec t  Address ing th
e  Tax Cha l lenges  o f  the  Digi ta l  Econo my Act ion1 :  2014  Del i ve rab le」 (2014
年 9 月 )、 59 頁 － 60 頁 。  
2 3  OECD「 OECD/G20 Base  Eros ion  and Pro f i t  Shi f t ing Pro je ct  Address ing t
he  Tax Chal lenges  o f  the  Digi ta l  Economy ACTI ON1:  2015  Final  Repo rt」 (2
015 年 10 月 )、 46 頁 。 日 本 語 訳 と し て は 、 本 庄 資 『 (仮 訳 )電 子 経 済 の 課 税 上 の 課 題

へ の 対 応  行 動 1－ 2015  年 最 終 報 告 書 』 (経 済 協 力 開 発 機 構  租 税 政 策 ・ 税 務 行 政 セ

ン タ ー 、 2017 年 8 月 )、 53－ 55 頁 を 参 照 。
2 4  「 計 算 の 単 位 」 は 経 済 学 で い う と こ ろ の 「 価 値 の 尺 度 」 で あ る 。
2 5  こ れ ら ① ～ ③ の 3 つ の 機 能 は 、 経 済 学 に お い て 貨 幣 の 機 能 と し て 知 ら れ て い る 。 
2 6  FATF「 Virtua l  Curre ncie s  Key De f in i t io ns  and Po tent ia l  AML/CF T Ri s ks」
(2014 年 6 月 )、 4 頁 。  
2 7  FATF は 、 2012 年 に ECB(欧 州 中 央 銀 行 )が Virtual  Curre ncy を 「 開 発 者 に よ っ

て 発 行 ・ 支 配 さ れ 、 特 定 の コ ミ ュ ニ テ ィ の み で 使 用 さ れ る 無 規 制 の デ ジ タ ル 通 貨 」

と 定 義 し た こ と に つ い て 、 現 状 で は 、 規 制 対 象 と な り 、 中 央 集 権 的 で な い ビ ッ ト コ

イ ン な ど が あ る こ と か ら 、 非 常 に 限 定 的 な 定 義 で あ る と 述 べ て い る 。
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るものと述べている。なお、2015 年 6 月 26 日に公表された仮想通貨に

関するガイダンスでも同様の定義が踏襲されている 2 8。当ガイダンスで

は「各国は、仮想通貨と法定通貨を交換する交換所に対し、登録・免許

制を課すとともに、顧客の本人確認や疑わしい取引の届出、記録保存の

義務等のマネーロンダリング・テロ資金供与規制を課すべきである」と

勧告した。  

以上のように FATF は、OECD が Crypto Currency と位置づけている

ものを Virtual Currency として定義している。  

また、後述する G20 の指摘に対応して 2018 年 10 月 19 日に公表され

た「 Regulation of  virtual  assets 2 9」では、「 virtual  assets」という

語を「電子的に取引又は移転され、支払手段又は投資目的で使用可能な

デジタル表現であり、①交換手段、②計算の単位、及び・又は (and/or)

③価値の貯蔵手段として機能するもの」と定義した。交換手段及び計算

の単位としての機能を有すると定義されたが、and/or とした上で価値の

貯蔵手段を述べていることから、価値の貯蔵手段としての機能には懐疑

的な姿勢が伺える。しかし、交換手段として機能するのは、価値の貯蔵

がなされているからであり、本定義は矛盾を孕むものである。なお、FA

TF は virtual  assets は法定通貨とは性質が異なることを強調している。 

3  IMFによる仮想通貨の定義  

IMF(国際通貨基金 )は 2016 年 1 月 20 日に公表したノート 3 0において、

Virtual Currencies を「民間の開発者によって発行され、独自の計算の

単位で命名された電子的に表現される価値」と定義し、「取得、貯蓄、ア

                                                
2 8  FATF「 GUI DANCE FOR A RI SK-BASED APPROACH VI RTUAL CURRENCI
ES」 (2015 年 6 月 )、 26 頁 。  
2 9  FATF「 Re gula t ion  o f  v i r tual  asse ts」 (2018 年 10 月 )  
3 0  IMF「 IMF STAFF DI SCUSSI ON NOTE－ Virtual  Curre nc ies  and Beyond:  I
n i t i a l  Conside ra t ions」 (2016 年 3 月 )、 7－ 9 頁 。  
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クセスが可能で、電子的に取引が行われ、合意した当事者間で様々な目

的で使用されるもの」であり、電子マネーやポイントを内包する広い概

念とした上で、Crypto Currencies は、「非中央集権的かつ法定通貨建て

でなく、換金可能で、暗号化技術を用いたもの」と説明している。また、

仮想通貨に関する普遍的な定義はまだ存在しないとした。 IMF は Virtu

al Currencies の種々の便益を認めながらも、マネーロンダリングやテ

ロ資金、脱税や詐欺のリスクを指摘している。  

IMF は、FATF と異なり、OECD と同様に Crypto Currencies という

語を用いて Virtual  Currency と区別して定義を行っており、また非中

央集権的であることを要件としている。  

なお、 2018 年 10 月 3 日に公表された「 World Economic Outlook, 

October 2018」では、「暗号資産の急速な成長が国際金融システムに新

たな脆弱性を生み出す 3 1」と警鐘を鳴らしている。後述する G20 と同

様に「暗号資産 (Crypto Asset)」という語を用いている。  

4  我が国における資金決済法上の仮想通貨の定義  

我が国では、前述の 2015 年 6 月 26 日の FATF のガイダンス及び 201

5 年 6 月 8 日の G7 エルマウ・サミット首脳宣言 3 2の後、 2015 年 12 月

22 日に「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ報告」 (以

下、「決済 WG 報告」という。 )を金融庁金融審議会が公表した。決済 W

G 報告では、利用者保護及びマネーロンダリング・テロ資金供与に対す

                                                
3 1  IMF「 Wo rld  Eco nomic  Outloo k,  Octobe r  2018」 (2018 年 10 月 3 日 )、 22 頁 。

以 下 の URL で 参 照 で き る 。(ht tps : / /www. imf .o rg /~ /media /Fi les /Publ i cat ions /WEO
/2018 /Octobe r /Engl ish /main- re po rt /Text .ashx? la=e n)  
3 2  首 脳 宣 言 で は 、「 テ ロ 及 び そ の 資 金 調 達 と の 闘 い 」 の 文 脈 に お い て 「 我 々 は 、 仮

想 通 貨 及 び そ の 他 の 新 た な 支 払 手 段 の 適 切 な 規 制 を 含 め 、 全 て の 金 融 の 流 れ の 透 明

性 拡 大 を 確 保 す る た め に 更 な る 行 動 を と る 。我 々 は 、金 融 活 動 作 業 部 会 (FATF)に よ

り 行 わ れ て い る 活 動 の 重 要 性 を 再 確 認 し 、 こ の 活 動 に 積 極 的 に 協 力 す る こ と に コ ミ

ッ ト す る 。 我 々 は 、 強 固 な フ ォ ロ ー ア ッ プ ・ プ ロ セ ス を 通 じ た も の を 含 め 、 FATF
の 基 準 の 効 果 的 な 履 行 を 確 保 す る た め に 努 力 す る 。」 と 述 べ ら れ て い る 。  

https://www.imf.org/%7E/media/Files/Publications/WEO/2018/October/English/main-report/Text.ashx?la=en
https://www.imf.org/%7E/media/Files/Publications/WEO/2018/October/English/main-report/Text.ashx?la=en
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る観点から仮想通貨交換所を規制することが提言された 3 3。そして 201

6 年 5 月 25 日に成立した「情報通信技術の進展等の環境変化に対応する

ための銀行法等の一部を改正する法律」に基づき、 2017 年 4 月 1 日に

資金決済法等が改正された 3 4。  

資金決済法第 2 条第 5 項各号は仮想通貨を定義付けしており、同項第

1 号において仮想通貨は「物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務

の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対し

て使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却

を行うことができる財産的価値 (電子機器その他の物に電子的方法によ

り記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産

を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転

することができるもの」 (以下、「 1 号仮想通貨」という。 )と定義してい

る。  

1 号仮想通貨の定義を整理すると、以下の全てを満たすものが該当す

る。  

①  不特定の者に対して弁済手段として使用できること  

②  不特定の者を相手方として売買が可能であること  

③  電子情報処理組織を用いて移転できること  

④  法定通貨及び通貨建資産ではないこと  

⑤  財産的価値であること  

また、同項 2 号において「不特定の者を相手方として前号に掲げるも

のと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理

                                                
3 3  金 融 庁 金 融 審 議 会 「 決 済 WG 報 告 書 」 27－ 31 頁 。  
3 4  FATF は 、2014 年 6 月 27 日 、日 本 政 府 に 対 し 必 要 な 法 整 備 が 遅 れ て い る と し て 、

早 期 の 対 応 を 求 め る 対 日 声 明 を 発 表 し て お り 、2019 年 に 迎 え る FATF 第 4 次 対 日相

互 審 査 の 評 価 へ の 懸 念 も あ っ て の 早 期 対 応 で あ る と 考 え ら れ る 。  
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組織を用いて移転することができるもの」 (以下、「 2 号仮想通貨」とい

う。 )とされた。  

2 号仮想通貨の定義を整理すると、以下が該当要件となる。  

(ア )  不特定の者に対して 1 号仮想通貨と交換ができること  

(イ )  電子情報処理組織を用いて移転することができること  

(ウ )  財産的価値であること  

 

我が国のこれら定義は 2015 年 6 月 26 日の FATF のガイダンスに則っ

たものとされる 3 5。しかし、「 FATF の定義は明らかに間違っており、

また仮想通貨が流通性と汎用性を持つ決済手段であるとする… (中略 )…

は言い過ぎである 3 6」との指摘もあり、本論文でもその旨を明らかにす

る。 FATF の誤った定義に基づくガイダンスに則り我が国で仮想通貨が

資金決済法により定義されているのであれば、その定義に基づいて示さ

れた課税上の取扱いもまた誤ったものとなり、二重の誤謬が生じている

こととなる。ただし、仮に資金決済法の定義が誤り又は不十分なもので

あったとしても、そもそも資金決済法と税法ではその目的を異にするの

であるから、税法の趣旨・目的を勘案した上で課税上の取扱いを検討す

れば、二重の誤謬は避けることができる。  

資金決済法は第 1 条においてその目的を「資金決済システムの安全性、

効率性及び利便性の向上に資すること」と規定している。すなわち、資

金決済法における仮想通貨の定義は、主に利用者保護と仮想通貨交換業

者 3 7への規制が目的である。そのため「『仮想通貨』の定義も、専らそ

                                                
3 5  安 河 内 誠「 仮 想 通 貨 の 税 務 上 の 取 扱 い ― 現 状 と 課 題 ― 」税 務 大 学 校 論 叢 第 88 号 (税
務 大 学 校 、 2017 年 )、 360 頁 。  
3 6  金 子 邦 彦『 現 代 貨 幣 論 ‐ 電 子 マ ネ ー や 仮 想 通 貨 は 貨 幣 と よ べ る か 』 (晃 洋 書 房 、 2
018 年 1 月 )、 131 頁 。  
3 7  資 金 決 済 法 第 2 条 第 8 項 に て 規 定 さ れ て い る 。  
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の機能的な側面に着目して規定されたものに過ぎず、仮想通貨の発生・

流通・帰属といった私法上の取扱いを直接的に規律する規定は存在しな

い 3 8」。これは、条文上「不特定の者」と規定され、「不特定多数」とさ

れていないことから、流通性の程度は要件とされていないことや 3 9、

「『財産的価値』という法的性質に直接リンクしない表現 4 0」が使われ

ていることからも明らかである。  

したがって、仮想通貨等の私法上の性質は、資金決済法の「仮想通貨」

の定義をどのように解するかによって異なり、また、資金決済法と課税

を目的とする税法とでは、その目的に大きな相違があることから、税法

においてどのように仮想通貨等を解するべきかには慎重な検討を要する。

特に所得税法では、所得をその源泉や性質によって区分していることか

ら、種々の性質を持つ 2000 種の仮想通貨等を画一的な所得区分に属さ

せることは妥当でない。これを許容するならば、我が国が歴史的に築い

てきた、所得を源泉や性質によって区分するという所得税法の基本理念

に背馳する。  

また、少なくとも後述する ICO により発行されるトークン 4 1(token)

の一部は、資金決済法の定義に含まれないものであるし、この定義をそ

のまま私法及び他の公法において用いることは必ずしも適切ではない。  

なお、「仮想通貨」と言う語が資金決済法によって定義されたため、

本論文で、「仮想通貨」といった場合には、資金決済法に定義されている

                                                
3 8  末 廣 裕 亮「 FinTe ch 深 化 に 向 け た 制 度 の デ ザ イ ン ‐ 新 し い 金 融 パ ラ ダ イ ム 実 現 の

た め に (第 3 回 )仮 想 通 貨 の 私 法 上 の 取 扱 い に つ い て 」NBL 1090 号 (商 事 法 務 、 2017
年 1 月 )、 68 頁 。  
3 9  武 内 斉 史 「 仮 想 通 貨 (ビ ッ ト コ イ ン )の 法 的 性 格 」 NBL 1083 号 (商 事 法 務 、 2016
年 10 月 )、 11 頁 。  
4 0  末 廣 裕 亮 「 時 の 問 題  仮 想 通 貨 の 法 的 性 質 」 法 学 教 室 449 号 (有 斐 閣 、 2018 年 3
月 )、 52 頁 。  
4 1  「 ト ー ク ン 」は 多 義 語 で あ り 、使 用 さ れ る 局 面 に よ っ て 意 味 が 異 な る が 、仮 想 通

貨 や ICO の 文 脈 に お い て は 、「 証 票 」 や 「 代 用 貨 幣 」 と い っ た 理 解 が 妥 当 す る 。  
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内容を指すものとする。

他方、諸外国では、資金決済法の定義に含まれない暗号化技術を用い

た仮想通貨等も含んだ語として、一般的に「 Crypto Currency(暗号通貨 )」

又は「 Crypto Assets(暗号資産 )」という語が使用されている 4 2。本論

文では、我が国の仮想通貨の定義の範囲外の仮想通貨等の性質やあるべ

き課税上の取扱いについても論じる。

5  G20 サミットにおける宣言

2018 年 3 月 19 日からアルゼンチン・ブエノスアイレスで開催された

サミットでの G20 財務大臣・中央銀行総裁会議宣言では、「暗号資産は

ソブリン通貨 4 3の主要な属性 4 4を欠いている 4 5」とし、「暗号通貨 (Cr

ypto Currencies)」ではなく、「暗号資産 (Crypto-assets)」という語が用

いられている。また、当該サミットでは、暗号資産の基礎となる技術が

有益であることを確認しつつも、前記 FATF と同様のリスクを認識し、

多国間での国際的な対応の必要性を指摘している。

この宣言は、仮想通貨等の性質を G20 がどのように捉えているかが顕

著に表れており、仮想通貨等がいわゆる通貨の三機能を欠くことを指摘

している。「暗号資産」と表現している点は、我が国の仮想通貨等の税制

上の取扱いに対して重要な示唆を与えるものである。

4 2  「 仮 想 通 貨 」 は Virtua l  Currency の 直 訳 で あ る が 、 諸 外 国 に お い て は Virtual  
Currency は 電 子 マ ネ ー 等 を 含 ん だ 広 い 概 念 で あ る 。「 仮 想 通 貨 」 と い う 呼 称 は 諸 外

国 の 定 義 と の 関 係 で 誤 解 を 招 き か ね な い 。 な お 、 我 が 国 の 金 融 庁 も 漸 く 2018 年 10
月 10 日 に 公 表 し た「 暗 号 資 産 (い わ ゆ る 仮 想 通 貨 )に 関 す る 監 督・監 視 ラ ウ ン ド テ ー

ブ ル -最 近 の 進 展 と 将 来 の 課 題 -」に お い て 、「 暗 号 資 産 」と い う 語 を 主 体 的 に 使 用 し 、

カ ッ コ 書 き で 「 い わ ゆ る 仮 想 通 貨 」 と 表 現 す る よ う に な っ た 。
4 3  国 や 政 府 が 発 行 し 、 信 用 を 裏 付 け て い る 通 貨 の こ と 。
4 4  「 主 要 な 属 性 」が 何 を 意 味 し て い る か に つ い て は 述 べ ら れ て い な い が 、通 貨 の 機

能 と し て の 、 価 値 貯 蔵 手 段 、 交 換 手 段 、 価 値 尺 度 の 3 つ の い ず れ か 又 は 全 て に 欠 く

と い う 意 味 合 い 又 は 信 用 を 裏 付 け る 発 行 機 関 の 有 無 を 指 し て い る と 考 え ら れ る 。
4 5  G20「 Communiqué  o f  the  Fi rs t  G20 Mee t ing o f  Finance  Minis te rs  and  Ce
ntra l  Bank Gove rnors  o f  2018」 (2018 年 3 月 )、2 頁 。仮 訳 に つ い て は 以 下 の 財 務

省 の URL を 参 照 。 (h t tps : / /www.mo f .go . jp / inte rnat io nal_ po l i cy / conve ntio n /g20 /1
80320 .h tm)  

https://www.mof.go.jp/international_policy/convention/g20/180320.htm
https://www.mof.go.jp/international_policy/convention/g20/180320.htm
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また、 2018 年 7 月 21 日及び 22 日に開催された G20 財務大臣・中央

銀行総裁会議 4 6でも暗号資産について同様の指摘がなされたほか、「暗

号資産の基礎となるものを含む技術革新は、金融システム及びより広く

経済に重要な便益をもたらし得る」とし、現時点で国際的金融システム

の安定にリスクをもたらしていないとの声明を出している 4 7。  

第３節  ICO の意義  
仮想通貨等を使った新しい資金調達手段として ICO 4 8(Init ial  Coin 

Offering)が出現した。ICO に普遍的な定義はないが、金融庁は「 ICO と

は、企業等が電子的にトークン (証票 )を発行して、公衆から資金調達を

行う行為の総称 4 9」と広く定義している 5 0。すなわち、資金調達を目

的とする者が独自のトークンを発行し、その対価として既存の流通性の

高い 1 号仮想通貨を調達する資金調達の方法である 5 1。資金調達のため

に企業等が発行する独自のトークンには資金決済法の仮想通貨の定義に

該当するものもあれば、該当しないものもある。  

ICO は株式市場における株式の新規公開である IPO(Initial Public O

f fer ing)との比較において説明されることが多い。いずれも直接金融の

                                                
4 6  G20「 Communiqué ,G20 Finance  Minis te rs  and Centra l  bank Go ve rno rs  Me
et ing,Buenos  Ai res」 ( 2018 年 7 月 )。 仮 訳 は 以 下 の URL を 参 照 。  
(h ttps : / /www.mof .go . jp / inte rnat ional_ po l i cy / co nve ntio n /g20 /20180722 .htm)  
4 7  こ の 点 、 IMF が 「 暗 号 資 産 は 国 際 金 融 シ ス テ ム に 新 た な 脆 弱 性 を も た ら し 得 る 」

と し て い る 立 場 と 異 な っ て い る 。ま た FSB(Financ ia l  Stabi l i ty  Board )が 2018 年 1
0 月 10 日 に 公 表 し た「 FSB se ts  o ut  po tent ia l  f inancia l  s tabi l i ty  impl i ca t ions  
fro m crypto -assets」 に お い て も 「 暗 号 資 産 は 将 来 的 に 金 融 市 場 の 安 定 性 に 影 響 を

及 ぼ す 」 と し 、 脱 税 を 防 止 の 必 要 性 を 示 し た 。 な お 、 2018 年 3 月 の G20 サ ミ ッ ト

に は 我 が 国 の 財 務 大 臣 は 出 席 し て い な い が 、同 年 7 月 の G20 サ ミ ッ ト に は 我 が 国 の

財 務 大 臣 も 出 席 し て い る 。  
4 8  ITS(In i t i a l  To ken Sale )や 、単 に ト ー ク ン セ ー ル 、コ イ ン セ ー ル と 呼 ぶ こ と も あ

る 。  
4 9  金 融 庁 「 ICO(Ini t ia l  Co in  Of fe r ing )に つ い て ～ 利 用 者 及 び 事 業 者 に 対 す る 注 意

喚 起 ～ 」 (2017 年 10 月 27 日 )  
5 0  論 者 に よ っ て 定 義 が 異 な る が 、本 論 文 で は 、事 業 者 が 資 金 調 達 の た め に 発 行 す る

仮 想 通 貨 等 で あ り 、 一 般 に 流 通 ・ 交 換 可 能 に な る 前 の も の を 指 す こ と と す る 。 本 論

文 で は 当 該 ト ー ク ン も 含 め て 「 仮 想 通 貨 等 」 と し て い る 。  
5 1  一 部 に は 法 定 通 貨 を 調 達 す る ICO も あ る 。 こ の 点 は 後 述 す る 。  

https://www.mof.go.jp/international_policy/convention/g20/20180722.htm
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手段であることに変わりはないが、 IPO では、法定通貨を投資家から調

達し、対価として株式を発行する。資金調達には、種々の規制 5 2の下、

証券会社が売出しの主体となる。また、発行された株式には議決権や配

当請求権、残余財産分配請求権が認められる。  

一方で、 ICO では、基本的に、流通性の高い 1 号仮想通貨を調達し、

対価として独自のトークンを発行する。発行者が自由にトークンで設計

でき、 WEB 上でホワイトペーパー 5 3を公表して発行者が投資家に対し

直接に売出しを行うため、迅速な資金調達が可能である。基本的に株式

に認められるような議決権や残余財産分配請求権は認められないが、配

当請求権が認められる場合もあり、出資者の権利の態様はトークンの設

計やホワイトペーパー次第である。また、発行する主体は法人に限られ

ず、特定のグループや個人でも良い。  

第４節  我が国の会計上の仮想通貨等の意義及び取扱い  
企業会計基準委員会 (以下、「 ASBJ」という。 )は、仮想通貨等の会計

処理の当面の取扱いにつき、必要最小限の取扱いを明らかにすることを

目的として、 2018 年 3 月 14 日に実務対応報告第 38 号「資金決済法に

おける仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(以下、「第 38 号報

告」という。 )を公表した。  

第 38 号報告で、特に注視すべきは、「仮想通貨については、直接的に

参照可能な既存の会計基準は存在しないことから、… (中略 )…仮想通貨

に関する会計処理について既存の会計基準を適用せず、仮想通貨独自の

                                                
5 2  金 融 商 品 取 引 法 や 証 券 取 引 所 に よ る 規 制 等 。  
5 3  ICO の 開 始 日 及 び 締 切 日 や 具 体 的 な プ ロ ジ ェ ク ト 内 容 、技 術 的 な 説 明 、ト ー ク ン

の 性 質 や 機 能 、 総 発 行 量 、 割 当 先 、 最 低 調 達 額 、 最 高 調 達 額 、 リ ス ク な ど が 説 明 さ

れ る 。我 が 国 の「 有 価 証 券 届 出 書 」や「 事 業 計 画 書 」に 該 当 す る よ う な も の で あ り 、

行 政 機 関 の 公 表 す る 「 白 書 」 と い う 意 味 で は な い 。  
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ものとして新たに会計処理を定めている 5 4」点である。このように、会

計基準に関して、 ASBJ は既存の会計基準では対応できないことを認識

し、新たな基準の必要性から迅速な検討が行われ、当該処理の根拠も含

めて取扱いを示した。  

なお、ICO など企業が仮想通貨等を発行した場合の取扱いについては、

( i)仮想通貨関連ビジネスが初期段階であること、( i i )今後の発展の予測が

困難であること、( i i i )仮想通貨の私法上の位置づけが明らかでないこと、

の 3 つを理由にその取扱いは先送りされている 5 5。  

1  活発な市場の判断の基準  

会計上の取扱いでは、当該仮想通貨等に関し活発な市場の有無の判断

が重要な要素となる。活発な市場は「継続的に価格情報が提供される程

度に仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所 (以下、「取引所等」という。 )

において十分な数量及び頻度で取引が行われている 5 6」 5 7か否かで判断

される。  

2  活発な市場が存在する仮想通貨等の会計処理  

活発な市場が存在する場合に用いる市場価格 5 8は、( i)保有する仮想通

貨の種類ごとに算定すること、( i i )自己の取引実績の最も大きい取引所等

における取引価格を用いること、 ( i i i )取引価格がない場合には、取引所

等の気配値又は提示価格を用いること、 ( iv )期末評価に用いる市場価格

には取得又は売却に要する付随費用は含めないことの 4 つの点に留意す

                                                
5 4  第 38 号 報 告 33 項 。  
5 5  第 38 号 報 告 3 項 及 び 26 項 。  
5 6  第 38 号 報 告 8 項 。  
5 7  か っ こ 書 き は 筆 者 が 加 筆 し た も の 。  
5 8  「『 市 場 価 格 』 と は 、 市 場 に お い て 形 成 さ れ て い る 取 引 価 格 、 気 配 又 は 指 標 そ の

他 の 相 場 を い う 。 な お 、 市 場 価 格 が 公 正 な 評 価 額 を 示 し て い る 場 合 に は 、 当 該 市 場

価 格 に 基 づ く 価 額 は 時 価 に 該 当 す る 。」 第 38 号 4 項 (7 )。  
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ることが求められている 5 9。  

活発な市 場が存在 する 仮想通貨等については期末において市場価格

に基づく価額による評価を行い、当該市場価格に基づく価額をもって貸

借対照表価額とし、帳簿価額との差額を当期の損益として処理すること

となった。  

3  活発な市場が存在しない仮想通貨等の会計処理  

活発な市場がない仮想通貨等に関しては、その市場価格を参照するこ

とができない又は参照できる市場価格が公正な価額と認められないため、

取得原価で評価することが示された 6 0。  

4  活発な市場の判断の変更時の取扱い  

ある仮想通貨等が、活発な市場が存在する場合から存在しない場合に

なったときは、活発な市場が存在しないとされる前の最後に観察された

市場価格に基づく価額を取得原価とし、差額を当期の損益として処理す

る。  

他方、活発な市場が存在しない場合から、存在する場合になったとき

は、前述の市場価格に基づく価額で期末評価を行うこととなった。  

5  会計上の取扱いが税法上の取扱いに与える示唆  

上記 ASBJ が第 38 号報告で示した取扱いは、所得税法上の取扱いに

関しても重要な示唆を与えるものである。  

第一に、既存の基準では対応できないことを認識し、迅速かつ必要な

検討を加えた上で、新たな基準を示した点である。後述する個人課税課

情報第 4 号及び仮想通貨関係 FAQ では、既存の所得税法上の為替取引

                                                
5 9  第 38 号 報 告 9 項 。  
6 0  第 38 号 報 告 5 項 。  
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及び証拠金取引の取扱いから結論を導いていると考えられ、会計上新た

な基準として第 38 号報告が公表されたことは、所得税法においても、

何らかの新たな取扱いの必要性が示唆される。  

第二に、資金決済法に規定する仮想通貨であっても、一律に処理する

のではなく、「活発な市場の有無」という判断基準によって、それぞれ異

なる処理を示した点である。所得税法において「活発な市場の有無」に

よって仮想通貨等の所得区分に影響が生じるのかついては検討を要する

が、仮想通貨という新たな概念かつ新たな技術を用いた財産的価値につ

いて、会計上明確な基準が示されたことは、国税庁の見解である「原則

雑所得」という、取りあえずバスケットカテゴリに放り込むような取扱

いに対し、仮想通貨等に関する所得をどのように捉えるべきか再考すべ

きことを示している。  

なお、国際会計基準 ( IFRS)と仮想通貨等の関係については、2018 年 1

0 月に EY 新日本有限責任監査法人が「 Applying IFRS 仮想資産の保有

者の会計処理」を公表している。そこでは仮想資産の分類として「現金

及び現金同等物」、「金融商品」、「棚卸資産」、「前払金」、「無形資産」等

の分類が示され、特に金融商品については「資本性金融商品」、「その他

の金融資産」、「デリバティブ」に分けて説明されている。「仮想資産」と

いう語で説明されているが、 IFRS の適用に当たっても仮想通貨等の多

様性が認識されており、税法・税制上も同様に仮想通貨等の多様性を認

識する必要がある。  

第５節  小括  
本章では、まず国際機関及び我が国における仮想通貨等及び ICO の概

念・意義について確認した。特に G20 サミットで仮想通貨等が「ソブリ
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ン通貨としての主要な属性に欠く」とされた点は、次章で論ずるように、

我が国が為替取引等との類似性から仮想通貨等から発生する所得の性質

を捉えていることに対して重要な示唆を与える。  

会計上は既存の会計基準で対応できないとの認識の下、 38 号報告で

「活発な市場の有無」によって仮想通貨等の会計処理を異にすることが

示され、迅速な対応が図られた。38 号報告による会計上の新たな基準に

よる対応は、税法においても何らかの新たな基準の必要性が惹起される。 

次章では 我が 国の 仮想 通貨等に対する税制及び公的見解とその問題

点を指摘し、更に諸外国がいかように仮想通貨等の課税問題に対応して

いるのかについて考察する。  
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第２章 仮想通貨等に関する税制の現状  

第１節  我が国の仮想通貨等に対する課税上の取扱い  
我が国の仮想通貨等に対する課税上の取扱いについては 2017 年 12 月

1 日に個人課税課情報第 4 号で所得区分及び所得の計算方法が示された

6 1。個人課税課情報第 4 号では、課税の根拠となる税法やその解釈につ

いて十分に説明がなされていない。  

他方、 2018 年 3 月 22 日及び 23 日に開かれた参議院財政金融委員会

では、藤巻健史国会議員の質問に対し、財務省主税局長である星野次彦

氏及び国税庁次長である藤井健志氏が個人課税課情報第 4 号の取扱いの

一部について、その根拠となる解釈について答弁 (以下、「主税局長等答

弁」という。 )している。  

また、 2018 年 11 月 21 日、国税庁は「仮想通貨に関する税務上の取

扱いについて (FAQ) 6 2」 (以下、「仮想通貨関係 FAQ」という。 )を公表し

た。仮想通貨関係 FAQ は、個人課税課情報第 4 号に課税の根拠となる

法令 6 3を加え、より詳細に回答している。これまで不明確であった一部

の課税関係についての回答もなされているが、基本的な内容は個人課税

課情報 4 号と変わらず、どのような解釈により当該条文を根拠として課

税できるのかについては依然として不明確である。  

個人課税課情報第 4 号、仮想通貨関係 FAQ 等は、国税庁が、納税者

                                                
6 1  当 該 個 人 課 税 課 情 報 第 4 号 公 表 以 前 に も 、政 府 の 答 弁 (第 186 回 国 会 答 弁 書 第 28
号「 ビ ッ ト コ イ ン に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 」(平 成 26 年 3 月 7 日 )や第 186 回 国

会 第 39 号 「 ビ ッ ト コ イ ン に 関 す る 再 質 問 に 対 す る 答 弁 書 」 (平 成 26 年 3 月 18 日 ) )
に て 議 論 が な さ れ て き た 。そ の 結 論 が 消 費 税 法 に 関 す る 平 成 29 年 度 税 制 改 正 及 び 個

人 課 税 課 情 報 第 4 号 で あ る と 考 え ら れ る 。  
6 2  国 税 庁 の WEB サ イ ト の 下 記 URL を 参 照 。  
(h ttps : / /www.nta .go . jp / in fo rmatio n / re lease /ko kuze i cho /2018 / faq /pdf /04 .pd f )  
6 3  仮 想 通 貨 関 係 FAQ で は 、仮 想 通 貨 関 係 の 課 税 の 関 係 法 令 と し て 所 法 第 27 条 、第

28 条 、第 35 条 、第 36 条 、第 37 条 、第 69 条 、第 183 条 、所 令 第 96 条 、法 法 第 2
2 条 及 び 22 条 の 2、相 法 第 2 条 、第 2 条 の 2、消 法 第 6 条 第 1 項 、第 30 条 、別 表 1
二 、 消 令 第 9 条 第 4 項、 第 49 条 、 措 置 法 第 41 条 の 14 を 挙 げ て い る 。  
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の租税に関する疑問や不明点に対し、その取扱いを納税者サービス・情

報提供の充実のために示すものであり、税法上のあるべき解釈や根拠が

明らかでない場合に、新たに租税を課すための手段として用いてはなら

ない。また、個人課税課情報第 4 号、仮想通貨関係 FAQ 及びタックス

アンサーが公的見解の表示に含まれることは勿論のこと、国民・納税者

の代表たる国会議員の質問に対し、財政金融委員会という場で、事前に

準備した文書を参照しつつ答弁を行っているため、主税局長等答弁も公

的見解の表示と解すべきである。  

本節では、個人課税課情報第 4 号、仮想通貨関係 FAQ、タックスアン

サー及び主税局長等答弁 (以下、これらをまとめて「国税庁見解」という。)

に基づき、我が国の仮想通貨等に対する課税の取扱いの現状について述

べる。また、当該取扱いについての問題点について指摘をするが、本節

では指摘にとどめ、詳述は第 5 章及び第 6 章で行うこととする。  

1  仮想通貨の売却  

個人課税課情報第 4 号及び仮想通貨関係 FAQ では、保有する仮想通

貨を売却し、日本円に換金した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価

額との差額が所得金額となることとされた。  

当該取扱いについて、主税局長等答弁では、仮想通貨が資金決済法上、

弁済手段として使用できる財産的価値と規定され、消費税法上も支払手

段に類するものとして位置付けられていることを根拠として、外国通貨

と同様に取り扱うことが適切であり、その売却益は、キャピタルゲイン

たる譲渡所得とは性質を異にし、他の所得にも該当しないことから、雑

所得に該当すると解するとしている。  

当該取扱い及び解釈は、資金決済法上の定義及び消費税上の取扱いを
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根拠とするものである。主に仮想通貨等の「通貨性 6 4」に着眼した取扱

いと考えられるが、次の点において、当該取扱いの妥当性について検討

を要する。  

第一に、2000 種に上ぼる仮想通貨等のすべてが弁済手段及び支払手段

(以下、「支払手段等」という。 )として機能し得るものであるかについて

疑義が生じる。前述したとおり G20 が仮想通貨等は「通貨としての主要

な属性に欠く」との見解を表明したように、事実上支払手段等として機

能し得ない仮想通貨等については、その「通貨性」に着眼した取扱いが

そもそも適当ではないこととなる。  

第二に、消費税法上の取扱いとの整合性を根拠としているが、消費税

法と所得税法は別個の税法であり、各税法間での整合性は必ずしも要求

されない。無論、整合性が保たれることは納税者の予測可能性に貢献す

るものであるが、消費税法と所得税法との間の整合性を保とうとするあ

まりに、所得税法内での整合性が担保されないようでは本末転倒である。 

2  仮想通貨での商品の購入  

個人課税課情報第 4 号及び仮想通貨関係 FAQ では、保有する仮想通

貨を商品購入の決済に使用した場合、使用時点での商品価額と仮想通貨

の取得価額との差額が所得金額となるものとされた。  

当該取扱いについても、主税局長等答弁では、上記売却の場合と同様、

資金決済法の位置付けを考慮の上、仮想通貨の使用により生じた利益は

他のどの所得にも属さず、雑所得に該当すると解する旨を述べている。  

本取扱いは、仮想通貨等が商品の購入に使用されていることが前提で

                                                
6 4  通 貨 と し て 具 備 す べ き 機 能 と し て の 、価 値 貯 蔵 手 段 、価 値 尺 度 、一 般 的 交 換 手 段

の 3 つ を す べ て 満 た す も の を 、 本 論 文 で は 「 通 貨 性 を 有 す る 」 と 表 現 す る こ と と す

る 。 詳 し く は 第 4 章 第 2 節 で 述 べ る 。  
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ある。すなわち、当該仮想通貨等が支払手段等として実際に機能を有し、

「通貨性」を具備していることが前提となっており、所得税法上、未実

現のキャピタルゲインは実現を機に課税することとされているから、所

得税法上の取扱いとして妥当である。  

3  仮想通貨と仮想通貨の交換  

個人課税課情報第 4 号及び仮想通貨関係 FAQ では、保有する仮想通

貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点で

の他の仮想通貨の時価 (購入価額 )と保有する仮想通貨の取得価額との差

額を所得金額とする旨が示された。  

当該取扱いにつき、主税局長等答弁では、為替取引の取扱いを引き合

いに出し、交換により新たに取得する仮想通貨の時価が、保有する仮想

通貨の取得価額を上回る場合、その差分の経済的利益が実現したと解し、

所得として課税することが原則であると述べている。  

本取扱いに関しても、為替取引を引き合いに挙げていることから、仮

想通貨等に「通貨性」を見出した取扱いである。しかしながら、仮想通

貨等の中でも実際に支払手段等として機能するものはごく一部であり、

それ以外の仮想通貨等については、為替取引との類似性から解釈される

べきではない。G20 が仮想通貨を「暗号資産」と表現したように、資産

の譲渡又は交換として、譲渡所得の該当性が検討されるべきである。  

4  仮想通貨の取得価額  

個人課税課情報第 4 号及び仮想通貨関係 FAQ では、同一の仮想通貨

を複数回にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額の算定方法

として、移動平均法を用いるのが相当とし、継続適用を要件に総平均法

も認めている。  
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本取扱いに関しては、主税局長答弁では特段の言及はなかったが、取

得価額の算定方法としては、現行法と整合的であるから、妥当な取扱い

である。  

5  仮想通貨の分裂 (分岐 )  

個人課税課情報第 4 号及び仮想通貨関係 FAQ では、仮想通貨の分裂 (分

岐 )に伴い取得した新たな仮想通貨については、分裂 (分岐 )時点において

取引相場がないため取得価額をゼロとし、同時点において所得は発生し

ていないとの見解を示した。すなわち、取得時点では所得が生じず、当

該新たな仮想通貨を売却又は使用した時点において所得が生じ、その際

に課税される。  

この取扱いに関し、個人課税課情報第 4 号及び仮想通貨関係 FAQ で

いう分裂・分岐がそれぞれ何を指しているのか明瞭に示されていないが、

いわゆるハードフォークを指していると考えられる 6 5。仮想通貨等がハ

ードフォークした場合、分岐時点又は分岐直後から時価が観測される場

合もあり、その場合には当該時価をハードフォーク時点で所得として認

識することも考えられる。この場合には、分岐直後の時価に相当する所

得は、ハードフォークが予見できない事象であることから一時所得に該

当する可能性もあり、その後の価格変動による所得と区別することも検

討されるべきである。  

6  仮想通貨に関する所得の所得区分  

個人課税課情報第 4 号及び仮想通貨関係 FAQ では、ビットコインを

はじめとする仮想通貨を使用することによる損益は、事業所得等の各種

                                                
6 5  ハ ー ド フ ォ ー ク に 関 し て は 第 5 章 第 8 節 で 述べ る 。  
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所得の基因となる行為に付随して生じる場合 6 6を除き、原則として、雑

所得に区分されることとされた 6 7。  

主税局長等答弁では、通常の為替差益が雑所得として総合課税の対象

となることとのバランスから雑所得と区分することが適当である旨の解

釈が示されている。  

上記の見解は、仮想通貨等に「通貨性」を認め、為替取引から生じる

所得との類似性から、雑所得と区分する解釈である。しかし、繰り返す

が、そもそも仮想通貨等の中でも支払手段等としての機能、すなわち「通

貨性」を具備するものはごく一部であり、その他の仮想通貨はむしろ G

20 のいう「暗号資産」である。したがって、譲渡所得該当性がまず検討

されるべきである。他方で「通貨性」を具備するものについては為替取

引との類似性から検討されることが妥当である。  

7  損失の取扱い  

個人課税課情報第 4 号及び仮想通貨関係 FAQ では、仮想通貨に関す

る所得区分は原則雑所得としている。そのため、雑所得の金額の計算上

生じた損失については、雑所得以外の他の所得と通算することはできな

い旨が示された。  

損益通算の取扱いは仮想通貨等の所得区分に依存するため、結局のと

ころ、所得区分の該当性の検討が必要となる。  

8  仮想通貨の証拠金取引  

個人課税課情報第 4 号及び仮想通貨関係 FAQ では、措置法上、先物

                                                
6 6  「 事 業 者 が 事 業 用 資 産 と し て 仮 想 通 貨 を 保 有 し 、棚 卸 資 産 等 の 購 入 の 支 払 手 段 と

し て 使 用 し た 場 合 」 が 例 示 さ れ て い る 。  
6 7  「 仮 想 通 貨 取 引 に よ っ て 生 計 を 立 て て い る こ と が 客 観 的 に 明 ら か で あ る 場 合 」は 、

事 業 所 得 に 該 当 す る と 例 示 さ れ て い る が 、「 生 計 を 立 て て い る こ と が 客 観 的 に 明 ら か

な 場 合 」 が 何 を 指 し て い る の か 不 明 で あ る 。  
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取引にかかる雑所得等の課税の特例 (申告分離課税 )の対象は、金融商品

取引法等に基づき行われる①商品先物取引等、②金融商品先物取引等、

③カバードワラントの取得等とされており、仮想通貨の証拠金取引は、

これらのいずれの取引にも該当せず、したがって申告分離課税の適用は

なく、その取引により得た所得については、総合課税されることが示さ

れた。  

主税局長等答弁では、先物取引にかかる雑所得等の課税の特例の適用

がある所得は、先物取引が価格変動リスクの回避、公正かつ透明な価格

指標の提供等、重要な役割を担っていることを踏まえて、幅広い投資家

の市場参加を促すことが重要であるとの観点から分離課税が適用されて

おり、分離課税の特例を設けるに当たっては投資家保護規制が十分に講

じられていることが重要であり、現時点で仮想通貨を同列に論ずること

は困難であるとの解釈が述べられた。  

このように、仮想通貨等の証拠金取引に関する分離課税の適用の可否

について、現行の措置法の規定の限定列挙に仮想通貨等の証拠金取引は

含まれない旨及び当該措置法の取扱いを受けるためには、 ( i)価格変動リ

スクの回避、( i i )公正かつ透明な価格指標の提供、( i i i )幅広い投資家の市

場参加を促すことが重要であること、 ( iv )投資家保護規制の十分性等が

必要であるとの公的見解が示された。  

( i i i )及び ( iv)については政策的判断、監督規制の進捗次第であるので本

論文のらち外であるが、( i)及び ( i i )については、一部の仮想通貨等につい

ては条件を満たしていると考えられるものも存する。  

また、仮に措置法による特例の適用が国の監督を必要条件とするので

あれば、既に仮想通貨の証拠金取引を行う取引所等は金融庁の監督下に

あるため、この条件は満たしているといえる。  
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加えて、租税には公平・中立・簡素が求められるところ、包括的所得

概念を基礎とする我が国の所得税制からすると、分離課税自体が中立・

公平に反する取扱いであるとも捉えられる。しかしながら、仮に措置法

による特例で認められた分離課税という取扱いであっても、それが長期

に渡り税制になじみ国民の理解を得ている現状に鑑みると、すでに我が

国の所得税制として、少なくとも公平性の観点からの理解は得られてい

ると考えられる。仮に分離課税制度自体に中立・公平の観点から問題が

ないとすると、むしろ仮想通貨等の証拠金取引を分離課税にしないこと

の方が、既に我が国の所得税制になじんでいる分離課税の適用を受ける

他の所得との中立性・公平性の面から問題が生じ得る。  

9  仮想通貨のマイニング等  

個人課税課情報第 4 号及び仮想通貨関係 FAQ では、いわゆる「マイ

ニング (採掘 )」などにより仮想通貨を取得した場合、その所得は、事業

所得又は雑所得の対象となり、所得金額は、マイニング等により取得し

た仮想通貨の取得時点での時価から、マイニング等に要した費用を差し

引いて計算する旨が示された。そして、マイニング等により取得した仮

想通貨を売却又は使用した場合の所得計算における取得価額は、仮想通

貨をマイニング等により取得した時点での時価とした。  

主税局長等答弁では、マイニング等による取得時点での仮想通貨の財

産的価値として、時価が所得税法上の収入金額又は法人税法上の益金と

して課税標準となるとし、所得金額は取得時点での時価からマイニング

等に要した費用を差し引いて担税力のある所得金額を計算する旨の公的

見解が示された。  

マイニング等について、第一に「マイニング」はビットコイン等の P
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oW を採用する仮想通貨における新規発行行為 (保証作業 )を指す語であ

り、種々の仮想通貨等の新規発行を指す一般名詞ではない。仮想通貨等

には様々な新規発行の仕組みがあり、その仕組みに着眼して所得区分を

捉えようとするのであれば、およそ 2000 種に及ぶ仮想通貨等それぞれ

について検討をすべきこととなる。  

第二に、国税庁見解のように仮想通貨等の「通貨性」に着眼して取扱

いを考えるのであれば、通貨の新規発行益 (seigniorage、シニョレッジ )

という、我が国の所得税法の歴史上個人に帰属することのなかった性質

の所得について、その性質を十分に考察した上で取扱いを解釈する必要

がある。  

第三に、ビットコインにおける技術面の論説では、ビットコインのマ

イニングによる新規発行はいわば「くじ引き」のようなものであると説

明され 6 8、その性質から一時所得該当性も検討し得るものである。  

第四に、主税局長等答弁は時価の把握が容易であることが前提とされ

ている見解である。しかし、分離課税適用の可否の答弁の際に「 ( i i )公正

かつ透明な価格指標の提供」を必要条件と挙げて否定していることから、

現状において「 ( i i )公正かつ透明な価格指標の提供」がなされていないと

主税局長等答弁では解釈されていると考えられ、そうすると、時価をど

のように把握するのかといった問題が残る。  

 

本論文執筆中においても、個人課税課情報第 4 号について「…結論に

ついても、検討過程や考え方を示しておらず、なぜ雑所得なのか、その

                                                
6 8  斉 藤 賢 爾 「 ビ ッ ト コ イ ン と い う シ ス テ ム 」 法 と コ ン ピ ュ ー タ 学 会 研 究 報 告  第 39
回 (2015 年 7 月 )、22 頁 。デ ロ イ ト ト ー マ ツ「 ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン 技 術 に お け る 国 際 競

争 力 強 化 」 (2016 年 4 月 )、 13 頁 。ア ン ド レ ア ス・ M・ア ン ト ノ ブ ロ ス『 ビ ッ ト コ イ

ン と ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン ‐ 暗 号 通 貨 を 支 え る 技 術 』 (NTT 出 版 、 2017 年 6 月 )。  
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是非についての議論もできない状況にある。 6 9」との指摘や、「そもそ

も、所得税法上の仮想通貨から得られる所得をどのように捉えるのかと

いう点についての考え方が明確にされているとはいえない 7 0」との批判

も発意され、当該個人課税課情報第 4 号は「山積する多くの課税上の疑

問のごく一部を解消するにすぎない。また、これらの質疑応答が全体の

一部 (損益やその具体的計算方法 )を示すにとどまるものであったために、

体系的な所得税法上の理解と整合的なものといえるかというと、この点

については不安も残る 7 1」と憂慮されており、「なぜ、雑所得に該当す

ると考えるべきかについては、ここでは説明されていない。 7 2」との批

判的指摘がなされた。  

第２節  諸外国の仮想通貨等に対する課税上の取扱い  
我が国の仮想通貨等の税制は前節のとおりであるが、諸外国において

も、仮想通貨等に対する税制の議論がなされている。現状、各国の仮想

通貨等に対する課税の在り方は多種多様である。本節では、仮想通貨等

の税制について公的見解を示している諸外国の課税の在り方について検

討する 7 3。  

1  先進諸国 7 4の仮想通貨等税制の在り方  

アメリカ合衆国 IRS は、 2014 年 3 月に仮想通貨等を用いた取引に関

                                                
6 9  税 界 タ イ ム ス Vol64 (2018 年 9 月 号 )表 表 紙 。  
7 0  酒 井 克 彦 「 仮 想 通 貨 と 所 得 税 」 税 理 61 巻 、 11 号 (ぎ ょ う せ い 、 2018 年 9 月 )、 1
4 頁 。  
7 1  前 掲 注 70、 16 頁 。  
7 2  前 掲 注 70、 21 頁 。  
7 3  な お 、国 家 に よ っ て「 Virtual  Currency」、「 Crypto  Currency」、「 Dig i ta l  Curr
ency」 な ど 呼 び 名 や 対 象 と す る 定 義 に 若 干 の 違 い が あ る が 、 諸 外 国 の 課 税 上 の 取 扱

い を 検 討 す る 上 で 本 質 的 な 問 題 は 生 じ な い た め 、 本 節 で は 翻 訳 す る 際 に 「 仮 想 通 貨

等 」 で 統 一 す る 。  
7 4  本 論 文 で は 、Cente r  fo r  Globa l  De ve l opme nt の 公 表 す る De velopment  Inde x 
2018  に 基 づ き 先 進 諸 国 と し て い る 。  
(h ttps : / /www.cgdev.org / commitme nt -deve lopme nt - inde x-2018#CDI)  
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する税の適用について FAQ を公表した 7 5。当該 FAQ では、仮想通貨は

資産 (property)として取扱うことが示された。通貨として取扱わないこ

とから、為替差損益は生じない旨、商品・役務提供の対価として仮想通

貨等を受け取った場合には、受け取った日におけるドル建て公正市場価

値 ( the fair  market value)により総所得の計算に含めることとされた。

また、仮想通貨等と他の資産との交換において、仮想通貨等の公正市場

価値と他の資産の価額との差額は課税対象の利益、又は損失として取扱

われる。当該交換における損益は、納税者が投資目的で保有している場

合と営業目的で保有している場合で性質が異なるとし、前者はキャピタ

ルゲイン又はキャピタルロスとして取扱われ 7 6、後者は通常所得 (ordin

ary gain)に係る損益とすることが示された 7 7。仮想通貨等によって従

業員に給与を支払う場合、従業員は連邦所得税等 ( federal income tax 

withholding and payrol l  taxes)が課税される。  

いわゆるマイニング等により得た仮想通貨等についても、受領日にお

ける公正市場価値が総所得に算入される。個人が事業としてマイニング

等を行った場合には、自営業税 (sel f-employment tax)が課される。  

上述のとおり、仮想通貨等同士の交換について当該 FAQ では触れられ

ていない 7 8。当該 FAQ では仮想通貨等を資産 (property)と取扱ったこと

から、内国歳入法 1031 7 9に基づいて仮想通貨等同士の交換を課税対象外

                                                
7 5  IRS の No ti ce (2014 年 )は 以 下 の URL を 参 照 。  
(h ttps : / /www. irs . go v/pub/ i rs -drop /n -14 -21 .pdf#search=%27Not ice +201421%27)  
7 6  例 示 と し て 、株 式 、債 権 の ほ か 、投 資 資 産 と 同 様 の 目 的 に よ っ て 、資 本 資 産 と し

て 保 有 さ る 場 合 が 挙 げ ら れ て い る 。 な お 、 キ ャ ピ タ ル ゲ イ ン 又 は キ ャ ピ タ ル ロ ス と

し て 取 扱 わ れ る 場 合 、 保 有 期 間 1 年 超 か 否 か に よ っ て 税 率 が 変 わ る こ と と な る 。 1
年 未 満 で あ れ ば 10～ 39.6％ の 税 率 が 課 さ れ る が 、 1 年 超 で あ れ ば 0～ 20％ と な る 。  
7 7  例 示 と し て 、 営 業 活 動 の 一 貫 と し て 顧 客 か ら 受 け 取 っ た 場 合 が 挙 げ ら れ て い る 。 
7 8  こ の ほ か 、 米 国 公 認 会 計 士 協 会 (AICPA)は 、 IRS に 対 し 、 仮 想 通 貨 等 の 課 税 に 対

す る 指 針 を 求 め る 書 簡 を 2016 年 6 月 10 日 、 2018 年 5 月 30 日 に 送 って い る 。 AI C
PA は 公 的 に 見 解 が 示 さ れ て い な い ハ ー ド フ ォ ー ク な ど の 税 務 上 の 取 扱 い に つ い て

発 表 す る よ う 求 め て い る 。  
7 9  同 種 資 産 の 交 換 に つ き 、 課 税 の 繰 延 べ が 適 用 で き る 。  

https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-14-21.pdf%23search=%27Notice+201421%27
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と解する余地が生まれてしまい、一部の仮想通貨等利用者の間で税のル

ープホールとして認識され、課税の繰延べ手段とされていたが、現在で

は当該規定を不動産に限定するとの解釈により、このループホールは塞

ぐことができたとされる 8 0。  

なお、2018 年 9 月 19 日に、米議会議員が IRS に対し、明確かつ包括

的な仮想通貨税制の指針の公表を求める書簡を提出した 8 1。さらに、 2

018 年 10 月 24 日、 IRS の諮問委員会は、仮想通貨税制に関する追加的

ガイドラインを示すように要請している 8 2。  

 

 英国歳入関税庁 (Her Majesty’s  Revenue and Customs、以下「 HMR

C」 )という。 )は、 2014 年 3 月、ビットコイン以外の仮想通貨等も含め

た課税に関する Pol icy paper を公表した 8 3。当該 Policy paper では、

付加価値税 (VAT)、法人税 (corporation tax)、所得税 ( income tax)、キ

ャピタルゲイン税 (capital  gain tax)の取扱いについて示されていた 8 4。

                                                
8 0  ニ ュ ー ヨ ー ク タ イ ム ズ の 以 下 の URL を 参 照 。  (h ttps : / /www.nyt imes . com/2018 /
01 /18 /your-money /b i t co in- i rs - taxes .html )  
ハ ウ ス 税 法 案 は 以 下 の URL を 参 照 。  
(h ttps : / /www.co ngress .go v/b i l l /115th- congress /house -b i l l /1 / te xt )  
上 院 税 制 改 革 法 案 は 以 下 の URL を 参 照 。 (h t tps : / /www. f inance .se nate .go v/ imo /me
dia /do c /11 .14 .17%20Chairman 's%20Mo di f ie d%20Mark.pd f )  
8 1  当 該 書 簡 は 以 下 の URL を 参 照 。(h ttps : / /waysandme ans fo rms.house .go v/upload
edf i le s / le t te r_ i rs_ vi rtual_curre nc ies .pd f )  
8 2  IRS「 In formation  Re port ing  Adviso ry Co mmit tee  PUBLI C REPORT」 (2018
年 10 月 )。 以 下 の URL を 参 照 。 (h t tps : / /www. i rs . go v/pub/ i rs -pdf /p5315.pdf )  
8 3  当 該 Pol i cy  paper は 以 下 の URL を 参 照 。 (h ttps : / /www.go v.uk/go ve rnme nt /pub
l i ca t io ns / re venue-and- cus toms-brie f -9 -2014 -b i t co in -and-o ther-crypto currencies /
re venue -and-cus toms -brie f -9 -2014-b i t co in-and-other-crypto curre nc ie s )  
8 4  付 加 価 値 税 に 関 し て は 、仮 想 通 貨 が 法 定 通 貨 と 交 換 さ れ る 際 、非 課 税 と さ れ て い

る 。 マ イ ニ ン グ 等 か ら 得 ら れ る 新 規 発 行 の 収 入 に つ い て も 、 役 務 提 供 と の 対 価 関 係

が 不 十 分 で あ る た め 付 加 価 値 税 の 対 象 外 と な る 。 同 様 に マ イ ニ ン グ 等 の 保 証 作 業 に

よ り 得 ら れ る 取 引 手 数 料 と し て の 収 入 も 非 課 税 と さ れ て い る 。 た だ し 、 商 品 又 は 役

務 提 供 の 対 価 と し て 仮 想 通 貨 等 を 受 け 取 っ た 場 合 、 当 該 受 領 者 に は 付 加 価 値 税 が 課

さ れ る 。 こ の 場 合 に は 、 当 該 ト ラ ン ザ ク シ ョ ン が あ っ た 場 合 に お け る 仮 想 通 貨 等 の

ポ ン ド 建 て 価 額 を 基 準 と す る 。英 国 の 仮 想 通 貨 等 に 関 す る VAT に 関 し て は 以 下 の U
RL も 参 照 。(h ttps : / /www.go v.uk /hmrc - in te rnal -manuals / vat - f inance -manua l / va t f
in2330 )  

法 人 税 に 関 し て は 、 仮 想 通 貨 等 と 法 定 通 貨 と の 為 替 差 損 益 は 課 税 対 象 と な る 。 為

替 変 動 は 、 企 業 が 勘 定 を 通 常 設 け て い る 通 貨 と 仮 想 通 貨 等 と の 間 で 決 定 さ れ る 。 こ

https://www.nytimes.com/2018/01/18/your-money/bitcoin-irs-taxes.html
https://www.nytimes.com/2018/01/18/your-money/bitcoin-irs-taxes.html
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1/text
https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/11.14.17%20Chairman's%20Modified%20Mark.pdf
https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/11.14.17%20Chairman's%20Modified%20Mark.pdf
https://waysandmeansforms.house.gov/uploadedfiles/letter_irs_virtual_currencies.pdf
https://waysandmeansforms.house.gov/uploadedfiles/letter_irs_virtual_currencies.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5315.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/revenue-and-customs-brief-9-2014-bitcoin-and-other-cryptocurrencies/revenue-and-customs-brief-9-2014-bitcoin-and-other-cryptocurrencies
https://www.gov.uk/government/publications/revenue-and-customs-brief-9-2014-bitcoin-and-other-cryptocurrencies/revenue-and-customs-brief-9-2014-bitcoin-and-other-cryptocurrencies
https://www.gov.uk/government/publications/revenue-and-customs-brief-9-2014-bitcoin-and-other-cryptocurrencies/revenue-and-customs-brief-9-2014-bitcoin-and-other-cryptocurrencies
https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/vat-finance-manual/vatfin2330
https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/vat-finance-manual/vatfin2330
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さらに、 HMRC は、 2018 年 12 月 19 日、個人の所得課税関係について

「 Cryptoassets  for  individuals 8 5」を公表した。当該 policy paper で

は、仮想通貨等の暗号資産の変化のスピードや多様性に鑑みて実態に則

った課税を行うとしている。2018 年 7 月 30 日に、英国の財務省にあた

る HM Treasury が公表した「 Cryptoassets Taskforce: f inal  report 8 6」

の立場を踏襲し、Cryptoassets を exchange tokens、utility tokens、s

ecut iry tokens の 3 つに分類した上で定義しているが、特筆すべきは、

課税上の取扱いは定義によって決まるのではなく、トークンの性質や用

途によって、実態に則して決めると明言している点である。当該 policy 

paper では、この前提の下、 exchange tokens についての課税上の取扱

いが示されている。個人の仮想通貨等の取引は他の金融商品の取引と本

質的に類似しているとし、株式及び証券に関する既存法の取扱いが妥当

であるとしている 8 7。マイニング等の新規発行益に関する収入は、活動

実態が「取引 (trading)」に該当しない場合には、その他の課税収入 (oth

er taxable income)として雑収入となる 8 8。マイニング等による取引承

認益は、実態に即して、キャピタルゲイン税又はその他の課税収入とし

                                                                                                                                          
の よ う に 、 仮 想 通 貨 等 に 関 し て 特 別 の 規 定 を 設 け ず 、 一 般 規 則 (英 国 に お け る the  g
enera l  rules  o n  fo re ign exchange  and lo an re la t io nships が 適 用 さ れ る 。 l oan 
re la t io nships  に つ い て は 以 下 の URL を 参 照 。 (h ttps : / /www.go v.uk /hmrc- inte rnal
-manuals / corpo ra te - f inance -manua l / c fm32010 ) )が 適 用 さ れ る 旨 が 示 さ れ て い る 。

キ ャ ピ タ ル ゲ イ ン 税 に つ い て も 課 税 対 象 利 益 又 は 控 除 対 象 損 失 と な る 。  
所 得 税 に 関 し て も 、 英 国 に お け る 通 常 の 所 得 税 が 適 用 さ れ る と さ れ て い た 。 し た

が っ て 、 仮 想 通 貨 等 に 関 し て 特 別 の 規 定 は 設 け て お ら ず 。 キ ャ ピ タ ル ゲ イ ン 税 に つ

い て も 、課 税 対 象 利 益 又 は 控 除 対 象 損 失 と な る が 、年 間 で 11,700 ポ ン ド 以 下 の 利 益

で あ れ ば 課 税 さ れ な い こ と と な っ て い た 。  
8 5  HMRC「 Cryptoasse ts  for  indiv iduals」 (2018 年 12 月 19 日 )  
(h ttps : / /www.go v.uk /go ve rnme nt /publ i ca t io ns / tax-o n- cryptoassets / c rypto asse ts - f
or- individua ls )  
8 6  HM Treasury「 Crypto assets  Taskfo rce : f inal  repo rt」 (2018 年 7 月 30 日 )  
(h ttps : / /a sse ts .publ ish ing .se rv ice .gov.uk/go ve rnment /uploads /sys tem/uploads /a t
tachme nt_ data / f i l e /752070/ cryptoassets_taskforce_ f inal_ re port_ f ina l _web .pdf )  
8 7  し た が っ て 、 同 国 の business  income manua l  (BI M56800 )が 適 用 さ れ る 。  
8 8  詳 細 は 以 下 を 参 照 。 HMRC「 Guidance  HS325 othe r  taxable  income (2018)」  
(h ttps : / /www.go v.uk /go ve rnme nt /publ i ca t io ns / o the r- taxab le - inco me-hs325-se l f -a
ssessme nt -he lpsheet /hs325-other- taxable - income-2018#o the r- taxab le - income )  

https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/corporate-finance-manual/cfm32010
https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/corporate-finance-manual/cfm32010
https://www.gov.uk/government/publications/tax-on-cryptoassets/cryptoassets-for-individuals
https://www.gov.uk/government/publications/tax-on-cryptoassets/cryptoassets-for-individuals
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/752070/cryptoassets_taskforce_final_report_final_web.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/752070/cryptoassets_taskforce_final_report_final_web.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/other-taxable-income-hs325-self-assessment-helpsheet/hs325-other-taxable-income-2018%23other-taxable-income
https://www.gov.uk/government/publications/other-taxable-income-hs325-self-assessment-helpsheet/hs325-other-taxable-income-2018%23other-taxable-income
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て課税される。また、エアードロップに関しては、対価性がない又は事

業の一環として受け取った場合には所得税が課されず、対価性がある場

合には雑収入として課税される。また、損失の繰越控除の適用も可能で

ある旨が示されている。なお、法人向けの課税上の取扱いの公表は先送

りされているほか、仮想通貨等の暗号資産は相続税法上の財産であるこ

とが明示された 8 9。  

 

 フランス国務院 (Conseil  d ’Etat)は、 2014 年 7 月にビットコインに関

する課税上の取扱いを公表した。その後 2018 年 4 月 26 日に新たに課税

の在り方を見直す決定がなされた 9 0。当該決定では、ビットコインの不

定期売買による収益は原則として移転可能な資産 (動産 )のキャピタルゲ

インとして課税することとしている。またマイニングによる収益は例外

的に非商業的利益 (BNC)と区分されることになった。  

 最も大きな変更点は、それまでビットコインに対するキャピタルゲイ

ン税は累進最高税率 45%であったが、一律 19%の税率になった点である

9 1。  

 

オーストラリア国税庁 (Austral ian Taxation Office)は、 2018 年 6 月

29 日に仮想通貨等に関する課税上の取扱いについて更新した 9 2。  

                                                
8 9  当 該 Pol i cy  pape r で 明 示 し て い な い 課 税 上 の 取 扱 い は 2014 年 3 月 に 公 表 し た P
ol i cy  pape r が 適 用 さ れ る と 考 え ら れ る 。  
9 0  フ ラ ン ス 国 務 院 に よ る ビ ッ ト コ イ ン に 関 す る 決 定 事 項 は 以 下 の URL を 参 照 。  
(h ttp : / /www.conse i l -e ta t . f r /Actual i tes /Communiques /Mo dal i tes -d - impos i t ion -de s
-b i tco ins )  
9 1  19%に 社 会 保 障 税 17.2%が 加 え ら れ 、実 効 税 率 は 36.2%で あ る 。2019 年 1 月 か ら

実 効 税 率 を 30%と す る 減 税 案 が 下 院 の 財 務 委 員 会 で 採 択 さ れ て い る 。実 効 税 率 30%
は 資 本 所 得 税 率 と 同 等 で あ る 。  
9 2  Aus tra l i an  Go ve rnme nt  Aus tra l i an  Taxat io n  Of f i ce「 Tax tre atme nt  o f  c ryp
to  currencies」 (2018 年 6 月 29 日 )  
(h ttps : / /www.ato .gov.au/Gene ral /Ge n/Tax-t re atme nt -o f - crypto - curre ncie s - in -Aus
tra l ia - - -spe ci f i ca l l y-b i t co in / )  

http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Modalites-d-imposition-des-bitcoins
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Modalites-d-imposition-des-bitcoins
https://www.ato.gov.au/General/Gen/Tax-treatment-of-crypto-currencies-in-Australia---specifically-bitcoin/
https://www.ato.gov.au/General/Gen/Tax-treatment-of-crypto-currencies-in-Australia---specifically-bitcoin/
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投資目的で仮想通貨等を保有した場合、以下の 4 つのケースでキャピ

タルゲイン税が課される。すなわち、 ( i)仮想通貨等を売却又は贈与した

場合、 ( i i )仮想通貨等をトレード又は他の仮想通貨等に交換した場合 (他

の仮想通貨等のために廃棄した場合も含む ) 9 3、( i i i )法定通貨に換金した

場合、 ( iv)商品又は役務提供の対価として使用した場合の 4 つである。

投資目的で保有した場合には、12 ヶ月以上保有していれば、キャピタル

ゲイン税の減免措置が受けられる。  

他方、個人が個人的使用目的等 9 4のために保有する仮想通貨等によっ

て生じたキャピタルゲイン又はキャピタルロスは、なかったものとされ

る 9 5。対して、事業の一部 9 6として生じたキャピタルゲインは通常の

収入として課税対象となる。  

仮想通貨等の保有が、投資目的であっても個人的使用目的であっても

取引日、取引時のオーストラリアドル換算価額、取引目的、取引相手の

記録が求められる。  

また、仮想通貨等の紛失又は盗難に遭った際、一定の証拠 9 7があれば、

キャピタルロスとして取扱うことができる。  

                                                                                                                                          
ま た 、「 Tax t rea tment  o f  c rypto - currencies  in  Austra l ia  -  spe ci f i ca l ly  b i tco in」

(2018 年 6 月 29 日 )に つ い て は 以 下 の URL を 参 照 。  
(h ttps : / /www.ato .gov.au/misc /do wnloads /pd f /q c42159.pdf )  
9 3  こ の 場 合 に は 、新 た に 受 け 取 っ た 仮 想 通 貨 等 を 豪 州 ド ル 建 て で 市 場 価 値 の 評 価 を

す る 。評 価 で き な い 場 合 に は 、取 引 時 に 手 放 し た 仮 想 通 貨 等 の 市 場 価 値 を 使 用 す る 。  
9 4  投 資 目 的 、収 益 獲 得 ス キ ー ム 又 は 事 業 の 一 部 で な く 、個 人 の 使 用・消 費 の た め の

保 有 の こ と 。  
9 5  キ ャ ピ タ ル ゲ イ ン 、 キ ャ ピ タ ル ロ ス が な か っ た も の と さ れ る の は 、 取 得 価 額 が 1
0,000 豪 ド ル 未 満 で あ る も の に 限 定 さ れ る 。  
9 6  「 Crypto currency use d in  bus iness」 は 以 下 の URL を 参 照 。  
(h ttps : / /www.ato .gov.au/gene ral /ge n/ tax- t rea tment -o f - c rypto - currenc ies - in -aus t
ra l i a - - -spe ci f i ca l l y-b i t co in / ?page =3#Cryptocurrency_businesses )  
9 7  秘 密 鍵 を 取 得 し た 時 と 紛 失 し た 日 、 秘 密 鍵 に 対 応 す る ウ ォ レ ッ ト ア ド レ ス (公 開

鍵 )、失 っ た 仮 想 通 貨 等 の 取 得 に 要 し た 費 用 、秘 密 鍵 紛 失 時 の 仮 想 通 貨 等 の 価 額 、ウ

ォ レ ッ ト を 自 身 が 支 配 し て い た こ と 、 ウ ォ レ ッ ト を 保 有 し て い た ハ ー ド ウ ェ ア 、 自

身 の 個 人 情 報 と 紐 つ い て い る 取 引 所 等 か ら ウ ォ レ ッ ト へ の ト ラ ン ザ ク シ ョ ン が 例 示

さ れ て い る 。  

https://www.ato.gov.au/misc/downloads/pdf/qc42159.pdf
https://www.ato.gov.au/general/gen/tax-treatment-of-crypto-currencies-in-australia---specifically-bitcoin/?page=3%23Cryptocurrency_businesses
https://www.ato.gov.au/general/gen/tax-treatment-of-crypto-currencies-in-australia---specifically-bitcoin/?page=3%23Cryptocurrency_businesses
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なお、オーストラリアでは 2017 年 7 月 1 日から仮想通貨等の売却及

び購入は消費税 (GST)の対象外とされた。  

 

ニュージーランドでは、仮想通貨等は資産 (property)として扱われ、

特別な税の規定を設けるのではなく、既存の税法が適用される 9 8。 201

8 年 3 月 28 日に公表された所得税 ( individual income tax)の Q&A 9 9で

は、仮想通貨等が外貨としてではなく、資産として課税される旨が明記

されている。商品やサービスの対価として仮想通貨等を受け取った場合

にはバーター取引として、受け取った時点におけるニュージーランドド

ル換算額で課税される。ニュージーランドドル換算額の計算は、妥当な

取引量のある信頼できる取引所等の価額を使用しなければならないが、

一部のアルトコインでは一旦米ドル等へ換算した後にニュージーランド

ドルへ換算しなければならない。取引所等によって価額が異なる場合に

は、同一の取引所等の換算価額を使用する必要がある。  

また、売却又は交換目的で購入した仮想通貨等を売却した際の収益は

課税対象となるほか、ウォレットアドレスや取引記録 1 0 0を 7 年間保持

することが求められる。  

ICO についても述べられており、発行された仮想通貨等の特徴及び配

布方法によって税務上の取扱いは異なるとしているが、細かな取扱いは

Biding ruling の適用を考慮すべきと指摘するにとどまっている。  

 

                                                
9 8  Ne w Zealand Gove rnment  I nland Re venue「 Crypto currency and tax」 は 以

下 の URL を 参 照 。  
(h ttps : / /www. ird .go vt .nz / campaigns /2018 / crypto currency- tax.html )  
9 9  「 Que st i ons  & answe rs :  Crypto currency and tax」 は 以 下 の URL を 参 照 。  
(h ttps : / /www. ird .go vt .nz / inco me- tax- ind iv idua l / c rypto curre ncy -qa .h tml )  
1 0 0  CSV 形 式 の フ ァ イ ル 等 に よ る 記 録 保 持 が 認 め ら れ て い る 。  

https://www.ird.govt.nz/campaigns/2018/cryptocurrency-tax.html
https://www.ird.govt.nz/income-tax-individual/cryptocurrency-qa.html
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スウェーデン国税庁は、 2018 年 10 月 16 日に個人に関する仮想通貨

等に関する課税上の取扱いを公表した 1 0 1。仮想通貨等の売買、交換、

支払いをした場合の利益に課税される。具体的には、仮想通貨等の売却、

他のアルトコインとの交換、商品又はサービスの購入対価としての使用、

仮想通貨等の賃借等の際に課税される。  

利益を得た場合には、利益に対して 30％のキャピタルゲイン税が課さ

れ、損失は 70％まで控除できる。なお、スウェーデンでは e サービスに

売却価額と費用金額を入力すると自動的に税額又は控除対象の損失額が

計算される。マイニング等の所得に関しても課税対象である。当該 WE

B サイトでは具体的な数値を用いた例示も多数掲載されており、納税者

の予測可能性に資するものである。  

 

アイルランドでは、 2018 年 5 月にアイルランド歳入庁が「 Taxation 

of  cryptocurrency transactions 1 0 2」を公表した。さらに、 2018 年 7

月 27 日には仮想通貨等について特別な税のルールはないと改めて公表

した 1 0 3。すなわち、既存の税法と同様に所得税 ( income tax)及び法人

税 (corporation tax)、キャピタルゲイン税が課される。  

仮想通貨等同士の交換は、欧州連合司法裁判所の Hedqvist 判例 (C-26

4/14) 1 0 4に基づき VAT は非課税となるが、商品や役務提供の対価として

                                                
1 0 1  Skatteve rke t「 Krypto valuto r」 は 以 下 の URL を 参 照 。  
(h ttps : / /www.skatte ve rke t .se /pr iva t / skatte r /vardepappe r /andrat i l l gangar /krypt
ovaluto r.4 .15532c7b1442f256bae11b60 .h tml?q=bi t co in )  
1 0 2  当 該 文 書 は 以 下 の URL を 参 照 。  
(h ttps : / /www.re venue . i e /en / tax-pro fe ss ionals / tdm/ income- tax- capi ta l -ga ins - tax-
co rpo ra t io n- tax/part -02 /02 -01 -03 .pdf )  
1 0 3   I r i sh  Tax and Customs「 Crypto currencies」 は 以 下 の URL を 参 照 。  
(h ttps : / /www.re venue . i e /en / companies -and- chari t ies / f inancia l -servi ces /c rypto cu
rrencies / inde x.aspx)  
1 0 4  2015 年 10 月 22 日 、欧 州 司 法 裁 判 所 (ECJ)は 、付 加 価 値 税 (VAT)に 関 し て 、ビ ッ

ト コ イ ン の 売 買 に は 適 用 さ れ な い と 判 決 を 下 し て い る 。 EU 加 盟 国 は こ の 判 決 に 基

づ き 、 基 本 的 に 仮 想 通 貨 等 の 売 買 に つ い て 付 加 価 値 税 (VAT)を 課 し て い な い 。  

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/andratillgangar/kryptovalutor.4.15532c7b1442f256bae11b60.html?q=bitcoin
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/andratillgangar/kryptovalutor.4.15532c7b1442f256bae11b60.html?q=bitcoin
https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/income-tax-capital-gains-tax-corporation-tax/part-02/02-01-03.pdf
https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/income-tax-capital-gains-tax-corporation-tax/part-02/02-01-03.pdf
https://www.revenue.ie/en/companies-and-charities/financial-services/cryptocurrencies/index.aspx
https://www.revenue.ie/en/companies-and-charities/financial-services/cryptocurrencies/index.aspx
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仮想通貨等を受け取った場合には VAT の課税対象となる。また、マイニ

ング等により得た所得には VAT は課されない。

給与が仮想通貨等によって支払われた場合には、支払い時点における

ユーロ換算価額で給与税 (payroll  tax)が課される。

なお、仮想通貨等の時価について、同一時点においても取引所等によ

って価額が異なることから、「適切な評価をするための合理的努力」が必

要であるとしている。

2  その他の諸国の仮想通貨等税制の在り方

シンガポール内国歳入庁 ( IRAS)は、仮想通貨等の課税関係について、

2017 年 5 月に WEB サイトを最終更新している 1 0 5。当該 WEB サイト

の記述は主に企業に向けたものであり法人所得税の取扱いが示されてい

る。企業が商品やサービスの対価として仮想通貨等を受領又は支払いを

した場合、シンガポールドル建ての公開市場価格に基づき記録すること

が求められる。公開市場価格がない場合には取引時点の仮想通貨レート

を使用する。また、事業の通常の過程で仮想通貨等の売買をする企業は、

仮想通貨等の取引から生じる利益に課税される。マイニング等を事業と

して行う場合や交換業者も同様に課税対象となる。

ただし、長期投資目的で仮想通貨等を購入する企業は、シンガポール

ではキャピタルゲイン税が原則として課されないため、そこから生じた

利益に課税はされない 1 0 6。

1 0 5  INLAND REVENUE AUTHORITY OF SINGAPORE「 Income Tax Trea tmen
t  o f  Vi rtual  Currencie s」 は 以 下 の URL を 参 照 。  
(h ttps : / /www. iras .go v.sg / i rashome /Busine sses /Companie s /Wo rking-out-Co rpo ra t
e -Income -Taxes /Spec i f i c - to pi cs / I ncome-Tax-Treatme nt -o f -Vi r tual -Currencies / )  
1 0 6  企 業 に よ る 長 期 投 資 目 的 の 仮 想 通 貨 等 売 却 の 利 益 は 、 取 引 の 目 的 、 頻 度 、 保 有

期 間 に よ り 課 税 対 象 か 否 か 判 断 さ れ る 。

https://www.iras.gov.sg/irashome/Businesses/Companies/Working-out-Corporate-Income-Taxes/Specific-topics/Income-Tax-Treatment-of-Virtual-Currencies/
https://www.iras.gov.sg/irashome/Businesses/Companies/Working-out-Corporate-Income-Taxes/Specific-topics/Income-Tax-Treatment-of-Virtual-Currencies/
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一方、個人が仮想通貨等取引によって得た利益の課税関係については

言及がない。シンガポールではキャピタルゲインは原則として課税対象

外であることから課税されないが、一定の要件 1 0 7を満たす場合、課税

対象となる。したがって、現状、個人が仮想通貨等取引によって得た所

得も同様の取扱いとなる。  

仮想通貨等を使った商品・サービスの購入はバーター取引とみなされ、

取引当事者がそれぞれ GST 登録事業者の場合、両者に消費税 (GST)が請

求される。ただし、国外居住者への支払いのために仮想通貨等と使用し

た場合は GST を請求する必要はない。また、 GST 登録事業者である仮

想通貨販売業者は国内居住者に仮想通貨等を売却する場合には、国外居

住者への売却でない限り、GST を請求する必要がある。代理人として仮

想通貨等を販売する場合には、国外居住者の代理人でない限り、受領す

る手数料に対して GST を請求する必要がある。国内の仮想通貨取引所で

掛かる取引手数料は、その取引所が GST 登録事業者である場合、 GST

の対象となる 1 0 8。  

 

IT 技術の先進国として知られるエストニア共和国では、 2018 年 2 月

に税・税関庁 (Tax And Customs Board)が個人の仮想通貨等の課税につ

いて公表し、同年 8 月 17 日に最終更新している 1 0 9。  

                                                
1 0 7  具 体 的 な 判 断 基 準 と し て 、 取 引 の 頻 度 、 売 買 の 理 由 、 保 有 期 間 が 挙 げ ら れ て い

る 。「 Gains  f rom Sale  o f  Pro perty,  Share s  and Financ ia l  Instrume nts」は 以 下

の URL を 参 照 。(h ttps : / /www. iras .go v.sg / IRASHome /Individuals /Lo ca ls /Wo rking-
Out-Your-Taxes /What- i s -Taxable -What - i s -No t /Gains- f rom-Sa le -o f -Pro perty- -Sha
res -and-Financia l - Instrume nts / )  
1 0 8  GST の 課 税 関 係 は 「 e -Comme rce」 の 以 下 の URL を 参 照 。  
(h ttps : / /www. iras .go v.sg / I RASHo me/GST/GST-re gis te red -bus inesses /Spe ci f i c -bu
s iness -se c tors /e -Co mmerce /# t i t le5 )  
1 0 9  REPUBLI C OF ESTONIA TAX AND CUSTOMS BOARD「 Taxatio n  o f  pr i va
te  pe rson 's  v i r tual  currency/ crypto currency earn ings」は 以 下 の URL を 参 照 。(h
ttps : / /www.emta.ee /eng /priva te - c l ie nt /de clara t ion- inco me/o the r- inco me/taxat io
n-priva te -pe rso ns -v ir tual )  

https://www.iras.gov.sg/IRASHome/Individuals/Locals/Working-Out-Your-Taxes/What-is-Taxable-What-is-Not/Gains-from-Sale-of-Property--Shares-and-Financial-Instruments/
https://www.iras.gov.sg/IRASHome/Individuals/Locals/Working-Out-Your-Taxes/What-is-Taxable-What-is-Not/Gains-from-Sale-of-Property--Shares-and-Financial-Instruments/
https://www.iras.gov.sg/IRASHome/Individuals/Locals/Working-Out-Your-Taxes/What-is-Taxable-What-is-Not/Gains-from-Sale-of-Property--Shares-and-Financial-Instruments/
https://www.iras.gov.sg/IRASHome/GST/GST-registered-businesses/Specific-business-sectors/e-Commerce/%23title5
https://www.iras.gov.sg/IRASHome/GST/GST-registered-businesses/Specific-business-sectors/e-Commerce/%23title5
https://www.emta.ee/eng/private-client/declaration-income/other-income/taxation-private-persons-virtual
https://www.emta.ee/eng/private-client/declaration-income/other-income/taxation-private-persons-virtual
https://www.emta.ee/eng/private-client/declaration-income/other-income/taxation-private-persons-virtual
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仮想通貨等の購入、販売又は交換について、仮想通貨等は資産 (prope

rty)とみなされ、所得税 ( income tax)が課される。課税される利益は売

却価額と購入価額との差額であり、交換の場合には受け取った仮想通貨

等の価額と保有していた仮想通貨等の購入価額との差額に課税される。

また利益が生じた取引のみ申告が求められ、各取引は別個のものとし、

有価証券のように損益通算は認められない。  

マイニング等により得た所得は、個人が独立して行う場合、事業所得

(business  income)として所得税を支払う必要がある。永続的にマイニン

グ等を行う者は事業者登録 (business register)が求められ、マイニング

等の収益から設備費等の費用を差し引いた所得に課税される。  

個人が自身の PC のストレージ容量を対価を得て貸出した場合もその

賃料に所得税が課される。仮にこの活動が事業活動であれば、事業所得

となる。  

雇用者が仮想通貨等で給与を支払おうとする場合、市場価格に基づき

ユーロ換算額で労働税 ( labour tax)を控除して給与を支払う必要がある。

個人が国外から仮想通貨等で給与やサービスの対価を受け取った場合、

受取った日における市場価格で事業所得として課税されるが、雇用者が

既に給与に関する税を納めている場合、当該仮想通貨等は追加的な課税

なしに商品やサービスの購入に使用できる。  

付加価値税 (VAT)は、法定通貨との為替取引同様に非課税となる。マ

イニング等を含む仮想通貨等の取引は VAT の対象ではない。支払いが仮

想通貨等か否かに関わらず、商品やサービスの対価には一般的な VAT の

ルールが適用される。  

 

 ラトビア共和国では、 2018 年 7 月 11 日に歳入庁が仮想通貨等の課税
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上の取扱いを公表した 1 1 0。  

仮想通貨等の取引から得た個人の所得はキャピタルゲイン税が 20％

課される。当該キャピタルゲイン税は売却価額から購入価額を差し引い

た分に課される。保有している仮想通貨等の一部を売却する場合、キャ

ピタルゲインは売却した仮想通貨等の割合に比例して決定される。例え

ば仮想通貨等の購入価額が 5,000 ユーロである場合に、仮想通貨等の 1

0 分の 1 を売却価額 1,000 ユーロで売却すると、 500 ユーロを購入価額

として計算する。この場合には売却価額から購入価額を差し引いて 500

ユーロ分の利益が生じるので課税される。また、仮想通貨等の購入者は

VAT の対象とはならない 1 1 1。  

 

ブロックチェーン先進国と呼ばれるマルタ共和国では、2018 年 4 月に

仮想通貨等や DLT に関連する Virtual  Financial  Assets Bill、 Malta 

Digital Innovation Authority Bil l、 Technology Arrangements and 

Services Bil l の 3 つの法案が可決された 1 1 2。しかし、これらの法案の

中に課税に関する規定はない。マルタ共和国では、仮想通貨等の売買に

よる収入は所得とされ、通常、保有期間 5 年超か否かで 5％又は 12％の

所得税が課される 1 1 3。また、 VAT に関しては非課税とされている。  

 

                                                
1 1 0  Vals ts  ieņēmumu die nests「 Fiziskas  pe rsonas  darb ības  ar  krip to valūtām」

は 以 下 の URL を 参 照 。  
(h ttps : / /www.vid .go v. l v / lv / f i z i skas-pe rsonas-darbibas -ar-krip to valutam)  
1 1 1  な お 、 法 人 に つ い て は 主 に 会 計 処 理 を 中 心 に 説 明 さ れ て い る 。  
1 1 2  こ れ を 受 け 、海 外 の 大 手 仮 想 通 貨 取 引 所 は マ ル タ 共 和 国 へ 次 々 と 移 転 し て い る 。 
1 1 3  マ ル タ 共 和 国 の Inco me Tax に つ い て は 以 下 の URL を 参 照 。  
(h ttp : / /www. jus t i cese rv ices .go v.mt /DownloadDocume nt .aspx?app=lom&i temid=8
658&l=1)  

https://www.vid.gov.lv/lv/fiziskas-personas-darbibas-ar-kriptovalutam
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8658&l=1
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8658&l=1
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ポーランド共和国では、仮想通貨等に関する課税を明確化するための

新しい法案が提出され、 2018 年 8 月 24 日に公表されている 1 1 4。課税

関係は個人と法人に分けた上で、取引所を介するか又は個人的に行われ

た仮想通貨等同士の交換取引は非課税となる。個人でマイニング等を行

っている場合における利益も非課税とされている。他方で、資産・商品・

サービスの売却の対価として得た仮想通貨等による利益は、税務上の収

入となり課税対象となる。現行税制においては年収 85,500 ズウォティ (z

loty) 1 1 5までは 18%の税率が適用され、それを以上の収入には 32%の税

率が適用される。  

同国では、 2019 年 1 月 1 日から、仮想通貨等同士の交換は所得税を

課税しない旨の議論がなされており、仮想通貨等の使用及び売却による

利益については 19%の税率で法人及び個人に課税することが検討されて

いる。  

 

ウクライナでは、仮想通貨等を運用する個人及び法人の収入に対して

5%の税金を課す法案が 2018 年 9 月 14 日に提出されていた。この法案

では、 2023 年末までは税率は 5%であるが 2024 年 1 月 1 日から法人に

対する税率を 18%に引き上げる内容である。  

その後 2018 年 9 月 27 日に代替案として、 2029 年末までの間、税率

を 0%にするという法案が提出されている。  

 

                                                
1 1 4  当 該 法 案 に つ い て は 以 下 の URL を 参 照 。  
(h ttp : / / l e gis la c ja . r c l . go v.p l /docs /2 /12315309/12530089/12530090/do kument35488
0.pdf )  
1 1 5  ズ ウ ォ テ ィ は ポ ー ラ ン ド の 法 定 通 貨 で あ る 。 執 筆 現 在 1 ズ ウ ォ テ ィ は お よ そ 30
円 で あ る た め 、 85,500 ズ ウ ォ テ ィ は お よ そ 260 万 円 に 相 当 す る 。  

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12315309/12530089/12530090/dokument354880.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12315309/12530089/12530090/dokument354880.pdf
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ベラルーシ共和国では、2017 年 12 月に仮想通貨及び DLT に関する法

案に大統領が署名した 1 1 6。当該法案では、マイニング等や仮想通貨等

の取引は全て合法となり、さらに事業として扱われないこととなった。

2023 年までは、仮想通貨取引による収入に課税はされず、所得税 ( inco

me tax)、収益税 (profit  tax)、付加価値税 (VAT)が非課税になる。  

 

アイスランド共和国では、アイスランド中央銀行が 2014 年 3 月 19 日

に仮想通貨等の使用に関する取扱いを公表した 1 1 7。さらに、アイスラ

ンド内国歳入庁は 2018 年 8 月 1 日にビットコイン等の先例のない資産

についての個人の税の取扱いを公表した 1 1 8。当該取扱いでは、ビット

コインに関して、暦年の終了の時における市場価値を使用して課税する

旨が簡記されているのみである。  

マイニング等については、趣味ではなく営利目的の活動であるとし、

マイニング等に関連する手数料や報酬も課税所得となる。プールマイニ

ングのような形態から得られるマイニング等の報酬や手数料はプールか

らの分配の時に計算する。マイニング等に用いる設備は減価償却の対象

となり、資産カテゴリ (asset categoty)の償却率が適用される。  

第３節   小括  
 我が国の所得税法上の取扱いは、資金決済法で仮想「通貨

．．
」という名

称で規定されたこともあり、実際に支払手段等としての機能を具備する

                                                
1 1 6  当 該 法 案 に つ い て は 以 下 の URL を 参 照 。  
(h ttp : / / pre s ide nt .gov.by/uplo ads /archives /Decre t -8 .z ip )  
1 1 7  Sed labanki  Is lands「 Signi f i cant  r i sk at tached to  use  o f  v i r tual  currency」
は 以 下 の URL を 参 照 。  
(h ttps : / /www.cb . i s /publ i ca t ions /ne ws/ne ws /2014 /03 /19 /Sign i f i cant - r i sk-at tached
-to -use -o f -v i rtual - curre ncy/ )  
1 1 8  Ríkis skat ts t jó r i「 Leið be iningar  Skat t f ramta l  e ins takl inga」 は 以 下 の URL
を 参 照 。  
(h ttps : / /www.rsk . i s /me dia /bae kl ingar / rsk_0801_2018 . i s .pdf )  

http://president.gov.by/uploads/archives/Decret-8.zip
https://www.cb.is/publications/news/news/2014/03/19/Significant-risk-attached-to-use-of-virtual-currency/
https://www.cb.is/publications/news/news/2014/03/19/Significant-risk-attached-to-use-of-virtual-currency/
https://www.rsk.is/media/baeklingar/rsk_0801_2018.is.pdf
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か否かに関わらず、仮想通貨等を通貨に準じて捉えている。すなわち、

仮想通貨等の本質的な性質から所得税法上の取扱いが導かれておらず、

仮想「通貨
．．

」という呼称に引きずられた取扱いとなっていると言わざる

を得ない 1 1 9。諸外国は、そもそも仮想通貨等取引自体を禁止している

国家もあるが 1 2 0、国家によってその対応の仕方は多様であり 1 2 1、一

部の税目のみ取扱いを公表している場合が多い。先進諸外国では、我が

国も含め、既存の税法体系の枠組みの中で仮想通貨等に対する課税を試

みようとする傾向があるが、その他の諸国においてはいわゆる分離課税

や新たな立法を含め、自国の仮想通貨等税制を国際的に有利にし、資本

を呼び込もうとする意図も見え隠れしている。  

アメリカ 合衆 国で 仮想 通貨等同士の交換による所得に課税しないこ

とがループホールとなっていたことから、これに課税すべきでないとの

立案 1 2 2も存するが、仮想通貨等同士の交換にも課税を行うとする我が

国の国税庁見解を変えるべきではない。この点は第 5 章第 7 節でも述べ

                                                
1 1 9  2018 年 11 月 12 日 に 開 催 さ れ た 「 仮 想 通 貨 交 換 業 等 に 関 す る 研 究 会 (第 9 回 )」
に お い て 、 漸 く 「 仮 想 通 貨 」 の 呼 称 に つ い て の 議 論 が な さ れ た 。  
1 2 0  例 え ば 、イ ン ド 準 備 銀 行 (RBI )は 、銀 行 と の 仮 想 通 貨 等 の 取 引 を 禁 止 し て い る が 、

イ ン ド 最 高 裁 判 所 は 、 2018 年 10 月 、 中 央 政 府 に 対 し て 仮 想 通 貨 等 に 関 す る 公 的 見

解 を 示 す よ う 要 請 し た 。  
1 2 1  上 述 の 国 家 の ほ か 、 イ ス ラ エ ル 国 で は 資 産 (a sset )と し て 課 税 さ れ る 。 ブ ル ガ リ

ア 共 和 国 で は 金 融 資 産 ( f inancia l  asse t )と し て 課 税 さ れ る 。 ア ル ゼ ン チ ン 共 和 国 及

び ス ペ イ ン で は 所 得 税 ( income tax )の 対 象 と な る 。 デ ン マ ー ク 王 国 に お い て も 、 所

得 税 の 対 象 と な る が 、損 失 は 控 除 可 能 で あ る 。ま た 、2018 年 10 月 25 日 、中 華 人 民

共 和 国 の 深 セ ン 国 際 仲 裁 裁 判 所 は 、 ビ ッ ト コ イ ン を 民 法 に 準 拠 し て 財 産 と み な す と

結 論 づ け た 。 (h t tps : / /mp.weixin .qq .co m/s /U_ qDgQN9hceLBbpQ13e EdQ)  
1 2 2  「 暗 号 通 貨 に 関 す る 租 税 制 度 研 究 会 」 に お い て 、 以 下 の 5 つ の 改 正 案 を 提 示 さ

れ て い る 。 ( i )仮 想 通 貨 間 の 交 換 に 係 る 損 益 を 法 定 通 貨 と の 交 換 時 点 等 ま で 繰 延 べ 可

能 と す る こ と 、 ( i i )仮 想 通 貨 の 取 引 に 係 る 利 益 へ の 少 額 非 課 税 制 度 の 導 入 、 ( i i i )マ イ

ニ ン グ 等 に 係 る 収 益 と 費 用 は 報 酬 と し て 受 取 っ た 仮 想 通 貨 を 法 定 通 貨 に 交 換 時 点 ま

で 繰 延 べ 可 能 と す る こ と 、( i v )仮 想 通 貨 取 引 に 係 る 利 益 は 20％ の 申 告 分 離 課 税 と し 、

損 失 は 翌 年 以 降 3 年 間 、仮 想 通 貨 に 係 る 所 得 金 額 か ら の 繰 越 控 除 を 可 能 と す る こ と 、

(v )仮 想 通 貨 取 引 に 係 る 税 額 計 算 時 に 、 取 得 費 が 不 明 の 場 合 に は 、 売 却 価 額 の 5％ を

取 得 費 と す る こ と 。 し か し 、 紙 面 の 都 合 上 で あ る こ と を 願 う が 、 本 論 文 で 論 じ る 基

礎 的 前 提 に 立 脚 し た 十 分 な 検 討 過 程 を 欠 い て お り 、 こ れ ら の 改 正 案 は 結 論 が 妥 当 で

あ っ た と し て も 根 拠 に 乏 し い と 考 え る 。 根 拠 に 乏 し い 改 正 案 で 、 根 拠 を 示 さ な い 個

人 課 税 課 情 報 第 4 号 や タ ッ ク ス ア ン サ ー を 批 判 す る こ と は 、自 己 矛 盾 を 孕 ん で い る 。

酒 井 克 彦「 仮 想 通 貨 取 引 に 係 る 課 税 上 の 課 題 と 改 正 提 案 」税 理 61 巻 、 11 号 (ぎ ょ う

せ い 、 2018 年 9 月 )、 47－ 54 頁 。  

https://mp.weixin.qq.com/s/U_qDgQN9hceLBbpQ13eEdQ
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る。  

英国で 2018 年 12 月 19 日に公表された Policy Paper では、token の

定義に拘らず、仮想通貨等の性質や実態に則して課税する旨が示されて

いる。この点は、我が国も定義に拘らず所得の性質に応じて実態に即し

た課税を積極的に検討すべきである。  

ニュージーランドは ICO により発行された仮想通貨等に関しても一

応の公的見解を示している。我が国では ICO の課税上の取扱いに関して、

公的見解が示されておらず、十分な検討を前提とした公的見解を示す必

要がある。  

次章では、本章で示した税制の是非を論ずる上での基礎的前提として、

仮想通貨等の技術的側面に焦点を当てる。仮想通貨等の技術的バックボ

ーンは所得の性質や所得税の課税要件に深く関係するため、仮想通貨等

と税法を論じる上で欠いてはならない。  
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第３章 仮想通貨等の技術的バックボーン  
 本章では、仮想通貨等の技術的観点からその本質を捉える試みをする。

仮想通貨等の技術的バックボーンを検討することは、所得税法上の仮想

通貨等の取扱いを検討する上で必要条件である。この点の検討を欠いて

所得の性質を論ずることは誤った結論へ導かれかねないため、仮想通貨

等と所得税法を論じる上での基礎的前提として重要性を有する。  

第１節  仮想通貨等とブロックチェーン・分散型台帳技術  
DLT は、仮想通貨等を実現する技術的バックボーンであり、①台帳を

管理するデータベース技術、②暗号学的ハッシュ関数、③公開鍵暗号技

術、④ P2P 技術、⑤ CA という 5 つの技術の総体として構成されている。

DLT の仕組みを考察することは、所得税の課税要件を検討する上で重要

性を有する。  

1  ブロックチェーン・分散型台帳技術の意義  

DLT は、各トランザクション等を格納する「ブロック」と呼ばれるデ

ータ構造を一意に連続して順序立てた構造をもつ。2016 年 10 月 3 日に

JBA(日本ブロックチェーン協会 ) 1 2 3は次のように DLT を定義した。  

( i )ビザンチン障害 1 2 4を含む不特定多数のノード 1 2 5を用い、時間の経

                                                
1 2 3  旧 JADA(日 本 価 値 記 録 事 業 者 協 会 、 2014 年 9 月 設 立 )は 2016 年 4 月 27 日 に J
BA へ 改 組 し た (仮 想 通 貨 は 元 「々 価 値 記 録 」と い う 新 た な 概 念 で 検 討 さ れ て い た 。)。
な お 、 DLT に 関 す る 団 体 は JBA 以 外 に も 、 ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン 研 究 会 ( 2015 年 12 月

設 立 )、ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン 推 進 協 会 (BCCC、 2016 年 4 月 設 立 )、国 内 外 為 替 の 一 元 化

検 討 に 関 す る コ ン ソ ー シ ア ム (2016 年 10 月 設 立 )な ど 乱 立 し て い る 。  
1 2 4  「 ビ サ ン チ ン 将 軍 問 題 」 と も 呼 ば れ 、 相 互 に 通 信 し あ う ネ ッ ト ワ ー ク に お い て

偽 の 情 報 を 伝 達 す る 者 が い る 可 能 性 が あ る 場 合 、 正 し い 合 意 を 形 成 で き る か を 問 う

分 散 シ ス テ ム 上 の 信 頼 性 に 関 わ る 問 題 で あ る 。 偽 情 報 を 伝 え る 者 が n 人 の と き 、 真

実 を 伝 え る 者 が 2n+1 人 以 上 で あ れ ば 解 決 さ れ る 。 な お 、 ビ サ ン チ ン 将 軍 問 題 を 解

決 し 、 P2P ネ ッ ト ワ ー ク が 正 常 に 稼 働 す る シ ス テ ム は 、 ビ サ ン チ ン ・ フ ォ ー ル ト ・

ト レ ラ ン ス 性 (Byzantine  Faul t  To le rance )を 持 つ と 言 わ れ る 。  
1 2 5  通 信 ネ ッ ト ワ ー ク で は コ ン ピ ュ ー タ や 通 信 機 器 な ど 、 通 信 の 主 体 と な る 個 々 の

機 器 の こ と を ノ ー ド と い う 。  
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過とともにその時点の合意が覆る確率が 0 へ収束するプロトコル 1 2 6、

又はその実装をブロックチェーンと呼ぶ。  

( i i )電子署名とハッシュポインタ 1 2 7を使用し改竄検出が容易なデータ

構造を持ち、且つ、当該データをネットワーク上に分散する多数のノー

ドに保持させることで、高可用性及びデータ同一性等を実現する技術を

広義のブロックチェーンと呼ぶ。  

( i i )の広義の DLT の定義は、ブロックの連鎖構造、CA の種々の課題を

解決することやスマートコントラクト 1 2 8等新たな用途での使用を目標

に様々な DLT の開発が現在進行形で進められており、それらに対応する

ための定義であると述べられている。  

DLT については、原初の仮想通貨であるビットコインに使用されたも

のが「ブロックチェーン 1.0」と呼ばれるのに対し、ビットコインの DL

T の一部を改変し新たな仮想通貨等に使用されているものは「ブロック

チェーン 1.5」 1 2 9と呼ばれ、更に様々な付加技術 1 3 0を施し開発された

DLT が「ブロックチェーン 2.0」と呼ばれる。  

DLT の応用として、 DAO 1 3 1(Distributed Autonomous Organizatio

n)や DAC 1 3 2(Distr ibuted Autonomous Corporat ion)という分散型組

織・非支配構造型組織への試みがなされている。例えば DLT 上で資産取

                                                
1 2 6  ネ ッ ト ワ ー ク で 通 信 を 行 う た め の 手 順 や 約 束 事 の こ と を 指 す 。  
1 2 7  プ ロ グ ラ ミ ン グ 言 語 に お い て 、 あ る 変 数 の 内 容 が 格 納 さ れ て い る 場 所 の 位 置 情

報 を 保 持 す る 変 数 。  
1 2 8  契 約 内 容 を 記 述 し た プ ロ ト コ ル で あ り 、 DLT に 格 納 す る こ と で 契 約 の 自 動 履 行

等 が 行 え る 。  
1 2 9  ビ ッ ト コ イ ン の DLT 上 の 余 白 (デ ー タ の 余 り 部 分 )に 独 自 の 仮 想 通 貨 等 を 発 行 す

る 。  
1 3 0  現 実 の 資 産 と 紐 付 く デ ジ タ ル シ ン ボ ル を DLT 上 で 管 理 し た り 、 ス マ ー ト コ ン ト

ラ ク ト を 格 納 し た り 、 そ の 契 約 の 自 動 化 を 行 う こ と が 可 能 と な る 。  
1 3 1  分 散 型 自 動 化 組 織 。 ス マ ー ト コ ン ト ラ ク ト を 更 に ま と め て 自 動 執 行 で き る よ う

に し た も の 。  
1 3 2  DAO の 会 社 組 織 型 の よ う な も の 。出 資 や 配 当 の 支 払 い 等 を DLT 上 で 自 動 化 し た

も の 。  
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引管理業務を行い、参加者は DLT 上に委託された仕事を遂行し、その対

価として手数料及び CA への貢献に対する報酬を稼得する。 DAO や DA

C といった仕組みは、将来的に特定の業種において、インターネット上

で「法人のようなもの 1 3 3」が設立され、一連の事業活動がインターネ

ット上のみのやり取りで完結する可能性を示唆する。個人や法人の所得

がインターネット上の域内で各者に帰属し、国境のないサイバー空間で

特定の経済が完結する可能性が考えられる。すなわち、第 6 章第 7 節で

後述するスーパータックスヘイブンの誕生を惹起させるものである。  

2  ブロックチェーン・分散型台帳技術の類型  

DLT は管理者の有無又はそのネットワーク参加への承認の必要性に

よって大別できる。特定の管理者がいないものをパブリック型 DLT とい

う。特定の管理者がいる場合には、その管理者が単一の場合はプライベ

ート型 DLT と呼び、複数の管理者がいる場合はコンソーシアム型 DLT

と呼ばれる 1 3 4。  

特定の管理者を置かないパブリック型 DLT では、他の参加者への信頼

を前提としない仕組み、すなわち、自律的に参加者同士で信頼を担保す

る仕組みが必要である 1 3 5。一般的に、この仕組みでは改竄・不正を防

止するためにトランザクションの検証・承認に掛かる時間的・経済的コ

ストが大きくなり、処理可能な取引数に制約を与えている。これら検証・

承認をした者には報酬が支払われ、その報酬を得ることの経済的利益が

改竄・不正を行うことによる経済的利益を上回ることから、改竄・不正

                                                
1 3 3  各 国 の 法 人 の 定 義 に 該 当 し な い 可 能 性 が 高 い た め 、 こ の よ う に 表 現 し て い る 。  
1 3 4  河 合 健 、 早 川 晃 司 「 ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン の 技 術 と 可 能 性 ‐ 特 集  ビ ッ ト コ イ ン な ど

の 仮 想 通 貨 に 関 す る 法 改 正 と 実 務 へ の 影 響 」 Libra:The  Tokyo Bar Associat ion 
journal  17 巻 4 号 (東 京 弁 護 士 会 、 2017 年 4 月 )、 18 頁 。  

1 3 5  こ れ を CA に よ っ て 実 現 す る 。  



48 
 

ためのインセンティブが薄まり、自律的な運用が可能となる。また、パ

ブリック型 DLT のネットワークには誰でも参加でき、 DLT の閲覧に制

限はない。通常パブリック型 DLT は最も長いチェーン (最もブロックが

連鎖しているチェーン )を正当なものと判断する。例えば、ビットコイン

では、特定の P2P ネットワーク 1 3 6で運用されるが、特定の管理者を要

せず、各 P2P ネットワーク参加者が分担してシステムの機能を維持して

いる。ビットコインの DLT には全世界におけるビットコインの全てのト

ランザクションが記録されている。  

他方、管理者を置くプライベート型及びコンソーシアム型 DLT では、

管理者が信頼に足ればよい。そのため、正式なトランザクションの検証・

承認に要するコストが抑えられ、処理数の増大に繋がる。また、プライ

ベート型及びコンソーシアム型 DLT では、ネットワークに参加するため

に管理者の承認を経ることや、 DLT の閲覧制限が可能である。  

いずれの DLT を使用しているかは仮想通貨等によって異なるが、その

仮想通貨等の P2P ネットワークに参加する者はその仮想通貨等で用い

られている DLT の仕組みにあらかじめ合意していると考えられる。  

資金決済法の仮想通貨の定義にある「不特定の者」は、パブリック型

DLT を用いる仮想通貨等のみが該当するように規定されているように

も解せるが、コンソーシアム型やプライベート型 DLT のように P2P ネ

ットワークへの参加者が特定されている場合でも、取引の相手方がその

外部の不特定の者であれば定義に該当する可能性があるため、DLT の類

型のみで資金決済法の規定する仮想通貨の該当性を論じることは困難で

ある。  

                                                
1 3 6  こ の よ う な 特 定 の 仮 想 通 貨 等 の P2P ネ ッ ト ワ ー ク を プ ラ ッ ト フ ォ ー ム と 呼 ぶ こ

と が あ る 。 ア ル ト コ イ ン で は プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 名 と 通 貨 単 位 を 別 々 の 呼 称 に す る こ

と も 多 い が 、 ビ ッ ト コ イ ン の 場 合 は 同 一 で あ る の で 混 同 さ れ や す い 。  
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第２節  コンセンサス・アルゴリズムの主な類型  
CA とは、正式なトランザクションの承認を得るための分散型合意形

成の仕組みである。DLT では、新規ブロックを誰もが自由に生成できる

とすると、容易に改竄されるおそれがあるため、新規ブロックの生成に

対して CA によって何らかの制約を与えている。 DLT と同様に、 CA に

よって、所得税の課税要件や所得区分に影響を与える可能性があるため、

この検討も必要条件である。主要な CA は以下であるが、CA は多種多様

であり、現在も新たな CA の開発が進んでいる。本説では特徴的かつ所

得税法との関係で重要性を有すると考えられる CA について論ずる。  

1  プルーフ・オブ・ワーク  

PoW は、Satoshi Nakamoto が提唱した P2P ネットワーク上でのトラ

ンザクションの合意形成を可能にした CA の一種である。原初の仮想通

貨であるビットコインで採用されている CA であり、他の CA も基本的

に PoW の課題を解決するために派生・発展しているので、 PoW を理解

することは特に重要である。  

PoW では、CPU 1 3 7の計算量 (演算能力 )にある種の承認権 1 3 8を付与す

ることによって改竄の問題を解決している。あえて膨大な計算量を要す

る難易度の高い問題を提示し、その問題を計算させ、最初に解いた者に

承認権が与られる。ある者が PoW によってトランザクションの承認を

することを金の採掘 (mining)に準えて一般に「マイニング」と呼び、マ

イニングをする主体を「マイナー」と呼ぶ。  

マイナーは、 DLT の末尾に追加させる新規ブロックの作成を試みる。

                                                
1 3 7  コ ン ピ ュ ー タ の 制 御 や 演 算 や 情 報 転 送 を つ か さ ど る 中 枢 部 分 の こ と い う 。  
1 3 8  あ る ト ラ ン ザ ク シ ョ ン が 正 式 な ト ラ ン ザ ク シ ョ ン で あ る と 証 明 し 、 新 規 ブ ロ ッ

ク を 追 加 す る 権 限 の こ と い う 。  
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マイナーが作成中のブロックには、ブロックに未格納の複数のトランザ

クション 1 3 9のデータと、現在の DLT の末尾のブロックの一部のハッシ

ュ値を格納する。そして、作成中のブロック内の「 nonce(一度きりの値 )」

を変化させながら二重のハッシュ関数を適用し、新たなハッシュ値を求

める。この新たなハッシュ値が特定の P2P ネットワーク内で「あらかじ

め合意された値 (ターゲット )」以下になればマイニングの成功であり、

合意されている値以下にならなければ、適合する値が得られるまで non

ce を変化させ、計算を繰り返す 1 4 0。  

マイニングに成功すると、そのブロックが DLT の末尾に追加されるべ

きものとして、新しいブロックのデータを P2P ネットワークに提供する。

他のマイナーは、提供されたブロックが正しいか否かを検証し、正しけ

れば、新しいブロックとして DLT の末尾に追加される。このような仕組

みで不正な複製や二重支払がないことを確認し、適切にコインが移転し

ているかを検証する。  

適切な nonce を求めることの難易度は、ターゲット次第であるが、一

定の演算能力が求められるようターゲットは適時変化する。マイニング

に成功したマイナーの nonce 値が適切であるか否かの検証は 1 回ハッシ

ュ値を計算すればよいだけであり、検証作業にはほとんどコストが掛か

らない。すべてのトランザクションはマイナーによる承認を経て初めて

正式なトランザクションとなる。  

あるトランザクションについて、承認の回数をより経ているほどその

トランザクションの正当性は高まる。つまり、自身のトランザクション

                                                
1 3 9  未 格 納 の ト ラ ン ザ ク シ ョ ン は 、 マ イ ナ ー の 承 認 を 経 る ま で ト ラ ン ザ ク シ ョ ン プ

ー ル と 呼 ば れ る 貯 蔵 庫 に 一 旦 置 か れ る 。  
1 4 0  こ の 適 切 な nonce 探 し は い わ ば く じ 引 き の よ う な も の で あ り 、 マ イ ニ ン グ 報 酬

の 一 時 所 得 該 当 性 を 検 討 す る 余 地 が あ る 。  
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が格納されたブロックの後ろに多くのブロックが連なるほど、事実上改

竄されるおそれが低減し、そのトランザクションは確実なものとなる

1 4 1。  

マイニングに成功したマイナーには報酬が与えられる。この報酬には

2 種類ある。 1 つは新たに発行される仮想通貨等を取得することによる

報酬 1 4 2であり、もう一つは取引手数料としての報酬である。前者は、

ブロックに格納する先頭のトランザクションを、自分の公開鍵に宛てた

送金 (新規発行 )とすることにより得られるが、すぐには使用できず、一

定のブロックが生成された後に使用が可能となる 1 4 3。後者の報酬は、

トランザクションの送金者が取引手数料として上乗せしたものである

1 4 4。  

PoW を採用する仮想通貨等において、流通するコインは基本的にすべ

てマイニングによって発行 (発掘 )されたものである。多くの仮想通貨等

は発行上限があらかじめ合意されており、その全てがマイニングされた

後は取引手数料のみがマイニング報酬となる。通常、マイニングの報酬

として得られる新規発行の仮想通貨等には半減期が設けられている。  

このような一連の合意形成の仕組みを PoW という。この仕組みによ

って悪意を持って改竄することを防止している。つまり、あるブロック

を改竄しようとすると、その後に行われた全てのトランザクションを含

                                                
1 4 1  確 率 的 に 、 事 実 上 確 定 す る の で あ っ て 、 確 実 に マ イ ナ ー に 帰 属 す る と 言 え る か

は 微 妙 で あ り 、 マ イ ニ ン グ 報 酬 の 所 得 の 認 識 時 期 に つ い て 、 検 討 を 要 す る 。 こ の 問

題 の こ と を 「 フ ァ イ ナ リ テ ィ 問 題 」 と い う 。 フ ァ イ ナ リ テ ィ と は 、 ト ラ ン ザ ク シ ョ

ン の 完 了 の タ イ ミ ン グ の こ と で あ る 。  
1 4 2  仮 想 通 貨 等 を 通 貨 等 と 捉 え た 場 合 、 こ の 報 酬 は 通 貨 発 行 益 (シ ニ ョ レ ッ ジ 、 se ig
niorage )と 解 す る こ と に な る 。 PoW で は 誰 で も マ イ ニ ン グ に 参 加 で き る こ と か ら 、

参 加 者 全 員 に 通 貨 発 行 益 を 獲 得 す る 機 会 が 与 え ら れ て い る 。  
1 4 3  こ の 点 か ら も 、 マ イ ニ ン グ に 成 功 し た 時 点 と 実 際 に 使 用 可 能 と な っ た 時 点 の い

ず れ の 時 期 に 所 得 を 認 識 す べ き か に つ い て 検 討 を 要 す る 。  
1 4 4  送 金 者 は 取 引 手 数 料 を 大 き く す る こ と で 、 ト ラ ン ザ ク シ ョ ン プ ー ル か ら 自 身 の

ト ラ ン ザ ク シ ョ ン を 優 先 的 に マ イ ナ ー に 承 認 さ せ る イ ン セ ン テ ィ ブ を 与 え る こ と が

で き る 。  
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むブロックを全て計算し直さなくてはならない。そのためには、他の D

LT 参加者 1 4 5全体の演算能力を上回る速度で DLT を書き換え続ける必

要があり、参加者全体の過半数の演算能力 1 4 6がない限り改竄は事実上

困難である 1 4 7。  

 PoW を採用する代表的な仮想通貨はビットコインである。ビットコイ

ンではマイニングの難易度、すなわち新たな承認に掛かる時間を 10 分

程度要するようにターゲットが設定されている。通常、自身のトランザ

クションが 6 回の承認を経ればそのトランザクションは確かなものとな

ると言われる 1 4 8。  

また、ビットコインにおいて、マイニング報酬として得た新規発行の

コインをトランザクションに使うことができるのは、自身のブロック生

成後に 100 ブロックが生成された後である。ビットコインの発行上限は

約 2,100 万単位であり、新規発行のマイニング報酬は約 4 年ごとに半分

になることが合意されている。  

2  プルーフ・オブ・ステーク  

プルーフ・オブ・ステーク (Proof of  Stake、以下、「 PoS」という。 )

は、PoW の代替システムにあたる CA である。PoS は、コインの保有量

及び保有期間に応じて、ブロックを承認する成功率を高める仕組みであ

る 1 4 9。PoW におけるマイニングに該当する言葉は、PoS では「鋳造 (m

inting 又は forge)」という。コイン保有量に保有期間を乗じたものを「 C

                                                
1 4 5  当 該 仮 想 通 貨 等 の P2P ネ ッ ト ワ ー ク に 参 加 を し て い て も 、 マ イ ニ ン グ に は 参 加

し て い な い 者 も い る た め 、 こ こ で は 「 DLT 参 加 者 」 と し た 。  
1 4 6  過 半 数 の 計 算 能 力 に よ っ て 改 竄 し 得 る 問 題 の こ と を 「 51％ 問 題 」 と い う 。  
1 4 7  ビ ッ ト コ イ ン は 運 用 さ れ て 以 来 、 2018 年 現 在 ま で 一 度 も 改 竄 さ れ て い な い 。  
1 4 8  具 体 的 な 改 竄 の 確 率 に つ い て は 、 以 下 を 参 照 。 Satosh i  Nakamo to (2008)“ Bi tc
o in :  A Pee r- to -Pee r  Elec tro ni c  Cash Sys tem”  pp6－ 8.  
1 4 9  PoS は 、 承 認 の 成 功 率 を 高 め る た め に は コ イ ン を 多 く 入 手 し な け れ ば な ら ず 、

ま た 、 入 手 後 に 改 竄 す る と 自 身 の 保 有 す る コ イ ン の 価 値 を 損 ね る た め 、 改 竄 の イ ン

セ ン テ ィ ブ が 弱 く 、 51%問 題 に 対 し て 効 果 的 で あ る と さ れ る 。  
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oin Age」と呼び、「 Coin Age」が大きいほど、計算する範囲が小さくな

るよう設計されており、結果として鋳造の成功率が高まる。  

したがって、 PoS では高い演算能力を持つ CPU を必要とせず、設備

費用や電気代を PoW に比べて抑えられる特徴を有する。PoS では Coin 

Age に承認権を付与していると言うことができ、この点において演算能

力に承認権を付与する PoW と異なる。  

PoS を初めて採用したのは Peercoin 1 5 0というアルトコインである。

実際には、 PoS における鋳造報酬に関するアルゴリズムはアルトコイン

によって異なる。例えば Ether 1 5 1は鋳造報酬を一定とすることを予定し

ているが、Alohacoin 1 5 2等のアルトコインは PoS や PoS と PoW の組み

合わせを採用しており、ブロック数の経過に応じて報酬額が減額されて

いく仕組みになっている。また、 Reddcoin 1 5 3は、時間経過によってコ

インの持分評価を下げるアルゴリズムにすることで、単に所有だけでな

くそのコインの使用も評価対象となる仕組みになっている 1 5 4。  

3  デリゲート・プルーフ・オブ・ステーク  

PoS の亜種として、デリゲート・プルーフ・オブ・ステーク (Delegat

e Proof  of  Stake、以下「 DPoS」という。 )がある。 DPoS では、仮想

通貨等の保有者が保有量に応じた投票権で取引の承認者を決定する、い

わば間接民主制を採る CA である。参加者が誰でも承認権を得ることが

                                                
1 5 0  Peerco in の ホ ワ イ ト ペ ー パ ー は 以 下 の URL を 参 照 。(h t tps : / /pee rco in .net /asse
ts /pape r /peerco in-pape r- jp .pdf )  
1 5 1  Ether は Ethere um(ス マ ー ト コ ン ト ラ ク ト・分 散 型 ア プ リ ケ ー シ ョ ン (Dapps)の
構 築 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム )で 使 用 さ れ る 暗 号 通 貨 の こ と 。 Ethe reum は 参 加 者 が 誰 で も

自 由 に ス マ ー ト コ ン ト ラ ク ト の 記 述・実 行 が で き 、チ ュ ー リ ン グ 完 全 (あ ら ゆ る プ ロ

グ ラ ム を 記 述 可 能 )な プ ロ グ ラ ミ ン グ 言 語 Sol id i ty で 記 述 さ れ て い る 。  
1 5 2  Alohaco in の ホ ワ イ ト ペ ー パ ー は 以 下 の URL を 参 照 。 (h ttps : / / do cs .wixs ta t i c . c
om/ugd /31e d3a_ a39b351a429d453f835c9a fb1ae378ee .pd f )  
1 5 3  Reddco in の ホ ワ イ ト ペ ー パ ー は 以 下 の URL を 参 照 。 (h t tps : / /www.reddco in . co
m/pape rs /Po SV.pd f )  
1 5 4  こ の よ う な 仕 組 み は Proof  o f  Stake  Ve lo c i ty と 呼 ば れ る 。  

https://peercoin.net/assets/paper/peercoin-paper-jp.pdf
https://peercoin.net/assets/paper/peercoin-paper-jp.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/31ed3a_a39b351a429d453f835c9afb1ae378ee.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/31ed3a_a39b351a429d453f835c9afb1ae378ee.pdf
https://www.reddcoin.com/papers/PoSV.pdf
https://www.reddcoin.com/papers/PoSV.pdf
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できる PoW や PoS に対し、 DPoS はトランザクションの承認を特定の

管理者に委ねる点で大きく異なる。プライベート型 DLT では、取引の承

認者を特定の管理者が選択するが、 DPoS では不特定多数の者が投票行

為によって管理者を決定する点が異なる。  

DPoS を最初に採用したアルトコインは BitShares 1 5 5であり、 Bitco i

n のマイニングにあたる行為を表す語は、ウィットネス (witness)と呼ば

れる。同様に DPoS を採用する Lisk 1 5 6というアルトコインがある。 Bi

tshares と Lisk の DPoS も全く同じものではなく、 Bitshares ではウィ

ットネスの報酬は取引手数料のみであるのに対し、Lisk では新規発行益

も得られる。これらの違いは、そのアルトコインに発行上限を設けてい

るか否かに依存している。  

4  プルーフ・オブ・インポータンス  

プルーフ・オブ・インポータンス (Proof  of  Importance、以下「 PoI」

という。)は、そのネットワーク内の経済活動への貢献度を重要視する C

A である。 PoI は NEM 1 5 7で使用することを目的として開発された CA

である。 NEM(New Economy Movement)は金銭的な自由、平等、連帯

感の原則に基づき、新しい経済圏の創出を目標としてはじまったプロジ

ェクトであるため、 PoI を採用している。  

PoW や PoS が究極的には、より多くのコストを掛けることのできる

者が承認の成功率が上がっていくのに対し、 PoI はコインの保有量だけ

ではなく NEM での取引額や、取引数等も承認の成功率に左右する。す

                                                
1 5 5  現 在 ホ ワ イ ト ペ ー パ ー は 削 除 さ れ て い る 。  
1 5 6  ホ ワ イ ト ペ ー パ ー は な い が 、 詳 し く は 以 下 の URL で 参 照 で き る 。 (ht tps : / / l i sk .
io /do cumentat ion )  
1 5 7  我 が 国 で は 、 2018 年 1 月 26 日 に み な し 仮 想 通 貨 交 換 業 者 が 適 切 な セ キ ュ リ テ

ィ を 施 し て い な か っ た こ と か ら 約 580 億 円 分 の 仮 想 通 貨 流 出 事 件 が 発 生 し た 。な お 、

ホ ワ イ ト ペ ー パ ー は 以 下 の URL を 参 照 。  
(h ttps : / /nem. io /wp-content / themes /nem/ f i le s /NEM_ te chRef .pdf )  

https://lisk.io/documentation
https://lisk.io/documentation
https://nem.io/wp-content/themes/nem/files/NEM_techRef.pdf
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なわち、 NEM のネットワークにより貢献した者が承認の成功率が高く

なるよう設計されており、貢献した者は平等に XEM 1 5 8を獲得する機会

を得る点で 1 5 9、演算能力に承認権を付与している PoW や保有量に承認

権を付与している PoS と決定的に異なる。  

具体的には、ネットワーク参加者にネットワークへの貢献度を表す I

mportance というスコアが与えられ、そのスコアが高いほど承認の成功

率が高まる。 PoW においてマイニングに相当する語は、 PoI では「 Her

vesting(ハーベスティング )、収穫 1 6 0」という。収穫をするためには、V

ested 1 6 1された XEM が 10,000 単位以上必要であり、収穫の報酬は取引

手数料のみである。  

5  プルーフ・オブ・バーン  

プルーフ・オブ・バーン (Proof  of  Burn、以下「 PoB」という。 )は、 

新たなアルトコインを取得するために、既存の他の仮想通貨等を送金さ

せ、既存の仮想通貨等はその後使用不可能とする仕組みである。すなわ

ち、送金者は保有している既存の仮想通貨等を焼却 (Burn)したことを証

明する取引記録を作成することによって、同額の価値を有する新たなア

ルトコインを取得する。  

PoW がマイニングによる新規発行のトランザクションを記録するこ

とで、新たに一定単位のコインを供給するのに対し、PoB は、焼却のト

ランザクションを記録することで新たなコインを供給する点で異なる。  

PoW や PoS が初期段階から仮想通貨等を保有している者が有利に権

                                                
1 5 8  NEM に お け る 仮 想 通 貨 等 の 単 位 の こ と 。  
1 5 9  NEM の 詳 し い 算 式 に つ い て は 以 下 の URL を 参 照 。  
(h ttps : / /www.nem. i o /wp-co nte nt / theme s /nem/f i les /NEM_te chRe f .pd f )  
1 6 0  収 穫 に は 、 ロ ー カ ル ハ ー ベ ス テ ィ ン グ と デ リ ゲ ー ト ハ ー ベ ス テ ィ ン グ の 二 種 類

が あ る 。 税 法 に 関 す る 論 文 で あ る 本 論 文 で は こ れ ら の 差 異 に ま で 踏 み 込 ま な い こ と

と す る 。  
1 6 1  取 得 し た XEM を 、 一 定 期 間 保 有 す る と 一 定 割 合 で Vested さ れ る 。  

https://www.nem.io/wp-content/themes/nem/files/NEM_techRef.pdf
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限を行使し得るのに対し、PoB は先行者利益を排し、焼却量に応じて平

等に新たなアルトコインを発行する点が特徴である。  

PoB は、ビットコイン 2.0 プロジェクトで生まれた CA であり、Coun

terparty 1 6 2上の XCP 1 6 3というアルトコインで初めて実装された 1 6 4。

独自の DLT を持たず、ビットコインの DLT 上にあるアルトコインであ

り、XCP を更に Burn することで、独自のアルトコインも発行可能であ

る。  

6  プラクティカル・ビサンチン・フォールト・トレランス  

プラクティカル・ビサンチン・フォールト・トレランス (Practical By

zantine Fault Tolerance、以下「 PBFT」という。)は、ビサンチン将軍

問題を解決する性質 (BFT)を有する CA の 1 つである。  

PBFT では、複数の承認可能な参加者 (Validating Peer、以下「 VP」

という。 )の中から特定の者をリーダーとし、非承認参加者 (Non-Valida

ting Peer、以下「 NVP」という。 )からのトランザクションをリーダー

のみが受け取る。リーダーは他の VP にトランザクションを転送し、転

送された者は、改竄・不正がないことを確認し、確認結果を自分以外の

各 VP に伝える。各 VP は一定の VP からトランザクションが正式なもの

であるとの結果を受け取ると「トランザクションは正式なもの」と判断

し、その旨を自分以外の各 VP へ伝える。各 VP が一定の台数から「ト

ランザクションが正式なもの」という結果を受け取ってはじめてトラン

                                                
1 6 2  Counte rparty は ビ ッ ト コ イ ン の DTL 上 に 構 成 さ れ た プ ラ ッ ト フ ォ ー ム の 1 つ 。

詳 細 は 以 下 の URL を 参 照 。 (h ttps : / / co unte rparty. io /p la t fo rm/ )  
1 6 3  詳 細 は 以 下 の URL を 参 照 。 (h ttps : / / co unte rparty. io /news/why-proo f -o f -burn / )  
1 6 4  「 1CounterpartyXXXXXXXXXXXXXXXUWLpVr」と い う ビ ッ ト コ イ ン ア ド レ ス

に ビ ッ ト コ イ ン を 送 る と 、送 っ た 額 に 応 じ て XCP を 取 得 で き る 。こ の ア ド レ ス の 秘

密 鍵 は 誰 も 知 ら な い た め 、 送 ら れ た ビ ッ ト コ イ ン は 事 実 上 使 用 不 可 能 な ビ ッ ト コ イ

ン と な る 。こ の ア ド レ ス に 対 す る 送 金 は 以 下 の URL で 誰 で も 確 認 す る こ と が で き る 。

(h ttps : / /b lo ckchain . in fo /address /1Counte rpartyXXXXXXXXXXXXXXXUWLpVr)  

https://counterparty.io/platform/
https://counterparty.io/news/why-proof-of-burn/
https://blockchain.info/address/1CounterpartyXXXXXXXXXXXXXXXUWLpVr
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ザクションの処理が実行される。そして、実行の結果が DLT に反映され

次第その旨が NVP へ伝えられ、NPV は一定の台数から DLT への反映が

終了したことを伝えられると「トランザクションが完了した」とみなす。  

複数の参 加者 によ って トランザクションの検証作業が行われるとい

う点では PoW や PoS と同様であるが、 PBFT では特定の者がリーダー

となる点、作業に対する報酬がない点、ファイナリティ問題 1 6 5が解決

されている点、無駄な検証作業がない点が異なる。これらの特徴から、

高速な処理が可能となるが、信頼に足る特定のリーダーや VP が必要で

あるため、パブリック型 DLT には不向きであるとされる。したがって、

PBFT は主にコンソーシアム型 DLT に使用される。  

以上、主要な CA について述べたが、本論文においては、マイニング

等の行為によって、仮想通貨等のコインが新規発行されることにより得

られる当該コインの市場価格部分の収入を「新規発行益」、取引手数料と

して得られる収入を「取引承認益」と呼び、これら 2 つを合わせて、「保

証作業 1 6 6に対する役務提供の対価」ということにする。  

第３節  仮想通貨等の保管と帰属  
仮想通貨等は、ウォレットと呼ばれる「財布」に記録として存在して

いる。当該ウォレットには、具体的・物理的なコインが存在するわけで

はなく、当該仮想通貨等の収支の記録が残高として記されているのみで

ある。すなわち、ウォレットには具体的な資産としての「コイン」があ

るのではなく、いわば「帳簿記録」があるに過ぎない 1 6 7。技術的観点

                                                
1 6 5  PoW 等 が フ ァ イ ナ リ テ ィ が 未 確 定 (ブ ロ ッ ク の 追 加 に よ っ て 確 率 論 的 に 事 実 上

確 定 し て い く )で あ る の に 対 し 、 PBFT は フ ァ イ ナ リ テ ィ が 明 確 で あ る 。  
1 6 6  論 者 に よ っ て 「 作 業 保 証 」 と 呼 ぶ こ と も あ る 。  
1 6 7  こ の 点 、 資 金 決 済 法 で 「 仮 想 通 貨 」 と い う 名 称 で 定 義 さ れ る 以 前 に 、 検 討 さ れ

て い た 「 価 値 記 録 」 と い う 呼 称 の 方 が 実 態 に 則 し て い る と い え る し 、 技 術 進 歩 及 び

国 際 的 潮 流 を 考 慮 す れ ば 「 暗 号 資 産 」 と い う 呼 称 の 方 が 適 切 で あ る 。  
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からは、基本的に仮想通貨等のコインのデータはすべて DLT 上で共有さ

れて保存されており、ウォレットは自身の保有する仮想通貨等のコイン

を操作する秘密鍵を保存する機能を有している。  

1  ホットウォレットとコールドウォレット  

種々のウ ォレ ット はイ ンターネットに接続されているか否かで大別

できる。  

インタ ー ネ ッ ト に 接 続 さ れた (オ ンラ イン )状 態にあ るウ ォレッ ト を

「ホットウォレット 1 6 8」(hot wallet)と呼ぶ。この方法は、オンライン

であるためハッキングされるリスクを有する。  

一方で、インターネットに接続していない (オフライン )状態にあるウ

ォレットを「コールドウォレット 1 6 9」 (cold wallet)と呼ぶ。この方法

は、ホットウォレットに比べ、インターネットを介したハッキングのリ

スクを回避することができるとされる。  

2  WEBウォレット  

WEB ウォレットでは、仮想通貨等の情報を WEB 上で管理する。 WE

B ブラウザでアクセスでき、 PC やスマートホン等のデバイスで容易に

利用できる。通常、利用者が WEB サイト運営者に対し当該 WEB サイ

トに利用登録することで利用可能となるが、当該 WEB サイトのサーバ

ーがハッキングのリスクや、運営者自体が悪意ある者である場合は、コ

インを失うリスクがある。  

3  ハードウェアウォレット  

                                                
1 6 8  論 者 に よ っ て 「 ホ ッ ト ス ト レ ー ジ 」、「 オ ン ラ イ ン ウ ォ レ ッ ト 」 と 呼 ぶ こ と が あ

る 。  
1 6 9  こ ち ら も 論 者 に よ っ て は 「 コ ー ル ド ス ト レ ー ジ 」、「 オ フ ラ イ ン ウ ォ レ ッ ト 」 と

呼 ぶ こ と が あ る 。  
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ハードウェアウォレットは、USB メモリ等のハードウェアデバイスに

秘密鍵を保存する。インターネットに接続しているデバイスに接続して

いる時はオンラインとなるが、それ以外の時はオフラインとなる。当該

ハードウェアの紛失・故障のリスクやオンライン時にはハッキングのリ

スクも生じる。  

4  ソフトウェアウォレット  

ソフトウェアウォレットでは、自身の管理する PC 等のデバイスに専

用のソフトウェアをインストールして仮想通貨等の管理を行う 1 7 0。PC

等のデバイスがインターネットに接続されているのであれば、当該接続

を介してハッキングのリスクがあるほか、デバイス自体の紛失・故障の

リスクも生じる。  

5  ペーパーウォレット  

ペーパーウォレットは、文字通り紙に秘密鍵等を記録しておく 1 7 1。

紙にコインの使用に必要なアドレスや秘密鍵を記載して管理する。一般

に、ペーパーウォレットは、公開鍵と秘密鍵を符号化する 1 7 2。紙の紛

失のリスクは生じるが、オンライン特有のリスクはないとされる。  

ペーパーウォレットは紙に記録するが、紙すらも使わず、自身の記憶

に頼り管理する方法を「ブレインウォレット」と呼ぶことがある。  

6  仮想通貨等の帰属  

上述のとおり、ウォレットの種類は多岐に渡るが、結局のところ、自

                                                
1 7 0  デ ス ク ト ッ プ PC で 管 理 す る 方 法 を 「 デ ス ク ト ッ プ ウ ォ レ ッ ト 」、 ス マ ー ト ホ ン

な ど の モ バ イ ル 端 末 で ア プ リ を 用 い て 管 理 す る 方 法 を 「 モ バ イ ル ウ ォ レ ッ ト 」 と 呼

ぶ こ と が あ る 。  
1 7 1秘 密 鍵 を 記 し た 紙 が 物 理 的 に 存 在 す る 点 で サ イ バ ー 空 間 に 秘 密 鍵 を 保 存 し て お

く 方 法 と 性 質 が 異 な る 。  
1 7 2  バ ー コ ー ド と base -58 記 法 の 2 通 り の 方 法 で 符 号 化 す る の が 一 般 的 で あ る が 、

自 身 が 管 理 で き る の で あ れ ば 何 で も 良 い 。  
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身が使用できる仮想通貨等の秘密鍵の管理手段に過ぎない。税法との関

係で問題となるのは、仮想通貨等に認められる財産的価値が誰にどのよ

うに帰属するのかという点である。すなわち、公開鍵と秘密鍵を知る者

が当該仮想通貨等を保有するとみなしてよいのか、それらの鍵を紛失し

た場合にその事実をどのように証明できるのか、そもそも DLT に分散さ

れている単なる価値の記録としての「財産的価値」に財産権が認められ

るのかという点である。  

第４節  小括  
本章では、仮想通貨等の技術的バックボーンである DLT や CA、ウォ

レットについて述べたが、これらは税法上の課税要件を検討する上での

基礎的前提として重要である。PoW では、nonce 探しはくじ引きのよう

なものと説明されることから、マイニングによる新規発行益は一時所得

に該当するか否かの検討が必要である。また、PoW ではファイナリティ

問題があり、マイニングに成功したとしても一定期間使用ができないこ

とから、「マイニングに成功した時点」と「実際に使用可能になった時点」

のどちらで所得を認識するのかといった課税時期についての問題が提起

される。また、PoB では、同種資産の交換とも捉えられ、我が国の所得

税法上の課税の繰延べの取扱いとの関係についての問題が提起される。  

分散型ネットワークを用いるパブリック型 DLT の仮想通貨等では、新

規発行益を得る権利が参加者に分散される。歴史上ほとんどの国家にお

いて、通貨発行益は中央銀行や政府に属しているが 1 7 3、我が国の課税

庁のように、仮想通貨等を通貨又は通貨類似の概念 (以下、「通貨等」と

                                                
1 7 3  「 中 央 銀 行 の 利 益 の 大 宗 は 、 通 貨 発 行 益 (銀 行 券 発 行 と 引 換 え に 保 有 す る 金 融 資

産 か ら 生 じ る 利 子 収 入 等 )で あ り 、国 が 中 央 銀 行 に 銀 行 券 の 発 行 権 を 独 占 的 に 与 え た

こ と か ら 反 射 的 に 生 じ る 利 益 で あ る た め 、 国 民 の 財 産 と し て 、 基 本 的 に 国 庫 納 付 さ

れ る 。」金 融 制 度 調 査 会「 日 本 銀 行 法 の 改 正 に 関 す る 答 申 理 由 書 」( 1997 年 2 月 )「 第

六 － 会 計 」 を 参 照 。  
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いう。)と捉えた場合、一部の仮想通貨等では、当該通貨発行益が民間の

主体である個人等に帰属することになる 1 7 4。すなわち、仮想通貨等を

通貨に準じるものとして捉えている現行の課税上の取扱いをする場合、

個人等に帰属し得るようになった通貨発行益という所得に対して、我が

国の所得税法は所得税法の歴史上初めて向き合うこととなる。通貨発行

益という所得は、これまで所得税法上観念されてきた所得と明らかに異

質なものであり、既存の所得税法の枠組みの中で今まで個人に帰属しな

かった性質の通貨発行益を取扱うことができるか否かには慎重かつ十分

な検討を要する。  

仮想通貨等と税法との関係を論じる上で、技術的バックボーンは必要

条件であり基礎的前提であるが、これだけでは足りない。次章では、仮

想通貨等を課税上どのように捉えるべきかの基礎的前提として、仮想通

貨等についての私法上の性質及び経済的性質を考察する。  

  

                                                
1 7 4  伝 統 的 に 国 家 ・ 政 府 に 帰 属 し て い た 通 貨 発 行 益 は 「 権 益 」 と し て の 性 質 が 強 い

の に 対 し 、 仮 想 通 貨 等 に よ る 通 貨 発 行 益 は 純 粋 に 発 行 時 の 額 面 の 発 行 額 が 利 益 と な

る 点 で 異 な る 。  
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第４章 仮想通貨等の性質  
 本章では、前章で論じた仮想通貨等に関する基礎的前提を踏まえ、ま

ず我が国における私法上の性質を検討する。次に、仮想通貨等の経済的

性質の観点から仮想通貨等が個人課税課情報第 4 号及び仮想通貨関係 F

AQ でいうような通貨に準ずるものとして取扱われていることの妥当性

や、そもそも多様な仮想通貨等を一律に規律できるのかについて考察す

る。また、 ICO によって発行されるトークンの多様性を指摘し、 ICO 及

びトークンに関する税法上の問題点を指摘する。  

第１節  仮想通貨等の法的性質  
仮想通貨等の法的な性質は、我が国の仮想通貨の定義が既存概念でな

い「財産的価値」という表現を用いていることからも、新たに検討する

必要がある。現実として仮想通貨等は売買取引等の対象となっているの

であり、財産的価値を有することは明らかであるから、財産権は結論と

しては認められるべきである。結局のところ、どのようなアプローチに

よって、従来の法の枠組みの中で、あるいは新たな法解釈・法規定とし

て財産権に結びつけるのかが重要である。  

仮想通貨 等に 関す る私 法的性質を説明するアプローチとして少なく

とも以下の 5 つが考えられる 1 7 5。  

                                                
1 7 5  本 説 で は 以 下 を 参 考 に し た 。 片 岡 義 広 「 仮 想 通 貨 の 私 法 的 性 質 の 論 点 」 Libra :T
he  To kyo  Bar Asso cia t ion  jo urnal  17 巻 、4 号 (東 京 弁 護 士 会 、2017 年 4 月 )、12-
17 頁 。森 田 宏 樹「 仮 想 通 貨 の 私 法 上 の 性 質 に つ い て 」金 融 法 務 事 情 66 巻 、15 号 (金
融 財 政 事 情 研 究 会 、2018 年 8 月 )、14-23 頁 。後 藤 出 ＝ 渡 邉 真 澄「 仮 想 通 貨 の 法 的 性

質 を 探 る (第 2 回 )ビ ッ ト コ イ ン の 私 法 上 の 位 置 づ け (総 論 )」 ビ ジ ネ ス 法 務 18 巻 、 2
号 (中 央 経 済 社 、 2018 年 2 月 )、 113-117 頁 。 後 藤 出 ＝ 渡 邉 真 澄 「 仮 想 通 貨 の 法 的 性

質 を 探 る (最 終 回 )ビ ッ ト コ イ ン の 私 法 上 の 位 置 づ け (各 論 )」 ビ ジ ネ ス 法 務 18 巻 、 4
号 (中 央 経 済 社 、 2018 年 4 月 )、 103-107 頁 。 末 廣 裕 亮 「 FinTe ch 深 化 に 向 け た 制 度

の デ ザ イ ン  :  新 し い 金 融 パ ラ ダ イ ム 実 現 の た め に (第 3 回 )仮 想 通 貨 の 私 法 上 の 取 扱

い に つ い て 」 NBL 1090 号 (商 事 法 務 、 2017 年 1 月 )、 67-73 頁 。 末 廣 裕 亮 「 仮 想 通

貨  :  私 法 上 の 取 扱 い に つ い て 」ビ ジ ネ ス 法 務 16 巻 、12 号 (中 央 経 済 社 、2016 年 12
月 )、 73 -77 頁 。  
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1  物権アプローチとその問題点  

このアプローチは、仮想通貨等に民法上の物権を認めようとする考え

方である。仮想通貨等に財産的価値があり、利用者が財産権類似の権限

を有すると一般に認められるのであれば、物権を認めるべきとの主張で

ある。  

しかし、民法上、「物権は、この法律その他の法律に定めるもののほ

か、創設することができない。」と物権法定主義 (民法第 175 条 )が採られ

ており、仮想通貨等は法律によって物権及び権利の発生・変更 (移転 )・

消滅といった物権変動が規律されていないので、現行法の下では、仮想

通貨等に物権を認めようとすると、係る物権法定主義に反することとな

る。また、仮想通貨等の多様性から一様に物権変動を規律することは困

難であり、解釈論によって物権を認めようにも限界が生じる。  

民法では、「物権」の客体は「物」であり、所有権 (民法第 206 条 )の対

象は有体物 (民法第 85 条 )と限定されている。無体物である仮想通貨等を

所有権の客体 1 7 6と解することは、伝統的な民法上の解釈と整合的では

ない。  

(株 )Mt.Gox の破産に関する裁判例である東京地判平成 27 年 8 月 5 日

 (事件番号平成 26 年 (ワ )第 33320 号 )では、「有体物とは、液体、気体及

び固体といった空間の一部を占めるものを意味」するもので、「ビットコ

インには空間の一部を占めるものという有体性がないことは明らかであ

る」と判示しており、ビットコインをはじめとした仮想通貨等を有体物

と解さない見解を示した 1 7 7。  

                                                
1 7 6  所 有 権 の 客 体 と し て の 要 件 と し て 、 ① 有 体 性 、 ② 支 配 可 能 性 、 ③ 非 人 格 性 、 ④

独 立 性 ・ 単 一 性 ・ 特 定 性 が 挙 げ ら れ る 。 河 上 正 二 『 民 法 総 則 講 義 』 (日 本 評 論 社 、 2
007 年 )、 204－ 206 頁 。  
1 7 7  「 有 形 的 存 在 で な く と も 、 法 律 上 の 排 他 的 支 配 の 可 能 性 が あ れ ば 有 体 物 と 解 す

べ き 」と す る 学 説 も あ る 。我 妻 栄『 新 訂 民 法 総 則 ＜ 民 法 講 義 I＞ 』 (岩 波 書 店 、 1965
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さらに、同判決では、「ビットコインの仕組み、それに基づく特定の

ビットコインアドレスを作成し、その秘密鍵を管理する者が当該アドレ

スにおいてビットコインの残量を有していることの意味に照らせば、ビ

ットコインアドレスの秘密鍵の管理者が、当該アドレスにおいて当該残

量のビットコインを排他的に支配しているとは認められない」とし、排

他的支配可能性を明確に否定している。  

また、同判決は「特定の参加者が作成し、管理するビットコインアド

レスにおけるビットコインの有高 (残量 )は、ブロックチェーン上に記録

されている同アドレスと関係するビットコインの全取引を差引計算した

結果算出される数量であり、当該ビットコインアドレスに、有高に相当

するビットコイン自体を表象する電磁的記録は存在しない 1 7 8」と判示

し、ビットコインの移転及びウォレットの仕組みに着眼した上で判断を

下している。  

当該裁判 例や 有体 物に 限定する 伝統的な民法上の物権の考え方に鑑

みると、仮想通貨等に財産権を認めるために、物権アプローチを用いる

ことは困難である。  

2  凖物権アプローチとその問題点  

有体物でなくとも特別法 1 7 9によって物権を認められているものもあ

る。また、無体物に物権的な権利の占有を認めるものもある 1 8 0。この

                                                                                                                                          
年 )、 202 頁 。  
1 7 8  こ の 点 に つ き 「 一 度 参 照 し た 利 用 者 ア ド レ ス 宛 出 力 デ ー タ は 二 度 と 参 照 で き な

い こ と か ら 、 ブ ロ ッ ク チ エ ー ン 上 に 記 録 さ れ て い る 未 参 照 の 利 用 者 ア ド レ ス 宛 出 力

デ ー タ と い う 形 で 、 利 用 者 に と っ て 利 用 可 能 な ビ ッ ト コ イ ン の 有 高 を 表 象 す る 電 磁

的 記 録 を 特 定 す る こ と が で き る の で は な か ろ う か 。」と の 意 見 が あ る 。後 藤 出 、渡 邉

真 澄 「 仮 想 通 貨 の 法 的 性 質 を 探 る (第 2 回 )ビ ッ ト コ イ ン の 私 法 上 の 位 置 づ け (総 論 )」
ビ ジ ネ ス 法 務 18 巻 、 2 号 (中 央 経 済 社 、 2018 年 2 月 )、 117 頁 。  
1 7 9  鉱 業 権 や 漁 業 権 、 採 石 権 な ど 。 条 文 内 に 「 物 権 と み な し 」 と 規 定 さ れ て い る 。  
1 8 0  特 許 権 、 著 作 権 、 商 標 権 な ど の 知 的 財 産 権 が こ れ に あ た る 。 条 文 内 に 「 権 利 を

占 有 」 す る 旨 が 規 定 さ れ て い る 。  
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ような既存の無体物と仮想通貨等との差異は、仮想通貨等の記録が技術

的に分散され、また転々流用性を有する点である。  

準物権が認められる無体物は法律の条文上、その権利が明らかとなる

ように規定され、その権利の発生・変更 (移転 )・消滅についても法律で

規定されている。しかし、現行法では仮想通貨等に関するそのような法

律は存しない。  

立法によって対応するとしても、仮想通貨等は現行法で準物権が認め

られている権利とは性質を異にする。確かに仮想通貨等は実際に売買取

引等の対象となっており、実態として、特定の者が排他的支配をしてい

るとも考えることも可能であるが 1 8 1、パブリック型 DLT を用いる仮想

通貨等では、P2P ネットワークで技術的に分散されている記録に排他的

支配可能性を認めると解することはなじまない。ウォレットアドレスに、

凖物権的権利を認める場合にも、「有高に相当するビットコイン自体を表

象する電磁的記録は存在しない 1 8 2」のであり、解釈上、凖物権を認め

るのはより一層困難である。  

3  債権アプローチとその限界  

このアプローチでは、仮想通貨等の財産権として、「債権」を認めよ

うとするものである。特定の発行者が存在するコンソーシアム型 DLT

やプライベート型 DLT を用いる仮想通貨等の場合には、債権アプローチ

によって、財産権を認めることができると考えられる。  

他方、パブリック型 DLT を用いる仮想通貨等には特定の発行者が存せ

ず、債権の相手方が存在しないことから債権債務関係は無く、このアプ

                                                
1 8 1  フ ァ イ ナ リ テ ィ 問 題 が 存 す る PoW を CA と す る 仮 想 通 貨 等 で は 、 排 他 的 支 配 は

確 率 論 的 に し か 説 明 で き な い の で 、 こ の 解 釈 に よ っ て も や は り 排 他 的 支 配 を 認 め る

こ と は 、 拡 大 解 釈 を 用 い た 「 可 能 性 」 に と ど ま る 。  
1 8 2  前 述 の 東 京 地 判 平 成 27 年 8 月 5 日 (判 例 番 号 LO7030964 )。  
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ローチは仮想通貨等全体を説明できるものではない点で限界がある。  

4  通貨的アプローチとその問題点  

このアプローチは仮想通貨等と法定通貨の類似性から、法定通貨に関

する解釈を借用・拡張して仮想通貨等を捉えようとするアプローチであ

る。  

動産である法定通貨は、原則として、占有することで所有権が占有者

に帰属する 1 8 3。物理的な通貨は、一度他者へ支払えば、物理的な占有

も他者へ移転し、二重支払が生じることはない。このアプローチは、仮

想通貨等においても、二重支払が生じないのであれば、物理的な通貨と

同様に、他者への支払いをもって占有 (支配 )が移転したと捉えようとす

るアプローチである。すなわち、このアプローチでは、動産であるか否

かではなく、二重支払が防止されているか否かで、仮想通貨等を物理的

な通貨同様に解釈しようと試みている。  

しかし、このアプローチによっても、仮想通貨等に対する排他的支配

が前提となる。したがって、排他的支配可能性を否定している前述の裁

判例の立場によれば、財産権は認められないこととなる。また、法定通

貨が強制通用力を有し、国家の管理下に置かれているのに対し、仮想通

貨等には強制通用力はなく、特定の管理者がいない点が特徴であるので

あるから、その性質を異にすることは明らかであり、法定通貨との類似

性から財産権を認めようとすることには違和感を覚えざるを得ない。  

5  コンセンサス・アプローチによる財産権の認定  

このアプローチは、仮想通貨等の法的性質をその仮想通貨等の P2P ネ

                                                
1 8 3  最 二 判 昭 和 39 年 1 月 24 日 (集 民 71 号 331 頁 )。  
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ットワーク参加者の「コンセンサス 1 8 4」に求めるアプローチである。  

「 Code is Law」という言葉があるように、仮想通貨等は、プログラ

ミングコードによって規律されている。このようなコードに関する所有

権や決定権は、プログラマー又はコミュニティに帰属している。コンセ

ンサス・アプローチでは、ネットワーク参加者が特定の仮想通貨等を保

有する際に、当該コードに合意したとみなす考え方である 1 8 5。  

仮想通貨等が、不特定の者との間で、価値交換手段として機能し得る

のは、当該ネットワーク参加者がその価値を信用し、特定のウォレット

に帰属する仮想通貨等に排他的支配を認めているという事実があるから

である。当該コードには、どういった場合に仮想通貨等のコインの発生・

移転・消滅が生じるのか記述されているのであり、保有者がそれにあら

かじめ合意している (コンセンサスが得られている )とみなすことで、当

該保有者に仮想通貨等のコインが排他的に帰属するという事実を認める

ことができる。  

前述のとおり、現在 2000 種の様々な態様の仮想通貨等が存在する中、

それぞれに物権、準物権などの財産権を検討するための法規制を設ける

ことは現実的ではない。この点、コンセンサス・アプローチによれば、

あらゆる仮 想通貨 等につ いて、保有者はその仮想通貨等のコインの発

生・移転・消滅に合意しているとみなすことができ、私法上の性質を考

慮する際に当該コンセンサスを念頭に置いて理解することは、合理的か

つ現実的である。  

ただし、ここでいうコンセンサスとは、いわば「ある国の国民がその

                                                
1 8 4  法 律 上 の 「 合 意 」 の よ う な 当 事 者 の 積 極 的 意 思 表 示 の 合 致 と い う 意 味 合 い は な

い こ と か ら 、 区 別 し て 「 コ ン セ ン サ ス 」 と い う 語 を 用 い る こ と に し た 。  
1 8 5  一 部 の 仮 想 通 貨 等 で は 「 Communi ty  i s  Law」 と い う 考 え 方 が 採 ら れ て い る 場

合 も あ る が 、 い ず れ に せ よ 、 そ の コ ミ ュ ニ テ ィ (ネ ッ ト ワ ー ク )に 参 加 す る 際 に Law
に 対 し て の コ ン セ ン サ ス が 得 ら れ て い る と 考 え る こ と が で き る 。  
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国の法領域内において当該国の法の適用を受けることに合意している」

といった消極的な合意であり、民法上の本来の「合意」のように意思表

示の合致を意味するところではないから、民法上の「合意」と同等の拘

束力を有すると解するか否かには議論の余地がある。  

第２節  仮想通貨等の経済的性質  

1  仮想通貨等の「通貨性」の検討  

一般に貨幣 1 8 6は、一般的交換手段 (一般的支払手段 ) 1 8 7、価値尺度 (計

算の単位 )、価値貯蔵手段としての機能を有する。  

我が国をはじめとし、一般に中央銀行の発行する法定通貨は、理論上

発行上限が定められていない 1 8 8。ビットコイン等の多くの仮想通貨等

は、発行上限があらかじめ合意されており 1 8 9、この点がデフレ誘因と

なるばかりか、価値の不安定さをもたらしている。  

経済学的には、貨幣の需要の動機は、 ( i)取引動機、 ( i i )予備的動機、 ( i

i i )投機的動機の 3 つに分類される 1 9 0が、仮想通貨等の場合、発行上限

が定められていることから、発行済み仮想通貨等に希少性が生じ、投機

的動機による貨幣需要が増大する。そのため、多くの仮想通貨等はボラ

ティリティが大きくなり、投機又は投資対象として捉えられているのが

現状である 1 9 1。  

                                                
1 8 6  一 般 に 経 済 学 で は 「 通 貨 」 で は な く 「 貨 幣 」 の 語 を 用 い る こ と か ら 、 経 済 学 的 視

点 か ら 論 ず る 本 節 に お い て は 「 貨 幣 」 の 語 を 用 い る こ と と す る 。  
1 8 7  貨 幣 の 機 能 に つ き 、 近 代 で は 例 え ば 以 下 で 論 じ ら れ て い る 。 Karl  Po lanyi (1977 )
“ THE LI VELI HOOD OF MAN” ACADEMI C PRESS,  pp102－ 109.  
1 8 8  我 が 国 で は 、1998 年 に 日 本 銀 行 の 通 貨 発 行 に 制 約 を 与 え て い た 最 高 発 行 額 屈 伸 制

度 は 廃 止 さ れ て い る 。現 在 で は 、日 本 銀 行 の 自 由 裁 量 で 発 行 を 決 定 で き る た め 、理 論

上 は 無 限 大 に 通 貨 を 発 行 で き る こ と と な る 。  
1 8 9  こ の よ う な 仮 想 通 貨 等 を「 デ フ レ 通 貨 」と 呼 ぶ こ と が あ る 。反 対 に 発 行 上 限 が 定

め ら れ て い な い 仮 想 通 貨 等 を 「 イ ン フ レ 通 貨 」 と い う 。  
1 9 0  J .M.Ke yne s  (1935 )  “ The Gene ral  Theo ry o f  Emplo yme nt ,  In te res t ,  and M
oney”  Chapter13Ⅱ .  
1 9 1  開 発 途 上 国 等 の 自 国 通 貨 の 信 用 が 危 う い 地 域 で は 、必 ず し も 投 機 的 動 機 に よ っ て
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発行上限の制約によるボラティリティの大きさは、通貨の 3 つの機能

を十分に発揮するための阻害要因となる。このことは、現状の多くの仮

想通貨等が本質的かつ安定的・長期的に支払手段等として事実上機能し

得ないことを意味している。  

いま、横軸に貨幣数量、縦軸に貨幣の価値 1 9 2をとり、貨幣の需要曲

線を MD、貨幣の供給曲線を MS とし、MD と MS の均衡点を E とすると、

通常、貨幣の需要曲線は右下がりの曲線として描くことができる 1 9 3。

中央銀行の発行する法定通貨は、理論上その発行量に制限はないため無

限大に発行できる 1 9 4。したがって、中央銀行の発行する貨幣の理論上

の供給曲線は横軸に対して水平となる 1 9 5。この場合、貨幣の需要曲線

MD が様々な要因で左右にシフトしたとしても貨幣の価値は一定となり、

価値の安定が図られ、貨幣の三機能は有効に機能すると考えられる 1 9 6。 

日本銀行には独立性があるが、実際には、日本銀行が法定通貨を発行

する際には政府の基本方針による一定の制約を受け、貨幣の供給曲線 M

S を調整することで金融政策を行う 1 9 7。これは中央銀行が理論上通貨を

                                                                                                                                          
需 要 さ れ る の で は な い 。例 え ば ビ ッ ト コ イ ン が 注 目 さ れ る き っ か け の 一 つ と な っ た の

は 、キ プ ロ ス 共 和 国 で 2013 年 3 月 16 日 に 実 施さ れ た 資 産 課 税 (10 万 ユ ー ロ 未 満 の 預

金 に 6.75%、10 万 ユ ー ロ 以 上 の 預 金 に 9.9%の 課 税 )及 び 預 金 封 鎖・引 出 し 制 限 で あ る 。 
1 9 2  こ こ で は 貨 幣 の 価 値 は 物 価 水 準 の 逆 数 と す る 。  
1 9 3  貨 幣 の 右 下 が り の 需 要 曲 線 に つ い て は 以 下 を 参 考 と し た 。岩 田 規 久 男『 デ フ レ の

経 済 学 』 (東 洋 経 済 新 報 社 、 2002 年 2 月 )、 73 頁 、 図 2－ 5。  
1 9 4  我 が 国 の 場 合 、日 本 銀 行 は「 通 貨 及 び 金 融 の 調 節 が 経 済 政 策 の 一 環 を な す も の で

あ る こ と を 踏 ま え 、 そ れ が 政 府 の 経 済 政 策 の 基 本 方 針 と 整 合 的 な も の と な る 」 (日 本

銀 行 法 第 4 条 )こ と が 求 め ら れ て い る が 、「 通 貨 及 び 金 融 の 調 節 に お け る 自 主 性 」 (同
法 第 3 条 )が 尊 重 さ れ 、 仮 に 政 府 の 基 本 方 針 と 整 合 的 で な か っ た と し て も 、 日 本 銀 行

が 「 国 民 経 済 の 健 全 な 発 展 に 資 す る 」 (同 法 第 2 条 )と 判 断 す れ ば 、「 通 貨 及 び 金 融 の

調 節 に 関 す る 方 針 の 決 定 又 は 変 更 」 (同 法 第 15 条 第 1 項 第 5 号 )を 日 本 銀 行 政 策 委 員

会 (同 法 第 14 条 )で 決 定 す る こ と が で き る 。  
1 9 5  短 期 的 に は 任 意 の 供 給 量 で 供 給 曲 線 は 垂 直 と な る が 、長 期 的 に は あ る 貨 幣 価 値 に

お け る 任 意 の 垂 直 の 供 給 曲 線 と の 交 点 を 繋 ぎ 、 水 平 と 考 え る こ と が で き る 。 こ の 点 、

前 掲 注 193 の 岩 田 氏 の 説 明 に は 論 理 の 飛 躍 が あ る た め 、 本 論 文 に お い て 補 完 す る 。  
1 9 6  厳 密 に は 、ハ イ パ ワ ー ド マ ネ ー を 無 限 大 に 発 行 で き る こ と と 、実 際 に 貨 幣 が 市 中

に 供 給 さ れ る こ と と は 、区 別 が 必 要 で あ る 。中 央 銀 行 が ハ イ パ ワ ー ド マ ネ ー を 発 行 し 、

最 終 的 に 市 中 銀 行 が 貸 出 し を 行 う こ と で 、 貨 幣 は 供 給 さ れ る 。  
1 9 7  我 が 国 で は 伝 統 的 に は 短 期 金 利 を 動 か す こ と で 貨 幣 量 を 調 整 し て い た が 、 我 が

国 を 含 む 先 進 諸 国 で は 政 策 金 利 が ゼ ロ に 近 い た め 、 こ れ を 動 か す こ と に よ っ て 貨 幣
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無限大に発行できることが前提となっているからこそ、すなわちマネー

ストックの供給量を調整できるからこそ、種々の金融政策が実施できる

のである。  

他方、発行上限に制約のある仮想通貨等の場合、貨幣の供給曲線は横

軸に対し垂直でシフトしないものとなる 1 9 8。この場合、供給曲線 M S

が垂直であることから、貨幣の需要曲線 MD の左右のシフトの影響が、

MD の傾きの大きさに依存して直接的に E に影響し、E は MS 上で MD の

シフトに応じ上下に変動することとなる。すなわち、発行上限の定めら

れている仮想通貨等の場合、貨幣需要がそのまま E のボラティリティと

なって反映され、より一層投機的動機による需要を呼び起こすことにな

る。このことは、発行上限があらかじめ定められている仮想通貨等が貨

幣の三機能を有効に発揮できないことを示している 1 9 9。  

ここで、仮に発行上限があらかじめ定められていても、ほとんど同質

2 0 0のアルトコインを後発で発行すれば、事実上発行上限はないのでは

ないかとの疑問が惹起される。この点は貨幣に対する「信用」をどのよ

うに捉えるかによって結論が導かれる。  

2  仮想通貨等の信用の裏付け  

貨幣の「信用」を裏付けるものは、伝統的には国家や中央銀行等発行

者の何らかの「財産」であった。  

他方、仮想通貨等の場合、「信用」を裏付けるのは、具体的な「財産」

                                                                                                                                          
量 を 調 整 す る こ と が 困 難 と な り 、 結 果 と し て マ ネ タ リ ー ベ ー ス を 増 減 さ せ る と い う

金 融 政 策 が 取 ら れ る よ う に な っ て い る 。  
1 9 8  厳 密 に は 、 ビ ッ ト コ イ ン を は じ め と す る 仮 想 通 貨 等 の 新 規 発 行 は 段 階 的 に 半 減

期 が 設 け ら れ て い る た め 、 階 段 状 な い し 限 り な く 垂 直 に 近 い 右 上 が り の 曲 線 の 形 状

と な る が 、 理 論 上 の 問 題 を 論 じ る 上 で は 無 視 し て よ か ろ う 。  
1 9 9  最 近 に お け る 経 済 学 的 視 座 か ら の 研 究 を ま と め た も の と し て 、 例 え ば 以 下 が あ

る 。 石 田 良 ＝ 服 部 孝 洋 「 仮 想 通 貨 市 場 は 効 率 的 か 」 フ ァ イ ナ ン ス Vol .54  No .7 (財 務

総 合 政 策 研 究 所 、 2018 年 10 月 )。  
2 0 0  こ こ で は 、 DLT や CA な ど の 仕 組 み が 同 じ と い う 意 味 で 同 質 と し て い る 。  
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ではなく、DLT や CA といったプログラミングコードの規律によって醸

成されるコンセンサスである。すなわち、特定のネットワーク内におい

て、ネットワーク参加者が、その仮想通貨等に対し、何らかの基準で同

一の価値を見出していれば、それは「信用」を醸成するのである。  

一般に「信用力」といった場合には「支払能力」を指すことから「信

用」にも財産的裏付けが絶対条件かのように考えられがちであるが、「信

用」には財産的裏付けが絶対的に求められるものではなく、当事者間の

コンセンサスは「信用」の源泉となり得る。仮想通貨等の場合、「信用」

はコンセンサスによって裏付けられ、当該コンセンサスは DLT や CA と

いった技術的仕組みによって担保されている 2 0 1。  

実際に、仮想通貨等がほとんど同質のままハードフォークをしたケー

スにおいて、分岐により新たに生じたアルトコインの価格は下落し、分

岐元の仮想通貨等の価格は上昇するという事象が起こっている 2 0 2。こ

れは、新たに発行された仮想通貨等に対しコンセンサスに裏付けられた

「信用」がなく、分岐元の仮想通貨等にはそれまでの実績としてのコン

センサスに裏付けられた「信用」があったという理屈で説明し得る 2 0 3。

結局のところ、仮にほとんど同質のアルトコインが後発で発行されたと

しても、新たに発行されるアルトコインに対するコンセンサスに裏付け

られた「信用」がなければ、分岐元の仮想通貨等の発行上限は有効に機

能し得るのである。したがって、仮に発行上限があらかじめ定められて

                                                
2 0 1  こ の 他 に も 、PoW を 採 用 す る 仮 想 通 貨 等 で は 、ネ ッ ト ワ ー ク 効 果 (ネ ッ ト ワ ー ク

外 部 性 )に よ っ て 、後 発 の ア ル ト コ イ ン に「 信 用 」が 醸 成 さ れ づ ら い こ と が 説 明 で き

る 。 ネ ッ ト ワ ー ク 効 果 に つ い て は 、 以 下 を 参 照 。 江 頭 進 ほ か 「 ネ ッ ト ワ ー ク 外 部 性

と シ ス テ ム 互 換 性 ： 産 業 組 織 論 に 対 す る 新 し い ア プ ロ ー チ 」 經 濟 論 叢 156 巻  5 号  
（ 京 都 大 學 經 濟 學 會 、 1995 年 )、 17 -37 頁 。  
2 0 2  ビ ッ ト コ イ ン の ハ ー ド フ ォ ー ク で は 、 ビ ッ ト コ イ ン の 価 格 が 上 昇 し 、 フ ォ ー ク

し た ア ル ト コ イ ン は 価 格 が 下 落 し た 。  
2 0 3  特 に PoW を 採 用 す る 仮 想 通 貨 等 の 場 合 、そ の P2P ネ ッ ト ワ ー ク 参 加 者 の 母 数 が

51%攻 撃 に 対 す る 堅 牢 性 を 意 味 す る た め 、 当 該 参 加 者 の 母 数 が 「 信 用 」 に 直 接 的 に

影 響 し 、 後 発 の ア ル ト コ イ ン に 「 信 用 」 は 醸 成 さ れ づ ら い と い え る 。  
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いる仮想通貨等に、後発で同質のアルトコインを発行すれば、事実上発

行上限はないのではないかとの考えは妥当しない 2 0 4。  

3  支払手段等として機能を有するか否かの判断  

ある仮想通貨等が支払手段等としての機能を有するか否かは、当該仮

想通貨等に対する貨幣需要が投機的動機のみならず、取引動機によって

需要されているかという点が肝要である。なぜなら、取引動機によって

需要されるためには、実際に支払手段等として使用することが可能であ

る必要があるからである 2 0 5。支払手段等として使用されるためには、

実際に財・サービスの購入の対価 2 0 6として現実に支払いに使用するこ

とができることが条件となる。  

会計上は「活発な市場の有無」によって仮想通貨等の会計処理が異な

ることとなったが、「活発な市場」があることは必ずしも支払手段等とし

て現実に使用できることを意味しない。なぜなら「活発な市場」の主な

参加者は、投機的動機によって当該仮想通貨等を保有する者たちであり、

仮想通貨等のボラティリティによってキャピタルゲインを得ることを目

的としており、必ずしも実際に支払手段等として使用していないためで

ある。  

ある仮想通貨等が支払手段等として機能するためには、高度な流通性

を要する。ここでいう流通性とは、実際に店舗等での支払いに使用可能

                                                
2 0 4  他 方 で 、 仮 に 、 ネ ッ ト ワ ー ク 参 加 者 の 大 多 数 が 発 行 上 限 を 引 き 上 げ る こ と に 合

意 を す る よ う な フ ォ ー ク が 起 こ れ ば 、 こ の 発 行 上 限 は 機 能 し な い と も い え る が 、 ネ

ッ ト ワ ー ク 参 加 者 に と っ て 発 行 上 限 を 引 き 上 げ る こ と に 経 済 合 理 性 は な い こ と か ら 、

現 実 的 に は こ の 可 能 性 は 相 当 程 度 低 い と い え る 。  
2 0 5  例 え ば 、 前 記 キ プ ロ ス 共 和 国 の 金 融 危 機 の 際 は 、 国 内 に お い て ビ ッ ト コ イ ン が

実 際 に 実 店 舗 に お い て も 物 品 の 購 入 又 は 役 務 提 供 に 対 す る 支 払 手 段 等 と し て 機 能 し

て い た 。 こ の 場 合 、 当 時 の キ プ ロ ス 共 和 国 内 に お い て は 、 取 引 動 機 に よ っ て ビ ッ ト

コ イ ン が 需 要 さ れ て い た こ と を 意 味 す る 。  
2 0 6  経 済 学 上 は「 財・サ ー ビ ス 」と い う 語 を 用 い る が 、そ れ ぞ れ 所 得 税 法 で い う「 資

産 」「 役 務 提 供 」 と 解 し て よ い 。  
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であり、仮想通貨等を利用できる ATM 等で容易に法定通貨と交換又は

両替が可能であることを意味する。  

このよう な高 度な 流通 性を獲得して初めて当該仮想通貨等 はその地

域において「通貨性」を獲得したことになる。裏を返せば、このような

高度な流通性を獲得していない仮想通貨等は投機的動機に基づき需要さ

れる投資又は投機対象であり、「通貨性」を認めることはできず、 G20

の言うような「暗号資産」として取扱われるべきである。  

4  流通性の程度の客観的判断基準  

前述のとおり、ある仮想通貨等が「通貨性」を獲得し、通貨に準ずる

ものとして取扱われるためには、高度な流通性が必要である。  

会計基準において「活発な市場の有無」が「継続的に価格情報が提供

される程度に取引所等において十分な数量及び頻度で取引が行われてい

る」ことを判断の基準としているように、我が国の所得税法においても

特定の仮想通貨等が支払手段等として機能し得る「通貨性」すなわち、

「高度な流通性」を有するか否かの判断について具体的な基準が必要と

なる。  

具体的には「高度な流通性」の判断基準として次の基準に依るべきで

ある。  

( i )  当該仮想通貨等を財・サービスの購入の直接の対価として使用でき

ること。  

( i i )  当該仮想通貨等を物理的な ATM・両替所を通じ、直接に法定通貨と

交換又は両替が可能であること。  

( i i i )  当該仮想通貨等に対し、継続的に価格情報が提供される程度に取引

所等において十分な数量及び頻度で取引が行われていること。  
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又は、  

( iv)  当該仮想通貨等が納税の手段として使用できること。  

 

上記 ( i)～ ( i i i )の 3 つの基準をすべて満たすか、又は ( iv)を満たして初め

て当該仮想通貨等に支払手段等としての「通貨性」が認められ、所得税

法上、通貨等として取扱われるべきである。  

( i i i )は、会計上の「活発な市場の有無」の判断の基準であるが、支払

手段等として機能し得るかどうかの判断に当たっては、一要素に過ぎな

い。( i)及び ( i i )を満たし、( i i i )を満たさないケースも考えうるが、この場

合、市場価格が形成されていないこととなるのでいずれにせよ所得税法

上の所得の算定が不能であるため、 ( i i i )も要件とした。  

( iv )については、納税の手段として認められることは、ほとんど法定

通貨として認められることと同義であり、 ( iv )を満たす場合、 ( i )～ ( i i i )

の 3 つの基準も同時に満たしていると考えられるため、固有の要件とし

た。  

なお、現状、上記「高度な流通性」の基準を満たす仮想通貨等 2 0 7は

存しない。すなわち、我が国において、仮想通貨等はこれらの基準を満

たさず支払手段等としての「通貨性」を具備しない。したがって、当該

基準を満たさない仮想通貨等は「暗号資産」として金融商品類似の取扱

いが適用されるべきである。ただし、将来においては通貨性を有する仮

想通貨等が開発される可能性はあるため、その場合には通貨に準じた取

扱いが妥当となる。  

5  新たに「高度な流通性」を獲得した仮想通貨の取扱い  

                                                
2 0 7  「 通 貨 性 」 を 有 し 、 通 貨 と し て の 機 能 の み を も つ 仮 想 通 貨 等 を マ ネ タ リ ー ト ー

ク ン (mone tary to ken )と 呼 ぶ こ と が あ る 。  
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高度な流通性を有さなかった特定の仮想通貨等が、ある時点から高度

な流通性を獲得した場合、その時点から「通貨性」を具備したものとし

て、通貨等として取扱われるべきである。高度な流通性を獲得するまで

に生じた所得については、通貨等として所得を把握するのではなく、「暗

号資産」として金融商品類似の取扱いが適用されるべきである。  

6  仮想通貨等の価値の根拠  

仮想通貨等の価値の根拠をどのように求めるかについては、 ( i)限界費

用による説明、又は ( i i )交換価値による説明ができる。  

( i )限界費用によってその価値を説明する場合、ある仮想通貨等を新規

発行するために掛かる追加的費用、すなわち限界費用にその価値は収束

するはずである。特に PoW を採用する仮想通貨等については、限界費

用によってその価値を説明することができる。  

例えばビットコインであれば、マイニングに掛かる設備代や電気代等

の費用は、新規発行の際には必ず発生する。マイニング以外でビットコ

インを入手する方法は基本的に市場から購入するほかない。マイニング

に掛かる費用がビットコインの市場価格より大きければ、マイナーは、

マイニングをするよりも市場から購入することが合理的選択となる。し

たがって、理論上、当該仮想通貨等の価値は、新規発行に掛かる限界費

用と一致する 2 0 8。換言すれば、理論上、新規発行は常に市場価格によ

ってなされることを意味する。  

 

他方、( i i )交換価値によってその価値を説明することも可能である。限

                                                
2 0 8  た だ し 、 発 行 上 限 が 定 め ら れ て い る こ と が 前 提 で あ る 仮 想 通 貨 等 は 、 投 機 的 動

機 に よ る 保 有 が 増 加 し 、 ボ ラ テ ィ リ テ ィ が 大 き く な る こ と か ら 、 実 際 に 限 界 費 用 か

ら 算 出 さ れ る 価 値 と 市 場 価 格 が 一 致 す る 場 合 は 市 場 が 十 分 に 効 率 的 で あ る 必 要 が あ

る 。  
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界費用でその価値の説明をすることが困難な PoW を用いない仮想通貨

等は、これにより説明できると考えられる。一般的に信用貨幣 2 0 9は、

「皆からそれが貨幣であると信じられているから 2 1 0」価値が生じてい

るのであり、その「信用」によって交換価値が担保されることとなる。

法定通貨とペッグされているステイブルコイン 2 1 1は別であるが、財産

的裏付けのない仮想通貨等は、特定の P2P ネットワークの参加者が DL

T 及び CA に基づき、その価値を「信用」していることから、交換価値

が生じる。この場合、当該仮想通貨等の時価総額は、当該 P2P ネットワ

ークにおける経済の規模 (例えば国家でいう GDP)を流通速度 V で除した

ものに等しくなる。これは、当該仮想通貨等の時価総額が当該仮想通貨

等の供給総量であるマネーストック M に一致することを意味する。  

これらを整理すると「時価総額＝ M＝当該 P2P ネットワークにおける

経済規模 /V」 2 1 2という式で表すことができる。したがって、時価総額

が供給総量に等しくなるということは、当該時価総額を供給総量で除せ

ば、単価を求められることとなり、その価格が理論上の市場価格を示す

といえる。  

以上のような交換価値によって仮想通貨等の価値を説明する場合、通

貨の機能である価値貯蔵手段は、当該仮想通貨等が十分に流通して初め

て認められる。流通性の程度が低ければ、交換価値自体が低減し、価値

の貯蔵としての機能も低減するからである。  

                                                
2 0 9  信 用 の 存 在 を 前 提 と し て 流 通 ・ 機 能 す る 貨 幣 の こ と 。  
2 1 0  斉 藤 賢 爾 「 ビ ッ ト コ イ ン ─人 間 不 在 の デ ジ タ ル 巨 石 貨 幣 」 (WI DE Te chnica l -Re
port  in  2013)3 頁 。  
2 1 1  こ の よ う な ス テ イ ブ ル コ イ ン は 資 金 決 済 法 の 仮 想 通 貨 の 定 義 に 該 当 し な い と 考

え ら れ 、前 払 式 支 払 手 段 と 解 す 余 地 が あ る 。た だ し 、既 存 の 前 払 式 支 払 手 段 と は 転 々

流 通 性 を 有 す る 点 で 異 な る 。 発 行 者 に は 資 金 移 動 業 と し て の 登 録 が 必 要 と な る 可 能

性 が 高 い 。  
2 1 2  現 在 の と こ ろ 、 仮 想 通 貨 等 で 信 用 創 造 は 行 わ れ て い な い た め 、 こ の よ う な 式 で

表 す こ と が で き る と 考 え ら れ る 。  

https://www.weblio.jp/content/%E4%BF%A1%E7%94%A8
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交換価値が十分に認められるためには、市場価格が安定していること

又は安定していると期待されていることが前提として求められる。通貨

性を有する仮想通貨等であっても、発行上限が所与であるため、ボラテ

ィリティが大きく、市場価格が不安定であるため、交換価値に関しても

同様に不安定な状態となる 2 1 3。  

G20 において仮想通貨等が「通貨としての主要な属性に欠く」とされ

たのも、ボラティリティの大きさに依る価値貯蔵手段及び価値交換手段

としての機能の薄弱性に由来するものと考えられる 2 1 4。  

第３節  ICO の類型とトークンの性質  
現状、実際に実施されている ICO はトークン保有者の権利に応じて以

下の 6 つに類型化することができる 2 1 5。トークンの類型により、そこ

から生じる所得の性質に影響を及ぼすことから、これらトークンの類型

を把握しなければ、所得税法上の取扱いを論ずることはできないため、

整理が必要である。  

1  仮想通貨型トークン  

                                                
2 1 3  こ の 点 、貨 幣 需 要 に 応 じ て 自 律 的 に 貨 幣 の 供 給 量 を 調 整 す る CA が 開 発 さ れ れ ば 、

究 極 的 に 価 値 の 安 定 し た 通 貨 と な り 得 る 。た だ し 、貨 幣 需 要 が 減 少 し た 時 、既 発 行 の

通 貨 を ど の よ う に 売 り オ ペ の よ う に 回 収 す る か に つ い て の 課 題 は 解 決 が 困 難 で あ る 。 
2 1 4  我 が 国 で 取 引 が 行 わ れ て い る 仮 想 通 貨 等 に つ い て も 、通 貨 の 三 機 能 は 薄 弱 で あ り 、

2018 年 12 月 現 在 、我 が 国 に お い て 、支 払 手 段 等 と し て 十 分 に 機 能 し て い る と は 言 え

な い 。  
2 1 5  類 型 化 す る に あ た っ て 、 以 下 の 文 献 を 参 考 に し た 。 有 吉 尚 哉 「 Ini t ia l  Co in  Of fe
r ing (ICO)に 対 す る 金 融 規 制 の 適 用 関 係 に 関 す る 一 考 察 」NBL 1111 号 (商 事 法 務 、 20
17 年 12 月 )、4-13 頁 。鈴 木 智 佳 子 ＝ 檜 垣 寛 ＝ 和 田 山 孝 洋「 時 事 解 説  仮 想 通 貨 時 代 の

資 金 調 達 手 段 !  I CO(I ni t ia l  Co in  Of fe r ing)の 特 徴 と 活 用 検 討 時 の 留 意 点 」 企 業 会 計

69 巻 、 12 号 (中 央 経 済 社 、 2017 年 12 月 )、 1691-1700 頁 。 石 村 尚 也 「 注 目 を 集 め る

仮 想 通 貨 市 場  :  ビ ッ ト コ イ ン か ら ICO ま で 」経 済 月 報 405 号 (長 野 経 済 研 究 所 、 201
8 年 1 月 )、32-39 頁 。鈴 木 由 里 ＝ 落 合 孝 文「 活 況 を 呈 す る 一 方 投 資 家 保 護 が 急 務 と な

っ て い る ICO:啓 蒙 促 進 と と も に 、 当 面 は 業 界 団 体 等 に よ る 自 主 規 制 が 望 ま れ る 」 金

融 財 政 事 情 68 巻 、 46 号 (金 融 財 政 事 情 研 究 会 、 2017 年 12 月 )、 23 -27 頁 。 戸 塚 貴 晴

＝ 河 合 健 ＝ 福 井 崇 人「 In i t ia l  Co in  Of fer ing に つ い て 」FI NANCI AL SERVI CES & 
TRANSACTI ONS GROUP NEWSLETTER(Anderson Mo ri  & Tomo tsune、 2017 年

9 月 )。  



78 
 

仮想通貨型トークンでは、一般に、トークン保有者に特別の権利はな

く、決済手段及び交換手段として利用されることを想定している。ただ

し、トークンを決済手段として使用する場合であっても、トークンに財

産的価値が記録されており、トークン発行者等の提供する商品やサービ

スの対価としてのみ利用可能なものについては、後述する「プリペイド

型」に分類されるものと考えられる。  

仮想通貨 型ト ーク ンは 資金決済法上の仮想通貨に該当する場合も考

えられ、該当する場合には、同法上の規制 2 1 6を受けるものである。し

かしながら、何らかの譲渡制限を付した場合、資金決済法の仮想通貨の

定義には該当しないこととなる。  

2  法定通貨型トークン  

法定通貨型トークンの場合、トークンの保有者は、決済や交換に当該

トークンを使用できるほか、発行者に対し、法定通貨による払戻しの請

求権を有する。法定通貨型トークンは、基本的に通貨建資産に該当する

と考えられ、資金決済法の仮想通貨の定義には当てはまらない。一方で、

「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」第 2 条第 1

項に規定する預り金に該当する可能性があり、該当する場合には、銀行

法の規制 2 1 7を受けることとなる。また、取得したトークンを第三者に

譲渡し、当該第三者が発行者から払戻しを受ける場合には、為替取引に

該当する可能性があり、銀行法及び資金決済法の規制 2 1 8を受けること

となる。  

3  会員権型トークン (優待型トークン )  

                                                
2 1 6  同 法 第 2 条 7 項 及 び 第 63 条 の 2 
2 1 7  銀 行 法 第 2 条 第 2 項 第 1 号 、 第 4 条 第 1 項 参照 。  
2 1 8  銀 行 法 第 2 条 第 2 項 第 2 号 、 資 金 決 済 法 第 2 条 第 2 項 参 照 。  
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発行者によって定められた一定数量以上のトークンの保有者は、発行

者又は第三者の提供するサービスを利用する権利や割引等の何らかの優

遇措置を受ける権利を有する。これらの権利を行使するために当該トー

クンは保有しているのみでよく、費消する必要はない。このような会員

権類似の機能を有するのみのトークンは、前払式支払手段に該当せず

2 1 9、当該トークンが 1 号仮想通貨と交換可能となるまでは、資金決済法

の仮想通貨の定義に該当しない。また、金融商品取引法上の有価証券の

定義にも該当しない。他方、会員権型トークンに決済機能など他の要素

を付加した場合、 2 号仮想通貨や前払式支払手段に該当する可能性もあ

り、結局のところ当該トークンの性質次第である。  

4  商品券型トークン (プリペイド型トークン )  

トークンの保有者は、発行者又は特定の第三者の提供する商品・サー

ビスの対価として当該トークンを費消して使用する権利を有する。  

商品券型トークンは、我が国の資金決済法上の自家型前払式支払手段

2 2 0又は第三者型前払式支払手段 2 2 1に該当し、規制を受けることとなる。 

なお、金融庁によれば、「ある支払手段が、資金決済法上の前払式支

払手段に該当する場合は、同法上の仮想通貨には該当しない 2 2 2」とし

ている。しかし、商品券型トークンが商品やサービスの対価としての使

用価値以外に独自の財産的価値を持つ場合に、前払式支払手段の売買や

媒介が現状では規制の対象となっていないことから利用者保護の必要性

がある。また、税法上もこの点がループホールとなり得る。  
                                                

2 1 9  金 融 庁 事 務 ガ イ ド ラ イ ン (第 三 分 冊 ) 5 .「 前 払 式 支 払 手 段 発 行 者 関 係 」Ⅰ － 1－ 1(1 )
⑥ 参 照 。  
2 2 0  資 金 決 済 法 第 3 条 第 2 項 第 4 号 。  
2 2 1  資 金 決 済 法 第 3 条 第 2 項 第 5 号 。  
2 2 2  金 融 庁 「『 銀 行 法 施 行 令 等 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 等 (案 )』 等 に 対 す る パ ブ リ ッ ク

コ メ ン ト の 結 果 等 に つ い て － コ メ ン ト の 概 要 及 び コ メ ン ト に 対 す る 金 融 庁 の 考 え 方 』

(2017 年 3 月 24 日 )、 34 頁 。  
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5  ファンド持分型トークン (配当型トークン )  

トークンを保有している割合に応じて、トークン発行者が行う事業か

らの収益の分配を受けることができる場合がこれに該当する。  

米証券取引委員会 (SEC)やシンガポール金融管理局等の複数の国の当

局が、「ファンド持分型」のトークンについて、証券 (Securit ies)として

規制される可能性について公表している 2 2 3。我が国においても、この

タイプのトークンは、金融商品取引法上の第 2 項有価証券のうち、特に

集団投資スキーム持分 (同法第 2 条第 2 項第 5 号 )に該当する可能性があ

ることに留意が必要である。金融庁も、 2017 年 6 月 8 日の参議院財政

金融委員会において、「ファンド持分型」のトークン発行者に対して、金

融商品取引法に定める金融商品取引業に対するルールが適用される可能

性がある旨答弁している。  

6  プラットフォーム (アプリケーション )型トークン  

上記のいずれとも異なるタイプのトークンとして、ネットワーク上の

プラットフォーム (アプリケーション )を利用するために必要とされるト

ークンが存在する。このタイプのトークンは、ネットワーク上でのスマ

ートコントラクトの実行や利用等に際して必要とされるものであるが、

トークン発行者等に対する権利行使のために利用されるものでない場合

には、資金決済法上の前払式支払手段に該当するものではないと考えら

れる。例えば Etherium 上で発行される Ether がこれに該当する。Ethe

r は、他のトークンが発行される ICO において、当該トークンの対価と

しても用いられ、決済ないし送金の手段にも使用できる。その場合には

前述の仮想通貨型トークンにも該当する可能性がある。  

                                                
2 2 3  最 近 で は STO(Se curi ty  To ken Of fe r ing )と い う 、 は じ め か ら 各 国 の 証 券 を 規 制

す る 法 律 に 適 合 す る ト ー ク ン の 開 発 が な さ れ て い る 。  
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以上のように ICO により発行されるトークンには現状においても多

種あり、今後はこれらの単一の機能だけでなく、複合的な機能を有する

トークンの発行もあるであろうから、これら ICO により発行されるトー

クンを私法上、公法上、そして税法上いかように捉えるのか検討が求め

られる。前述のとおり、これらトークンも含めて本論文では「仮想通貨

等」としている。  

第４節  小括  
本章では、まず仮想通貨等に関し私法上どのように財産権を認めるか

についての方向性を示し、P2P ネットワーク参加者のコンセンサスをそ

の拠り所とすべき旨を論じた。また、経済学的視座から特に発行上限の

定めのある仮想通貨等が通貨性を有さない点を指摘し、通貨性を満たす

ための要件を明示した。  

さらに、 ICO により発行されるトークンについて類型化し、我が国に

おける法律上の性質及び税法上問題となる点を指摘した。特に ICO に関

しては法整備が遅れており、会計上も取扱いが先送りされているし、国

税庁も見解を示していないため、納税者の予測可能性が全く満たされて

いない。  

本章までに論じてきた中でも、特に仮想通貨等の技術的バックボーン、

私法上の性質及び経済的性質は、仮想通貨等の課税上の取扱いを論じる

上での基礎的前提であり、これらを欠いて仮想通貨等の税法上の取扱い

を論じるならば、誤った結論に至る可能性が大きい。次章では、これら

基礎的前提の下、我が国の所得税法上、仮想通貨等に関連する多様な所

得がどのように解されるべきかを考察し、あるべき所得税法上の取扱い
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について熟思する。  
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第５章 仮想通貨等と所得税  
本章では、新しい概念・技術である仮想通貨等について、所得税法上

どのような取扱いが妥当であるかを論ずる。その際、前章以前で述べた

仮想通貨等の技術的バックボーン、私法上の性質及び経済的性質に関す

る考察は、仮想通貨等に係る所得税法上の問題を熟考する上での基礎的

前提となる。  

本章は上記基礎的前提を基に、種々の仮想通貨等につき、具体的に課

税要件及び所得区分を論考し、あるべき取扱いの具体的結論を示す試み

をする。  

第１節  仮想通貨等の課税要件の検討  
課税要件とは、「納税義務の成立要件、すなわち、それが充足される

ことによって納税義務の成立という法律効果を生ずる法律要件のこと

2 2 4」であり、各租税に共通の課税要件として、 ( i )納税義務者、 ( i i )課税

物件、 ( i i i )課税物件の帰属、 ( iv)課税標準、 (v)税率の 5 つがある。  

所得税法上の ( i)納税義務者は第 5 条各号で規定されており、「国内に

ある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの」が国内源泉

所得として第 161 条第 3 号で定められている。  

所令第 289 条第 6 号では「前各号に掲げるもののほか、国内において

行う業務又は国内にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所

得」と包括的に所得の範囲を規定している。  

まず、仮想通貨等の財産的価値は、仮にウォレットの秘密鍵を国内の

者が有していたとしても、当該財産的価値自体は P2P 及び DLT 技術に

よって全世界に分散されているため、条文上の「国内にある資産」や「国

                                                
2 2 4  金 子 宏 『 租 税 法 ［ 第 22 版 ］』 (弘 文 堂 、 2017 年 4 月 )  148 頁 。  
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内源泉所得」に該当するのかという問題がある。基本的に、仮想通貨等

に関する所得も国内源泉所得として納税義務を負い、当該所得を ( i i )課税

物件としてその所得を得るための取引を行った者に ( i i i )課税物件の帰属

が観念できれば 2 2 5、当該者が納税義務者となる。この点はコンセンサ

ス・アプローチによってウォレットの秘密鍵の所有者に財産権を認める

ことで、納税義務者として当該者の所在地が国内であれば「国内にある

資産」として判断するほかない。  

また、仮想通貨等が財産的価値として所得税法上のどのような「資産」

に該当するかについても議論の余地があると指摘されている 2 2 6。すな

わち、仮想通貨等について「所得税法 2 条《定義》1 項 10 号の『預貯金』

該当性、同項 16 号の『棚卸資産』該当性、 17 号の『有価証券』該当性

が十分に検討されなければならない 2 2 7」ものである 2 2 8。この点につ

き、本論文では繰り返し仮想通貨等の性質を捉える上ではその技術的バ

ックボーン及び通貨性の有無によって判断すべき旨を述べてきた。これ

らの性質が所得税法上の資産の性質を判断する基礎となり、所得区分を

考察する上で不可欠である。  

( iv )課税標準は所得金額であるが、仮想通貨等の所得をどのように計

算するのかが問題となる。「時価」と言っても取引所等によってその価額

                                                
2 2 5  仮 想 通 貨 等 の ウ ォ レ ッ ト の 仕 組 み を 考 慮 す る と 、 所 得 税 法 の 伝 統 的 な 解 釈 に よ

っ て 課 税 物 件 の 帰 属 を 観 念 す る こ と は 難 し い 。  
2 2 6  酒 井 克 彦 氏 は 「 所 得 区 分 以 前 の 問 題 と し て 、 資 産 の 性 質 は 、 所 得 区 分 を 画 す る

も の で あ る と い え る し 、 ま た 例 え ば 、 損 失 の 取 扱 い や 雑 損 控 除 の 扱 い な ど に も 資 産

の 性 質 論 は 重 要 な 問 題 を 提 起 す る 」と し て い る 。酒 井 克 彦「 仮 想 通 貨 と 所 得 税 (特 集

 徹 底 解 説 ！ 仮 想 通 貨 の 課 税 問 題 ： 税 目 別 整 理 と 展 望 )」 税 理 61 巻 、 11 号 (ぎ ょ う せ

い 、 2018 年 9 月 )、 15 頁 。  
2 2 7  前 掲 注 226、 15 頁 。  
2 2 8  酒 井 克 彦 氏 は 、 更 に 「 仮 に 資 産 性 が 肯 定 さ れ る と し て も 、 そ れ が 、 所 得 税 法 施

行 令 25 条《 譲 渡 所 得 に つ い て 非 課 税 と さ れ る 生 活 用 動 産 の 範 囲 》に い う『 生 活 に 通

常 必 要 な 動 産 』に 該 当 す る か 、あ る い は 所 得 税 法 62 条《 生 活 に 通 常 必 要 で な い 資 産

の 災 害 に よ る 損 失 》 及 び 所 得 税 法 施 行 令 178 条 《 生 活 に 通 常 必 要 で な い 資 産 の 災 害

に よ る 損 失 額 の 計 算 等 》 1 項 に い う 『 生 活 に 通 常 必 要 で な い 資 産 』 に 該 当 す る か と

い う 点 が 重 要 な 論 点 と な り 得 る 」 と し て い る 。  
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は異なるし、相対取引による取引価額がそれに含まれるのかについても

疑問が残る。  

(v)税率について所得税法では、累進税率を採用しているが、ある所得

がいずれの所得区分に属するのか、また措置法の適用の可否等によって、

すべての所得が等しく累進税率によって税額が計算されているわけでは

ない。そのため、ある所得がいずれの所得区分に属するのかは納税義務

者にとって大きな関心事である。また、該当する所得区分により損益通

算の範囲が異なることや、損失の繰越しの可否が異なることからも、仮

想通貨等に関連する所得の所得区分を十分な検討なしに決することはあ

ってはならない。  

第２節  マイニング等保証作業で得た所得  
保証作業により得た所得に関して、その所得区分を考察する大きな方

向性として、 ( i)発行されている 2000 種の仮想通貨等のそれぞれについ

て DLT や CA の技術的性質から所得区分を考察する方法、( i i )「通貨性」

の有無によって所得区分を考察する方法が考えられる。( i)の方法は、20

00 種についてそれぞれ技術的性質を検討することを要し、納税者の予測

可能性の観点及び課税庁の税務執行上の観点から現実的な方法ではない。

他方、 ( i i )の方法であれば、第 4 章第 2 節で述べた「高度な流通性」す

なわち「通貨性の有無」の基準を用いて、容易に区別することができ、

納税者の予測可能性の観点及び課税庁の税務執行上の観点からも現実的

である。  

ただし、第 3 章第 2 節で述べたように、仮想通貨等における保証作業

の対価は、新規発行益と取引承認益の二種類が存在し、特に前者の新規

発行益については、我が国の所得税法の歴史上個人に帰属し得なかった
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所得であり、当該仮想通貨等に「通貨性」を認める場合、その特異な性

質から、所得税法上の取扱いには特別な検討を要すると考えられる。  

以下では、( i i )の方法に基づき、通貨性の有無によってそれぞれどのよ

うに取り扱われるべきか、現行所得税法を参照しながら論じる。  

1  保証作業により得た所得の帰属と課税時期  

PoW を採用する仮想通貨等では保証作業の報酬は、基本的に新規発行

益と取引承認益の二種類が存する。このうち前者の所得については、当

該保証作業が成された後、一定数のブロックが生成されるまで使用可能

とならない。  

第一に、所法第 36 条第 1 項では、「その年分の各種所得の金額の計算

上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定

めがあるものを除き、その年において収入すべき金額 (金銭以外の物又は

権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物

又は権利その他経済的な利益の価額 )とする。」と規定しており、所得税

法上、原則として権利確定主義が採られている。  

すると、保証作業に成功した時点か、実際に売買等に使用可能になっ

た時点のどちらで所得を認識するかが問題となる 2 2 9。例えば、ビット

コインのマイニングを 12 月 31 日深夜に成功したとしても、翌年になら

なければ実際に使用可能とはならず、この場合どちらの暦年にその所得

を帰属させるのであろうか。  

第二に、同条第 2 項では、「前項の金銭以外の物又は権利その他経済

的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受

                                                
2 2 9  こ の 点 、 安 河 内 氏 は 「 ビ ッ ト コ イ ン の マ イ ニ ン グ 方 法 は 、『 ソ ロ 』 と 『 プ ー ル 』

の 2 種 類 に 大 別 で き る 。 こ の ビ ジ ネ ス は 、 も は や 個 人 レ ベ ル 『 ソ ロ 』 で 行 う こ と は

難 し く 」 (前 掲 注 35、385 頁 )と 述 べ て い る が 、ビ ッ ト コ イ ン 以 外 の Po W を 用 い る 仮

想 通 貨 等 で は 依 然 と し て 個 人 で の 「 ソ ロ 」 マ イ ニ ン グ が 行 わ れ て い る し 、 個 人 用 の

専 用 設 備 も 販 売 さ れ て い る 。  
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する時における価額とする。」と規定している。 PoW を採用する仮想通

貨等では、ファイナリティ問題が存在するため、新規発行したコインは、

その後にブロックが連なるほど、確率論上、保証作業をした者に帰属し

ていくのであって、権利の取得ないし確定を観念することはそもそも困

難である 2 3 0。  

第三に、仮想通貨等に対し含み益の段階で課税するのか、法定通貨に

換金し、法定通貨として利益が実現した時点で課税するのかという問題

がある。同条第 2 項を文理上正しく解釈すれば、仮想通貨等の含み益の

段階で課税対象と考えることも可能である。  

 

このような所得の帰属と課税時期の問題に関し、一応の解決策を与え

るのが第 4 章第 1 節で私法上の性質として述べたコンセンサス・アプロ

ーチである。コンセンサス・アプローチに基づけば、当該仮想通貨等の

P2P ネットワークに参加する者は、あらかじめ上述のようなファイナリ

ティ問題が存することに合意しており、確率論的に事実上、新規発行の

コインが当該者に帰属していくことに合意していると考えられる。さす

れば、保証作業に成功した時点又は実際に使用可能となった時点のいず

れかの時点で新規発行益を所得として認識することが可能である。PoW

に限らず、分散型 DLT を採用する仮想通貨等では、同様にコンセンサ

ス・アプローチを適用することで、所得の帰属についての解決策を導く

ことができる。  

保証作業 に成 功し た時 点又は実際に使用可能となった時点のいずれ

                                                
2 3 0  こ の 点 、 安 河 内 氏 は 「 マ イ ニ ン グ に よ り 新 た に 得 た 通 貨 を 収 益 に 計 上 す る 時 期

は 、 支 払 手 段 と し て 利 用 可 能 な 価 値 の 流 入 が あ っ た 時 点 と す べ き で あ る 。 具 体 的 に

は 、ブ ロ ッ ク が 承 認 さ れ た と き … で あ る 。」 (前 掲 注 35、421 頁 )と し て い る が 、フ ァ

イ ナ リ テ ィ 問 題 は 課 税 時 期 を 決 定 す る 上 で 検 討 を 要 す る 問 題 で あ る と 筆 者 は 考 え る 。 
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の時点で所得を認識すべきかについては、コンセンサス・アプローチに

よっても法律上の権利の取得ないし確定を観念することは、仮想通貨等

の仕組みやウォレットが単なる残高の価値記録に過ぎないことから、や

はり難しい。したがって、原則的な権利確定主義によるのではなく、管

理支配基準を適用し、実際に使用可能となった時点で、当該仮想通貨等

の所得を認識すべきである 2 3 1。  

しかし、我が国においては含み益の段階で課税することはなじまない

ものと考えられるから、現実には当該仮想通貨等が使用又は法定通貨に

交換された際に利益が実現したと解して課税するほかないと考える。  

2  事業所得該当性の検討  

保証作業を「事業」として営んでいる場合には、事業所得と区分され

ることが妥当である。  

所法第 27 条第 1 項では「事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売

業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所

得 (山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。」と規定され

ており、所令第 63 条では、「法第 27 条第 1 項 (事業所得 )に規定する政令

で定める事業は、次に掲げる事業 (不動産の貸付業又は船舶若しくは航空

機の貸付業に該当するものを除く。 )とする。」として、同令同条第 1 号

～第 11 号で、農業、林業及び狩猟業、漁業及び水産養殖業、鉱業 (土石

採取業を含む。 )、建設業、製造業、卸売業及び小売業 (飲食店業及び料

理店業を含む。 )、金融業及び保険業、不動産業、運輸通信業 (倉庫業を

含む。)、医療保健業、著述業その他のサービス業が例示列挙され、同令

                                                
2 3 1  現 在 の と こ ろ 、 参 加 者 の 多 い P2P ネ ッ ト ワ ー ク を 有 す る 仮 想 通 貨 等 で は 、 ほ と

ん ど の 場 合 、 新 規 発 行 に 成 功 し た 日 と 同 日 に 使 用 可 能 と な る こ と か ら 、 現 時 点 で は

こ の 問 題 は さ ほ ど 大 き な 問 題 で は な い 。  
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同条第 12 号では「前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行

なう事業」として包括的に規定されている。すなわち、事業所得に該当

するには「対価性」「継続性」「事業性」を具備することを要する 2 3 2。  

「対価性」は、保証作業により実際に所得を得ているのであるから満

たすものであるが、「継続性」及び「事業性」を当該保証作業が満たすか

否かが問題である。  

弁護士の顧問料が給与所得か事業所得かが争われた最二判昭和 56 年

4 月 24 日  (民集 5 巻 3 号 672 号 )では、「事業所得とは、自己の計算と危

険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して

遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」

と判示している。この判示の文言のうち、「営利性」は所令第 63 条第 2

号の「事業性」に、「有償性」は「対価性」を指していると考えられる。

加えてこの判示は、新たに「独立性」と「社会的地位」を要件とするだ

けでなく「継続性」に関しては本人の「意志」の必要性を判示している。  

これらを整理すると、事業所得に該当するためには、 ( i)継続性とその

意志、( i i )独立性、( i i i )対価性 (有償性 )、( iv)事業性 (営利性 )、(v)社会的地

位の 5 つの要件を満たす必要がある。  

この点、保証作業は、本人の意志により独立して行われ、その対価と

して報酬を受け取るのであるから、( i)継続性とその意志 2 3 3、( i i )独立性

2 3 4、 ( i i i )対価性 (有償性 )については、保証作業を行い対価を得た時点で

                                                
2 3 2  「 事 業 」 に つ い て 所 得 税 法 で は 定 義 規 定 が な く 、 そ の 意 義 や 範 囲 に つ い て は 争

い が あ る 。ま た 、所 得 税 法 で は 、事 業 所 得 、不 動 産 所 得 (所 法 第 26 条 )、山 林 所 得 (所
法 32 条 )の 必 要 経 費 の 計 算 に お い て 、 所 法 第 51 条 、 所 法 第 52 条 、 所 法 第 57 条 で

「 事 業 」 と い う 文 言 を 使 用 し て お り 、 所 得 税 法 内 で 必 ず し も 統 一 的 な 解 釈 と は 言 え

な い 部 分 が あ る 。 こ こ で は 、 保 証 作 業 の 事 業 所 得 該 当 性 を 論 じ て い る こ と か ら 、 当

該 問 題 に つ き 触 れ る に と ど ま る 。  
2 3 3  実 際 に は 、 保 証 作 業 に 要 す る 設 備 を オ ン に す る だ け で 継 続 的 に 保 証 作 業 が 行 わ

れ る 。 こ の オ ン に す る 行 為 に 本 人 の 意 志 が 反 映 さ れ て い る と 考 え ら れ る 。  
2 3 4  特 定 の P2P ネ ッ ト ワ ー ク に お い て 、 そ の 仮 想 通 貨 等 の 保 証 作 業 に 参 加 す る 者 た

ち は 、同 一 の 問 題 の 解 を 求 め 、解 を 得 ら れ る の は 一 者 の み で あ る 。こ の 点 、当 該 P2
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満たすものと解せる。他方で、 ( iv )事業性 (営利性 )、 (v)社会的地位につ

いては検討を要する。  

 

(v)社会的地位について、株式の信用取引による所得が雑所得とされた

ことを不服として争われた大阪高判昭和 50 年 3 月 26 日 (税資 80 号 578

頁 ) 2 3 5では、「本件株式取引における売買回数や売買株数、それに原告は、

昭和 43 年以来今日まで、多額の資本を投入して、継続的に株式の信用

取引をしており、昭和 44 年 3 月には、事業として株式の信用取引を行

う意図の下に、青色申告の承認申請もなしていることを考慮すると、営

利性、有償性及び継続性、反覆性については充分これを具備していると

いいうる」として、 ( i)継続性とその意志、 ( i i i )対価性 (有償性 )、 ( iv)事業

性 (営利性 )は認められつつも、「取引の種類、取引における自己の役割、

取引のための人的・物的設備の有無、資金調達方法、取引に費した精神

的、肉体的労力の程度、その者の職業・社会的地位などの諸点が検討さ

れなければならない」とし、結果的に ( i i )独立性、 (v)社会的地位が認め

られないと判示されている 2 3 6。特に、社会的地位が認められない根拠

として、当該信用取引が、継続して安定した生計を得ることの困難性が

挙げられている 2 3 7。  

                                                                                                                                          
P ネ ッ ト ワ ー ク 全 体 で み れ ば 、 複 数 の 者 が 共 同 で 同 一 の 保 証 作 業 を 試 み て い る 点 か

ら 「 独 立 性 」 を 否 定 す る こ と も 惹 起 さ れ る が 、 所 得 税 は 個 人 に 掛 か る 租 税 で あ り 、

参 加 者 の う ち の 一 者 に 着 眼 す れ ば 「 独 立 性 」 を 有 す る と 解 せ る 。  
2 3 5  一 審 、 二 審 と も 納 税 者 が 敗 訴 し 、 上 告 が 棄 却 さ れ 確 定 し た 。  
2 3 6  な お 、 現 行 所 得 税 法 上 、 株 式 の 信 用 取 引 は 申 告 分 離 課 税 の 対 象 で あ る 。  
2 3 7  他 に も 、 同 判 示 は 、 当 該 信 用 取 引 が 事 業 と し て 認 め ら れ る た め に は 「 特 別 の 資

金 調 達 手 段 の 存 在 、 人 的 物 的 設 備 の 具 備 、 専 門 的 な 調 査 研 究 の 実 行 等 」 の 「 特 別 の

事 情 」 が 必 要 と さ れ た 。 保 証 作 業 に 当 て は め る な ら ば 、 資 金 調 達 の 手 段 は 多 様 化 し

て お り 、 ど の よ う な 手 段 に よ り 資 金 調 達 を し た と し て も 事 業 は 遂 行 可 能 で あ る こ と

か ら 資 金 調 達 手 段 の 存 在 は 重 要 性 に 乏 し い し 、 ま た 、 保 証 作 業 は ス マ ー ト ホ ン で も

可 能 で あ る こ と か ら ス マ ー ト ホ ン 所 持 者 で あ れ ば 物 的 設 備 を 具 備 し て い る し 、 現 代

に お い て 専 門 的 な 調 査 研 究 は イ ン タ ー ネ ッ ト を 通 じ た 方 が む し ろ 情 報 が 早 い た め 、

保 証 作 業 に お い て は こ れ ら を 満 た す と 考 え ら れ る 。  
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したがって、保証作業が事業所得に該当するか否かは、結局のところ、

生活を維持できるほどの所得が発生しているか否か (以下、「生活維持基

準」という。)によって判断されるべきであり、この点に ( iv)事業性 (営利

性 )、 (v)社会的地位という要件が内包されていると解せる。生活維持基

準については、「『生活を維持できるような活動結果を客観的に期待し得

る程度の活動』と理解すればよい 2 3 8」と考えられ、結果的に生活を維

持するに至らなかったとしても、かように期待されれば足りる。  

 

では、生活維持基準を満たす活動結果としての客観的な所得の多寡は

いかほどであろうか 2 3 9。ここでは、単身世帯を前提として、 3 つのメ

ルクマールを検討する。  

第一に、生活保護費に着眼する方法が考えられる。我が国では、憲法

第 25 条で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利

を有する。」とし、具体的に生活保護法及び同施行令、同施行規則で国及

び自治体の給付・負担すべき金額が規定されている。ただし、生活保護

法では「その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程

度において行う」 (同法第 8 条 )とされているから、所得税法上の事業所

得該当性について生活維持基準を勘案する際は、その者の金銭又は物品

で満たすことのできない不足分だけでなく、その者の金銭又は物品の収

入に掛かる部分がなかったとしたら受給できる金額を参考とすべきであ

る 2 4 0。実際はその者の家族構成等の種々の条件によって受給額が異な

                                                
2 3 8  酒 井 克 彦 「 事 例 か ら 探 る 税 務 上 の 『 事 業 』 の 判 断 ‐ 所 得 税 法 上 の 『 事 業 』 概 念

再 考 」 税 理 61 巻 6 号 (2018 年 、 5 月 )、 84 頁 。  
2 3 9  事 業 所 得 該 当 性 は 多 く 論 じ ら れ て き た が 、 具 体 的 な 判 定 基 準 に ま で 落 と し 込 ま

な け れ ば 、 机 上 の 空 論 と な り か ね な い 。 こ こ で は 具 体 的 な 基 準 に 落 と し 込 む こ と を

試 み る 。  
2 4 0  厚 生 労 働 省「 生 活 保 護 制 度 の 現 状 に つ い て 」 (2017 年 5 月 11 日 )に よ れ ば 、生 活

保 護 費 負 担 金 (事 業 費 ベ ー ス )3 .8404 兆 円 を 生 活 保 護 受 給 者 数 2,141 ,881 人 で 除 す と 、
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ることとなるが、その金額が生活維持基準を満たすために「生活を維持

できるような活動結果」として期待される所得の金額、すなわち事業所

得該当性を論じる上での一つのメルクマールとなる。  

第二に、最低賃金でフルタイムの労働をした場合に得られる所得金額

も一つのメルクマールとなり得る 2 4 1。ただし、当該所得金額が必ずし

も生活維持基準に期待される必要最小限の所得ではないことに注意が必

要である。  

第三に、家計収支における消費支出の金額も支出面から生活維持基準

を満たす所得金額を逆算するために役立つ 2 4 2。ただし、この場合の支

出額は、平均的な所得を有する者の支出額であるから、生活維持基準に

期待される必要最小限の所得を勘案する上では、この点を考慮する必要

がある 2 4 3。  

 

以上のように考えれば、保証作業が生活維持基準を満たす限りにおい

て、当該保証作業から得られる所得は事業所得に該当すると考えらえる。

しかし、仮想通貨等を通貨等と解する場合、当該保証作業による新規発

行益は、所得税法の歴史上個人に帰属し得なかった所得であるから、今

までの所得税法上観念されてきた所得と同列に論じてよいものか疑問は

                                                                                                                                          
一 人 当 た り お よ そ 179,300 円 /年 と な る 。た だ し 、こ の 値 は あ く ま で も 、不 足 分 に 対

す る 支 給 額 で あ る か ら 、 そ の 者 に 他 の 所 得 等 が あ る 場 合 に そ の 部 分 が 差 し 引 か れ て

い る 。  
2 4 1  例 え ば 、 東 京 で あ れ ば 932 円 ×8 時 間 ×260 日 ＝ 1,944 ,800 円 /年 で あ る 。  
2 4 2  統 計 局「 家 計 調 査 報 告 (家 計 収 支 編 )― 平 成 29 年 (2017 年 )平 均 速 報 結 果 の 概 要 ― 」

に よ れ ば 、 2017 年 次 の 単 身 世 帯 の 消 費 支 出 は 161,623 円 /月 で あ る 。 単 純 に 年 額 に

直 せ ば 、 1,939 ,476 円 /年 と な り 、 最 低 賃 金 の 年 間 労 働 所 得 と お お よ そ 一 致 す る 。  
2 4 3  以 上 の よ う な 事 業 所 得 該 当 性 の 判 断 基 準 は 、 政 府 及 び 厚 生 労 働 省 が 推 し て い る

「 柔 軟 な 働 き 方 」 に お け る 副 業 ・ 兼 業 の 所 得 区 分 を 検 討 す る 上 で も 参 考 と な る 。 副

業 ・ 兼 業 が 無 条 件 で 雑 所 得 に 区 分 さ れ る の で あ れ ば 、 税 制 が こ の 方 針 に 背 馳 し か ね

な い 。厚 生 労 働 省「 副 業 ・ 兼 業 の 推 進 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン 」 (2018 年 1 月 )に つ い

て は 以 下 の URL を 参 照 。 (ht tps : / /www.mhlw.go . jp / f i l e / 06-Se isaku jouhou-1120000
0-Ro udo uki junkyo ku/0000192844 .pdf )  

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf
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残る。  

なお、保証作業においては、株式の信用取引のような価格変動のリス

クが実際の損害となることは通常考えられない。保証作業に掛かる費用

がそこから得られる収益を上回るようであれば、当該保証作業自体を停

止すれば良いからである。  

3  一時所得該当性の検討  

所法第 34条第 1項では、「一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産

所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所

得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所

得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないも

のをいう。」と規定されている。すなわち、 ( i)利子所得ないし譲渡所得

に該当しないこと、( i i )営利を目的とする継続的行為から生じた所得でな

いこと、 ( i i i )一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価とし

ての性質を有さないことの 3つを満たせば、一時所得に該当することと

なる。法源ではないが、所基通 34－ 1では、一時所得の例示として、懸

賞の賞金品、福引の当選金品、競馬の馬券・競輪の車券の払戻金等が例

示列挙されている。  

ビットコインをはじめとする PoWを採用する仮想通貨等では、新規発

行のための nonce探しは「くじ引き」のようなものと説明されている 2 4 4。

したがって、その性質上、上記 ( i)～ ( i i i )の要件を満たすのであれば、一

時所得に該当することも考えられる。PoWの保証作業が一時所得に該当

するかについては、いわゆる馬券訴訟の判例が拠りどころとなる。最三

                                                
2 4 4  斉 藤 賢 爾 「 ビ ッ ト コ イ ン と い う シ ス テ ム 」 法 と コ ン ピ ュ ー タ 学 会 研 究 報 告 第 39
回 (2015 年 7 月 )、22 頁 。デ ロ イ ト ト ー マ ツ「 ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン 技 術 に お け る 国 際 競

争 力 強 化 」 (2016 年 4 月 )、 13 頁 。ア ン ド レ ア ス・ M・ア ン ト ノ ブ ロ ス『 ビ ッ ト コ イ

ン と ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン ‐ 暗 号 通 貨 を 支 え る 技 術 』 (NTT 出 版 、 2017 年 6 月 )。  
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判平成 27年 3月 10日 (刑集第 69巻 2号 434頁 )では、「営利を目的とする継続

的行為から生じた所得であるか否かは、文理に照らし、行為の期間、回

数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を

総合考慮して判断するのが相当である」とし、「いずれの所得区分に該当

するかを判断するに当たっては、所得の種類に応じた課税を定めている

所得税法の趣旨、目的に照らし、所得及びそれを生じた行為の具体的な

態様も考察すべき」旨を判示している。そこで、当該馬券購入が「馬券

を自動的に購入するソフトを使用して (ア )独自の条件設定と計算式に基

づいてインターネットを介して (イ )長期間にわたり多数回かつ頻繁に

(ウ )個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払

戻金を得ることにより多額の (エ )利益を恒常的に上げ、(オ )一連の馬券の

購入が一体の経済活動の実態を有するといえる」 (記号は筆者。 )として

雑所得として認められた。  

この判例に対し、統計学的視点から考察を加えている論文 2 4 5では、

上記 (ア )～ (オ )に対し、それぞれ、(ア ’ )統計学的に資金回収率の期待値が

100％以上となる馬券を選別できるモデルを構築、 (イ ’ )大数の法則によ

って計算上の期待値に安定的に収束するに足りる十分多数のレースで馬

券を購入、 (ウ ’ )モデルが必要とする買い目の全てを網羅的に購入、 (エ ’ )

統計学的に期待値 (100％以上 )に収束する、(オ ’ )全購入金額に対する払戻

金の期待値と大数の法則を用いた購入で多くの外れ馬券が出ることも含

めて反復継続することによって全体としての利益を出す手法、という説

明がなされており、当該最高裁判決の正当性が統計学的視点からも合理

的であることが示されている。  

                                                
2 4 5  上 田 正 勝 「 継 続 的 行 為 と 所 得 の 性 質 決 定 と の 関 係 に つ い て ‐ イ ン タ ー ネ ッ ト を

利 用 し た 競 馬 の 馬 券 の 払 戻 金 の 課 税 関 係 を 中 心 と し て ‐ 」 税 務 大 学 校 論 叢 第 81 号

(税 務 大 学 校 、 2015 年 7 月 )。  
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PoWを採用する仮想通貨等との関係で検討すると、 (ア ’ )～ (オ ’ )は、前

述のとおり、期待値が負になるのであれば保証作業自体を停止すれば良

いだけであるので、保証作業を継続しているのであれば、満たすものと

考えられる。また、最高裁判決の (ア )についても、 PoWの保証作業はあ

らかじめ定められたプロトコルによって自動的に演算されるものである

から該当する 2 4 6。 (イ )及び (ウ )については、保証作業を行う者の意志次

第であるが、保証作業に用いる設備を起動していれば、基本的に反復継

続して演算が繰り返されるため、当該設備を起動している限りにおいて

満たすと考えられる。(エ )及び (オ )についても、(ア ’ )～ (オ ’ )と同様の理由

で満たすものである。  

したがって、PoWを採用する仮想通貨等の保証作業から得られる所得

の一時所得該当性は否定される。  

4  雑所得該当性の検討  

一時所得該当性が否定されたところ、直ちに雑所得に該当するとは言

い切れない。所法第 35 条第 1 項では「雑所得とは、利子所得、配当所

得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得

及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。」と規定されている。

すなわち、雑所得は利子所得ないし一時所得に該当しない全ての所得が

該当すると考えられ、包括所得概念を採用する我が国の所得税法上バス

ケットカテゴリとして機能している。一般に、ある所得が事業所得に該

当するか雑所得に該当するかによって損益通算の範囲が異なることから、

これらの区分は納税者にとって重大な問題である。  

                                                
2 4 6  こ の 点 は 「 独 自 の 条 件 設 定 と 計 算 式 」 と 言 え る か 否 か の 議 論 の 余 地 は あ る が 、

演 算 処 理 を す る CPU の 選 択 や よ り 効 率 的 な 計 算 設 備 の 用 意 は 当 該 者 の 独 自 の 意 思

に 依 る も の で あ り 、 当 該 最 高 裁 判 決 の 趣 旨 に 反 す る も の で は な い と 考 え ら れ る 。  
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PoW を採用する仮想通貨等は、前記のとおり、事業所得に該当しなけ

れば雑所得に該当することが妥当であると考えらえるが、ここで問題と

なるのは、PoW 以外の CA を採用する仮想通貨等の保証作業による所得

が雑所得以外に該当する可能性があるかという点である。 CA も日々開

発が進められており、様々な性質のものが誕生している。今後も増加の

一途であろう。各 CA をそれぞれ検討することは、納税者の予測可能性

の観点からも執行上の観点からも現実的ではない。  

ここでこれらの問題の有効な打開策として、保証作業を特定の仮想通

貨等の P2P ネットワークを維持するための貢献、すなわち役務提供と捉

え、保証作業の報酬を、当該役務提供の対価と捉えることである。この

ように考えれば、いずれの CA を採用する仮想通貨等であっても個別に

CA を検討する必要性はなく、一律に論じることが可能となる。すなわ

ち、当該役務提供の対価が、前述した事業所得の要件を満たすのであれ

ば、事業所得に該当し、満たさないのであれば雑所得に該当させればよ

い。  

しかし、ここでも一つの問題が惹起される。それは当該仮想通貨等が

通貨性ないし高度な流通性を有するか否かによって、やはりその役務提

供の対価の性質は異なるのではないかという問題である。通貨性を有す

る仮想通貨等の場合、当該役務提供の対価の一部は通貨等の新規発行益

であり、繰り返すが、これは我が国の所得税法上、個人に帰属する所得

として観念されたことのない所得としての性質を有する。租税法律主義

に立脚すれば、現行所得税法上、利子所得ないし一時所得に該当しなけ

れば雑所得となるが、当該新規発行益は雑所得に分類される所得の中で

も異質な所得であり、違和感を覚えざるを得ないのである。  

なお、保証作業から生じるもう一方の取引承認益は、単に保証作業と
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いう役務提供の対価として捉えることができるため、それ自体が特段問

題とはならないと考えられる。  

5  必要経費の取扱い  

所法第 37条第 1項では「その年分の不動産所得の金額、事業所得の金

額又は雑所得の金額 (事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐

採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第 35条第 3項 (公的年

金等の定義 )に規定する公的年金等に係るものを除く。 )の計算上必要経

費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の

総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要し

た費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得

を生ずべき業務について生じた費用 (償却費以外の費用でその年におい

て債務の確定しないものを除く。 )の額とする。」と規定されている。し

たがって、保証作業が事業所得、雑所得いずれに該当したとしても、当

該総収入金額を得るために直接に要した費用の額及びその年における販

売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費

用は控除できる。具体的には、保証作業に用いる場所の賃借料、設備購

入費、通信費、電気代、設備冷却に要する水道代等、保証作業のために

要した費用等のすべてが該当すると考えられる。  

第３節  クラウドマイニングで得た所得  
クラウドマイニング 2 4 7とは、「マイニング事業から分配を受けるため

に  その事業に資金を提供し、拠出した金額に応じてビットコインを得る

方法 2 4 8」と説明される。この説明は仮想通貨等一般を説明する上では

                                                
2 4 7  マ イ ニ ン グ の 類 型 と し て こ の ほ か に も 、 プ ー ル マ イ ニ ン グ と 呼 ば れ る も の も あ

る 。  
2 4 8  安 河 内 誠「 仮 想 通 貨 の 税 務 上 の 取 扱 い ― 現 状 と 課 題 ― 」税 務 大 学 校 論 叢 第 88 号
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不十分である。国内の事業者の当該サービスの説明を踏まえると次のよ

うに説明できる 2 4 9。クラウドマイニングとは、高度かつ膨大な計算処

理が可能なコンピュータとその稼働と冷却を行うための安定した電力を

要するマイニングに対し、クラウドマイニング事業者が所有する当該設

備の一部を貸出し、当該設備でマイニングに成功した場合、該当の仮想

通貨等を受け取ることができるサービスである。換言すれば、当該設備

の賃借料として一定額を法定通貨で支払い、マイニングに成功した際に

マイニング対象に選んだ仮想通貨等を取得することができるサービスが

クラウドマイニングである。  

通常、個人がクラウドマイニング事業を行うことは困難であると考え

られるから、所得税法上の取扱いを中心とする本論文では、クラウドマ

イニング事業に資金を提供し、当該クラウドマイニング事業者からその

対価を得た個人の所得について論ずる。  

この場合、前節で述べた事業所得該当性を満たすのであれば、賃借料

等を必要経費とした上で、クラウドマイニング事業者から受け取った仮

想通貨等を事業所得として認識すべきである。仮に前節で述べた事業所

得の要件を満たさない場合には、雑所得に区分されることとなる。所得

の帰属の時期は、当該クラウドマイニング事業者から仮想通貨等を受け

取った時点で管理支配基準を満たすと考えられるが、実際に当該仮想通

貨等を使用又は交換等した際に利益が実現したとして課税するのが現実

的である。  

第４節  犯罪行為により取得した仮想通貨等の所得  

                                                                                                                                          
(税 務 大 学 校 、 2017 年 6 月 )、 422 頁 。  
2 4 9  こ こ で は 、 GMO-Z .com Swi tze rland AG が 行 う 「 Z. com Cloud Mining」 と い

う サ ー ビ ス を 採 り 上 げ て い る 。詳 し く は 以 下 の URL を 参 照 。 (h t tps : / / c loudmin ing.
z . com/ ja /our-o f fe r / )  

https://cloudmining.z.com/ja/our-offer/
https://cloudmining.z.com/ja/our-offer/
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包括所得概念を採用する我が国の所得税法上、仮想通貨等を不正に入

手した場合に実現した所得もまた所得税の課税対象であると考えられる。

この点は、利息制限法の上限を超えた違法利息が所得税法上の所得か否

かが争われた最三判昭和 46 年 11 月 9 日 (民集 25 巻 8 号 1120 頁 )が参考

となる。  

当該最高裁判決では、「課税の対象となるべき所得を構成するか否か

は、法律的性質いかんによって決せられるものではな」く、「現実に収受

された約定の利息・損害金の全部が貸主の所得として課税の対象となる

ものというべきである」旨が判示されている。また、「利息制限法を超過

する金銭消費貸借契約の利息は、そもそも約定自体が無効であり。約定

の履行期の到来によっても利息を生じる理由がない」ことから、「貸主は

借主が任意で支払いを行うかも知れないことを事実上期待しうるにとど

まるのみで収入実現の蓋然性があるものということはできない」ことや

「法律上その履行を強制するためのいかなる手段も有しない」ことを根

拠に違法利息の未収分については現行の所法第 36 条第 1 項における「収

入すべき金額」に該当しない旨を示した。  

本論文との関係で重要となるのは、 ( i)違法な所得であっても所得税法

上の所得に該当すること、( i i )違法な所得のうち未実現の所得は収入実現

の蓋然性により判断されるという点である 2 5 0。  

仮想通貨等に関する犯罪行為による収入は大きく分けて 4 つが考えら

れる。1 つ目は、分散型 DLT に 51%攻撃を仕掛けすべての取引を改竄す

る方法である。 2 つ目は、取引所等又は個人の仮想通貨等のウォレット

にサイバー攻撃を仕掛け不正に仮想通貨等を取得する方法である。 3 つ

                                                
2 5 0  な お 、法 源 で は な い が 所 基 通 36－ 1 で は「 法 第 36 条 第 1 項 に 規 定 する『 収 入 金

額 と す べ き 金 額 』又 は『 総 収 入 金 額 に  算 入 す べ き 金 額 』は 、そ の 収 入 の 基 因 と な っ

た 行 為 が 適 法 で あ る か ど う か を 問 わ な い 。」 と さ れ て い る 。  
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目は、コンピュータウイルス等によって自身又は他者の WEB サイトに

アクセスした者のコンピュータやスマートホンの演算能力を勝手に使用

しマイニング等の保証作業を行わせる方法である。 4 つ目は、従来から

ある古典的な詐欺によるものである。  

いずれの犯罪行為により得た仮想通貨等も、 ( i)の点から所得税法上の

所得を構成すると考えられるが、通貨性を有する仮想通貨等と通貨性を

有さない仮想通貨等では収入実現の蓋然性が異なる。すなわち、通貨性

を有する仮想通貨等は、容易に使用・交換が可能であるが、通貨性を有

さない仮想通貨等は容易に使用・交換が可能ではない。したがって、( i i )

の点について上記判例に従うならば、通貨性を有さない仮想通貨等の場

合、収入実現の蓋然性は認められず、実現するまでは所得税の課税対象

とは解せない。  

 

関連して、他者の不正な行為により仮想通貨等を逸失した場合に、逸

失した者が交換業者から金銭による補償を受けた場合の取扱いについて、

タックスアンサー No.1525 で公的見解が示されている。所法第 35 条及

び第 36 条を根拠とし、受領した補償金と同額で仮想通貨等の売却を行

ったものとして、本来仮想通貨等を売却した際に生じるべき所得となる

旨が示されている。したがって、当該補償金は原則雑所得に区分すると

いうのが公的見解であるが、補償金が本来生ずべき所得の代替的金銭補

償であるならば、次節で論ずるように、他の所得区分該当性も検討しな

ければならない。  

第５節  仮想通貨等の使用・売却により得た所得  
仮想通貨等を使用・売却し、利益を法定通貨で得た場合に、当該利益
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がいずれの所得区分に属するかについて検討する。資金決済法で仮想通

貨が定義される以前の先行研究では、譲渡所得該当性も指摘されるとこ

ろであったが 2 5 1、国税庁見解では、事業所得に該当しない限り、原則

として雑所得に区分されることが示されている。また、タックスアンサ

ー No.1524 では「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合

の課税関係」と題し、ビットコインを使用することで生じた利益が所得

税の課税対象であり、「ビットコインを使用することにより生じる損益

(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益 )は、事業所得等

の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、

雑所得に区分され」ることを、所法第 27 条 (事業所得 )、第 35 条 (雑所得 )、

第 36 条 (必要経費 )を根拠に示している。ここで注視すべきは、ビットコ

インを使用することで生じる損益を「邦貨又は外貨との相対的な関係に

より認識される損益」としてかっこ書きで説明している点である。当該

タックスアンサーでは、ビットコインにおける当該損益を為替差損益の

ように認識していると解釈できる。  

1  譲渡所得該当性の検討  

所法第 33条第 1項では、「譲渡所得とは、資産の譲渡 (建物又は構築物

の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土

地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条にお

いて同じ。)による所得をいう。」と規定されている。したがって、「資産

の譲渡」に該当するのであれば原則として譲渡所得に該当すると解する

                                                
2 5 1  片 岡 義 広 「 ビ ッ ト コ イ ン 等 の い わ ゆ る 仮 想 通 貨 に 関 す る 法 的 諸 問 題 に つ い て の

試 論 」金 融 法 務 事 情 No.1998(2014 年 7 月 )、44 頁 。金 融 取 引 法 部「 ビ ッ ト コ イ ン 等

の い わ ゆ る 仮 想 通 貨 の 我 が 国 の 各 種 公 法 等 に お け る 位 置 付 け 」 法 律 実 務 研 究 30 号

(東 京 弁 護 士 会 、2015 年 3 月 )、88 頁 。児 島 記 代「 仮 想 通 貨 の 一 研 究 － ビ ッ ト コ イ ン

の 会 計 と 税 務 － 」 Rese arch paper  ser ies  73 号 (千 葉 商 科 大 学 経 済 研 究 所 、 2017 年

3 月 )、 26 頁 。  
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ことができるが、同条第 2項で「次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれ

ないものとする。」と除外規定を設け、同項 1号では、「たな卸資産 (これ

に準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的

として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得」を挙げている。  

所得税法上、「資産」の定義規定はないが、「資産とは、讓渡性のある

財産権をすべて含む観念で、動産・不動産はもとより、借地権、無体財

産権、許認可によって得た権利や地位などが広くそれに含まれる 2 5 2」

ものであり、財産的価値である仮想通貨等が所得税法上の「資産」に該

当することには異論はなかろう 2 5 3。また、同項にいう「譲渡」とは、「有

償であると無償であるとを問わず所有権その他の権利の移転を広く含む

観念 2 5 4」であるから、仮想通貨等に仮に所有権が観念できないとして

も、その譲渡はこれに該当すると考えられる。  

東京地判平成 24年 7月 6日 (未公刊 )では、外貨と円貨との交換も「資産

の譲渡」に含まれると解すべき旨が判示されており 2 5 5、通貨性を有す

る仮想通貨等の譲渡も同条にいう「資産の譲渡」に含まれるものと考え

られる。  

譲渡所得課税の趣旨は、「一般に、讓渡所得に対する課税は、資産の

値上りによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資

産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算して課

税する趣旨のもの 2 5 6｣であるから、いわゆるキャピタルゲインに対し、

                                                
2 5 2  清 永 敬 次 『 税 法 〔 第 7 版 〕』 (ミ ネ ル ヴ ァ 書 房 、 平 成 20 年 )、 93 頁 。  
2 5 3  な お 、 法 源 で は な い が 、 所 基 通 33－ 1 で は 「 譲 渡 所 得 の 基 因 と な る 資 産 と は 、

法 第 33 条 第 2 項 各 号 に規 定 す る 資 産 及 び 金 銭 債 権 以 外 の 一 切 の 資 産 を い い 、当 該 資

産 に は 、 借 家 権 又 は 行 政 官 庁 の 許 可 、 認 可 、 割 当 て 等 に よ り 発 生 し た 事 実 上 の 権 利

も 含 ま れ る 」 と し て い る 。  
2 5 4  前 掲 注 224、 248 頁 。  
2 5 5  筆 者 は 東 京 地 裁 に 赴 い た が 、 判 決 原 文 を 閲 覧 す る こ と は で き な か っ た 。 そ の た

め 、 こ の 判 決 原 文 の 記 載 は 、 前 掲 注 224、 金 子 宏 『 租 税 法 [第 23 版 ]』 249 頁 か ら 引

用 し て い る 。  
2 5 6  最 三 判 昭 和 47 年 12 月 26 日 (民 集 26 巻 10 号 2083 頁 )  
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当該資産の増加益が実現した際に課税することである。そして、「資産の

讓渡による所得の分類については、一般論としては、所有者の意思によ

らない外部的条件の変化に基因する資産価値の増加は、讓渡所得にあた

り、所有者の人的努力と活動に起因する資産価値の増加は、事業所得や

雑所得にあたる、と考えるべき 2 5 7」である。仮想通貨等の財産的価値

の増加は、所有者の意思によらない外的条件の変化に基因するものであ

ることは第 4章第 2節で示した。  

したがって、第一にここで問題となるのは、仮想通貨等の譲渡が、譲

渡所得から除外される要件として同項第 2号でいう ( i )営利を目的として、

( i i )継続的に行なわれる行為か否かである。  

仮想通貨等の譲渡が、「 ( i)営利を目的として」行われているか否かは、

当該仮想通貨等を管理支配する者の主観的意思による部分が大きい。多

くの仮想通貨等はその仮想通貨等で実現したい理念を掲げており、その

理念に共感した者が当該理念の実現のための一助として当該仮想通貨等

を管理支配しているとも考えられる。この場合、必ずしも「営利を目的」

としているとは言えない。「営利を目的として」いるか否かは主観的な要

素であり、これを客観的な基準として落とし込んだものが、当該譲渡が

「 ( i i )継続的に行なわれる行為」か否かという判断であると解すべきであ

る。すなわち、「営利を目的として」いるのであれば、仮想通貨等の譲渡

は、その市場価格の変動に応じて利益が生じるように反復継続して行わ

れると考えられる 2 5 8。  

では、同項第 2号にいう「継続的に行われる行為」という「継続性」

は何を基準に判断されるべきであろうか。名古屋地判昭 46年 12月 10日

                                                
2 5 7  前 掲 注 224、 252 頁 。  
2 5 8  通 常 、 個 人 に お い て 「 営 利 を 目 的 と し な い 反 復 継 続 的 な 資 産 の 譲 渡 」 は 合 理 性

に 欠 く こ と か ら 観 念 で き な い も の で あ る し 、 検 討 の 重 要 性 に 乏 し い 。  
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(税資 63号 2828頁 )では、「営利を目的として継続的に行なわれる資産の

譲渡による所得に該当するかどうかの判断基準は、イ )譲渡人の既応にお

ける資産の売買回数、数量又は金額および売買の相手方、ロ )売買のため

の資金繰り、ハ )売買を行うための施設、売買にあたっての広告宣伝等の

方法、二 )当該譲渡にかかる資産の取得および保有の状況等を綜合して判

断するのが妥当である」と判示している。また、昭和 61年から平成 7年

の間に行った絵画の売買についての譲渡所得該当性につき、東京地判平

成 10年 6月 23日 (税資 232号 698頁 )では、「その者の行っている資産の譲渡

の客観的な態様・状況からみて経常的、計画的に発生する所得か否かを

判断すべきであり、具体的には、①譲渡人の既往における資産の売買回

数、数量又は金額、②売買のための資金繰り、③当該譲渡に係る資産の

取得及び保有の状況等を総合して判断するのが相当である」としている。

譲渡の対象物がそれぞれ異なるが、裁判例の「継続性」の判断に関する

「資産の売買回数、数量又は金額」及び「譲渡に係る資産の取得及び保

有の状況等」という判示部分は一致している。  

 

ところで、平成元年 3月までは、有価証券の譲渡が原則非課税であっ

た。ただし、非課税当時の旧所法第 9条第 1項第 11号イでは、継続して有

価証券を売買することによる所得に対しては課税されると規定されてい

た。この「継続して」という点につき、所得税法の全面改正が行われた

昭和 40年施行の旧所令第 26条第 1項では、「…有価証券の売買を行う者の

最近における有価証券の売買の回数、数量又は金額、その売買について

の取引の種類及び資金調達の方法、その売買のための施設その他の状況

に照らし、営利を目的とした継続的行為と認められる取引から生じた所

得とする。」と規定し、同条第 2項では、「前項の場合において、同項に
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規定する者のその年中における株式又は出資の売買が次の各号に掲げる

要件に該当するときは、その他の同項に規定する取引に関する状況がど

うであるかを問わず、その者の有価証券の売買による所得は、同項の規

定に該当する所得とする。一 .その売買の回数が 50回以上であること。二 .

その売買をした株数又は口数の合計が 20万以上であること。」と規定さ

れていた。その後、昭和 62年に「 50回」を「 30回」に、「 20万」を「 12

万」に改正がなされた。  

つまり、「売買回数 30回以上又は売買株数 (口数 )12万以上」に該当すれ

ば、「営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡」であるとして譲渡

所得該当性は否定されていたところ、「売買回数 30回未満かつ売買単位 1

2万未満」であれば、「営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡」

に該当しないと法源として定められていたわけである。  

本施行令は平成元年に廃止されたが、この規定が廃止されたのは、有

価証券が原則非課税とされていた取扱いが廃止される 2 5 9に伴って廃止

されたものであり、同項の具体的な回数等の基準が不合理であるから廃

止されたものではない。したがって、現行の所法第 33条第 1項における

「継続性」を判断する客観的な基準として、過去に我が国の法源として

認められていた旧所令第 26条第 2項「売買回数 30回以上又は売買株数 (口

数 )12万以上」を参照することには一定の妥当性を認めることができる

2 6 0。実際に我が国で過去に法源として用いられていたこの基準は、法律

において具体的な数値基準がない現状において、特に通貨性を有さない

仮想通貨等が譲渡所得に該当するか否かの継続性の判断の一つのメルク

マールとなる。このような具体的な数値基準が示されることが納税者の

                                                
2 5 9  平 成 元 年 4 月 1 日 以 後は 、 申 告 分 離 課 税 と な っ た 。  
2 6 0  当 該 規 定 は 有 価 証 券 に 関 す る も の で あ る が 、 同 様 に 反 復 継 続 し て 売 買 し 得 る も

の に は 妥 当 す る と 考 え ら れ る 。  
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予測可能性に資するものである。  

つまるところ、少なくとも、通貨性を有さない仮想通貨等がその年に

おいて「売買回数 30回未満かつ売買単位 12万未満」 (以下、「譲渡所得該

当性の基準」という。)であれば、譲渡所得該当性が検討されなければな

らない 2 6 1。  

 

他方、通貨性を有する仮想通貨等の譲渡所得該当性は、前述のとおり、

東京地判平成 24年 7月 6日 (未公刊 )では、外貨と円貨との交換も「資産の

譲渡」に含まれると解すべき旨が判示されているところであり、その仮

想通貨等が通貨性を有する限りにおいて、現行の為替取引による所得の

取扱いと整合的であるべきであるが、この場合にも、譲渡所得該当性の

基準を満たすのであれば、譲渡所得に該当すると解するのが相当である。 

また、仮に現在の国税庁見解のように、通貨性を有する仮想通貨等の

売買による所得が雑所得に分類されるとの結論に至ったとしても、通貨

性を有さなかった特定の仮想通貨等が、ある時点から通貨性を有する仮

想通貨等になったときは、その時点までの含み益は譲渡所得として取扱

われるべきであり、その時点以降の損益についてのみ雑所得として区分

されることが妥当である 2 6 2。  

なお、所法第 38条に規定する譲渡所得の金額の計算上控除する取得費

は、「その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額」

であるから、これに該当するすべての費用が取得費に該当する。  

もちろん、課税標準を規定する所法第 22条第 2項第 2号で「譲渡所得の

                                                
2 6 1  仮 想 通 貨 等 に 関 し て は 、 株 式 の よ う に 株 数 や 口 数 を 観 念 す る こ と が 困 難 で あ る

た め 、 実 際 に は 売 買 回 数 に よ っ て 判 断 さ れ る こ と と な る 。  
2 6 2  ほ と ん ど の 仮 想 通 貨 等 の 時 価 の 変 遷 は 記 録 と し て 残 っ て い る の で あ る か ら 、 こ

の 分 離 自 体 は 困 難 で は な い 。  
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金額 (第 33条第 3項第 2号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。 )及び一

時所得の金額 (これらの金額につき第 69条の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額 )の合計額の 2分の 1に相当する金額」と定めており、同

法 33条第 3項第 2号では、特別控除額 50万円の適用対象を「資産の譲渡に

よる所得で前号に掲げる所得以外のもの」と規定しているのであるから、

仮想通貨等の資産の譲渡は特別控除の対象となり、仮想通貨等の資産の

取得の日以後 5年以内にされたものによる所得でなければ、 2分の 1課税

が適用されることとなる。  

 

第二の問題は、特に通貨性を有さない仮想通貨等の売買はG20が宣言

したように「暗号資産」として金融商品類似の税制が適用されるべきで

はないかという点である。しかしながら、現行法上限定列挙されている

金融商品一体化課税の対象に当該仮想通貨等は含まれていないことから、

現状においてこれが適用されることはない。この点、当該通貨性を有さ

ない仮想通貨等を金融商品一体化課税の対象とするのか否かについては

今後の検討課題となるものであるし、公平・中立・簡素な税制を目指す

のであれば対象とされるべきである。  

2  事業所得該当性の検討  

譲渡所得該当性の基準を満たさなかった場合、すなわち当該仮想通貨

等の売買が「売買回数 30回未満かつ売買単位 12万未満」でなかった場合

には、前述の生活維持基準を満たすか否かによって事業所得該当性が検

討されるべきである。当該基準を満たすのであれば、事業所得に該当す

ると解するのが相当である。  

3  雑所得該当性の検討  
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譲渡所得該当性の基準を満たさず、更に生活維持基準を満たさないこ

とから事業所得の該当性も否定された場合、当該仮想通貨等の所得は初

めて雑所得に区分されることとなる。したがって、原則雑所得とする個

人課税課情報第 4 号の公的見解には大きな疑問が残り、為替取引との類

似性から解釈を行っている財政金融委員会における国税庁見解は、そも

そも為替取引が譲渡所得に該当する可能性に触れておらず、譲渡所得該

当性を検討していない時点で現行所得税法における取扱いに背馳する可

能性を示唆する。  

第６節  仮想通貨等証拠金取引で得た所得  
仮想通貨等証拠金取引は、一般に仮想通貨 FX と呼ばれている。当該

仮想通貨 FX における所得について、現行の FX 取引の取扱い (所法第 3

5 条、同法第 69 条、措置法第 41 条の 14、同法 41 の 15)が妥当し、前

述した生活維持基準を満たし事業所得に該当しない限り、雑所得に区分

されると解すべきである。  

1  租税特別措置法第 41 条の 14 の適用可能性  

FX 取引が措置法第 41 条の 14 により、所得の多寡に関係なく一律に 1

5%の税率であるのに対し、仮想通貨 FX が所得の多寡に応じ累進税率が

適用され、最高税率 45%(所法第 89 条 )となるのは、明らかに不公平な税

制である。現行法上、仮想通貨 FX は同条で限定列挙されているものに

該当しないため、租税法律主義を尊重するのであれば、現行の取扱いは

致し方ないが、この取扱いは租税公平主義及び金融商品一体化課税の趣

旨 2 6 3に反している。すなわち、現行の仮想通貨 FX に関する課税上の

                                                
2 6 3  主 な 趣 旨 と し て 、 ( i )金 融 商 品 間 の 課 税 の 中 立 性 、 ( i i )簡 素 な 税 制 、 ( i i i )投 資 リ ス

ク の 軽 減 が 挙 げ ら れ て い る 。 税 制 調 査 会 金 融 小 委 員 会 「 金 融 所 得 課 税 の 一 体 化 に つ

い て の 基 本 的 考 え 方 」 (平 成 16 年 6 月 15 日 )、 1－ 2 頁 。  
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取扱いは課税の公平性・中立性の観点から重大な缺欠が存するといえる。 

この点につき、第 2 章第 1 節で述べたとおり、国税庁見解では、措置

法の取扱いを受けるためには、( i)価格変動リスクの回避、( i i )公正かつ透

明な価格指標の提供、 ( i i i )幅広い投資家の市場参加を促すことが重要で

あること、 ( iv)投資家保護規制の十分性等が必要であるとの要件が示さ

れている。  

( i )に関して、既に機関投資家も仮想通貨等をポートフォリオに組み込

む動きを見せており、またシカゴマーカンタイル取引所 (CME)では 201

7 年末から仮想通貨等の先物取引も開始している。このような現状に鑑

みれば、少なくともこの要件は満たしている。また、そもそも一般的な

FX 取引においても国内では最大 25 倍のレバレッジが認められており、

FX 取引自体が価格変動リスクに大きく晒されているといえる。すると、

この要件自体がさほど重要でないものと考えられる。  

( i i )及び ( iv)に関しても、特に取引所等からの不正な仮想通貨等流出事

件後は、金融庁主導の下、国内では厳格な審査で認められた取引所等が

開設・運営されており、公正かつ透明な価格指標の提供が既に行われ、

投資者・利用者保護がなされていると考えられる。仮にこれが行われて

いないのだとすれば、それは取引所等の監督省庁である金融庁が行う規

制の不十分性を意味することになる。  

( i i i )については政策的判断に依るものであるが、 2018 年 5 月 25 日に

国税庁は仮想通貨等取引により雑所得の収入が 1 億円以上だった人数を

331 人と公表しており 2 6 4、雑所得収入が 1 億円以上であった 549 人の

                                                
2 6 4  日 本 経 済 新 聞 朝 刊 「 仮 想 通 貨 『 億 り 人 』 331 人 、 17 年 確 定 申 告 、 収 入 1 億 円 以

上「 も っ と 多 い は ず 」の 声 。」 (2018 年 5 月 26 日 付 )、2 頁 。同 記 事 で は 、「 業 界 関係

者 は 『 実 際 は も っ と 多 い は ず 』 と 指 摘 し て い る 」 と 報 じ て い る 。  
 他 方 で 「 331 人 と い う 数 字 に つ い て 言 え ば 、 お お む ね 適 切 に 申 告 が さ れ た と い う

こ と だ と 思 っ て い る 。 引 き 続 き 、 適 正 申 告 を 促 し て い く (個 人 課 税 課 の 担 当 者 )」 と
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およそ 6 割を占めていることに鑑みると、絶対数は少ないが、その政策

的要請は小さくはないと考えられる。したがって、迅速な立法的解決が

求められる。  

なお、株式取引等において、納税者は、特定口座 2 6 5による源泉徴収

の選択をすることが可能であるが、同様に仮想通貨等取引及び仮想通貨

FX においても特定口座 (若しくは「特定ウォレット」と呼んでもよい )

を用いた源泉徴収による納税を選択することが認められるべきである

2 6 6。この方法が認められれば、納税者の負担軽減に繋がり、国内の取引

所等を介さず相対取引等で課税逃れをする者を減少させることに繋がる。

また、一律税率であれば、金融商品一体化課税の中で、仮想通貨等が累

進課税であることを不服として国内の取引所等を利用しなくなった者も

適切に納税する可能性が高くなる。現行税制では、仮想通貨等取引を行

う者にとって国内の取引所等を利用するメリットがほとんどなく、十分

な検討を欠いている現行税制が、仮想通貨等という新たな市場を潰すこ

とに繋がってしまっていると言わざるを得ない。  

第７節  仮想通貨等同士の交換により得た所得  
ある仮想 通貨 等を他の 仮想通貨等と交換した場合も売却により 法定

通貨に交換した場合と同様に考えることができる。この場合、交換前の

                                                                                                                                          
報 じ ら れ て い る 。 (税 理 士 ド ッ ト コ ム 2018 年 5 月 25 日 付： https : / /www.ze i r i4 . com
/c_1076 /c_ 1081 /n_474/ )。 な お 、 こ の 記 事 で は 「 日 本 仮 想 通 貨 交 換 業 協 会 は 4 月 10
日 、 仮 想 通 貨 を 含 む 預 か り 資 産 額 で 『 1 億 円 以 上 』 な の は 268 口 座 (全 体 の 0.02%)
だ と 発 表 し て い る (国 内 、 2018 年 3 月 時 点 )」 と し て い る 。  

ま た 、 2018 年 10 月 29 日 に 公 表 さ れ た 政 府 税 制 調 査 会 の 資 料 で は 、「 仮 想 通 貨 取

引 に よ る 所 得 は 、原 則 と し て『 公 的 年 金 等 以 外 の 雑 所 得 』に 区 分 さ れ る 。申 告 書 上 、

『 仮 想 通 貨 取 引 に よ る 所 得 か 否 か 』は 記 載 事 項  と は さ れ て い な い た め 悉 皆 的 な 把 握

は 不 可 能 。上 記『 仮 想 通 貨 取 引 に よ る 収 入 が あ る と 判 別 で き た 方 』の 人 数 は 、『 所 得

の 生 ず る 場 所 』欄 に 仮 想 通 貨 交 換 業 者 の 名 称 が 記 載 さ れ て い た 申 告 の 件 数 。」と し て 、

331 人 と い う 人 数 の 説 明 を し て い る 。  
2 6 5  「 特 定 口 座 」 は 特 措 法 第 37 条 の 11 の 3 第 3 項 第 1 号 に 定 義 規 定 が あ る 。  
2 6 6  い く つ か の 技 術 的 問 題 を 解 決 す る 必 要 は あ る 。  

https://www.zeiri4.com/c_1076/c_1081/n_474/
https://www.zeiri4.com/c_1076/c_1081/n_474/
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仮想通貨等を一旦売却し、それまでの含み益を実現させ、当該売却によ

る収入で新たに他の仮想通貨等を取得したものと捉えられる。したがっ

て、当該交換が前述の譲渡所得該当性を満たす範囲内で行われているの

であれば、譲渡所得として認められるべきであるし、譲渡所得に該当し

ない場合、前記生活維持基準をメルクマールとして事業所得該当性を検

討すべきである。両所得該当性が否定されて初めて雑所得への分類がな

されるべきであり、同検討を欠いて雑所得に区分することは妥当ではな

い。  

仮想通貨等の通貨性について、本論文の基準に従えば、仮想通貨等同

士の交換は次の 4 パターンとなる。すなわち、 ( i)通貨性のある仮想通貨

等同士の交換、( i i )通貨性のない仮想通貨等同士の交換、( i i i )通貨性のな

い仮想通貨等から通貨性のある仮想通貨等への交換、 ( iv)通貨性のある

仮想通貨等から通貨性のない仮想通貨等への交換である。このうち、一

般的な為替取引と同様の取扱いが妥当するのは、 ( i)通貨性のある仮想通

貨等同士の交換のみである。  為 替 取 引 も 譲 渡 所 得 該 当 性 が 検 討 さ れ る

べき旨は前述したが、仮に何ら検討されることなしに当該所得が雑所得

に区分されたとしても、 ( i i )～ ( iv)の交換とは、所得税法上の取扱いの根

拠は異なるはずである。また、( i)及び ( i i )は、同種資産の交換と捉えるこ

ともできる。ただし、特に ( i i )の場合では、その仮想通貨等の CA は様々

であることが想定されるから、同種資産と考えることには違和感が残る。 

さらに、 G20 が「暗号資産」と宣言したように、特に ( i i )に関しては、

金融商品類似の取扱いが妥当すると考えられる。しかしながら、金融商

品税制を規定する現行所得税法上の限定列挙に仮想通貨等は含まれてい

ないことから、結局のところ、現状は ( i i )～ ( iv)の場合、特別の政策上の

必要性がない限り、交換時点で一旦課税し、交換時の時価を取得費とみ
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なしてその後の課税がなされることとなる。  

1  交換の特例 (課税繰延 )の適用可否  

所法第 58 条では、固定資産を交換した場合の譲渡所得の特例が規定

されている。本規定は一定の要件を満たす固定資産の交換につき、課税

の繰延べを定めるものであり、「同一の種類の固定資産を交換した場合に

は同一の固定資産が継続して保有されているとみられるので、本件特例

は、一定の要件を満たす交換の場合には譲渡がなかったものとみなして、

譲渡益に対する課税を繰り延べることとしたものと解され 2 6 7」ている。 

交換の特例は、「ある固定資産を他の固定資産と交換をするという場

合のその交換について、収益の実現がなかったものとして取り扱うこと

が認められたのは、昭和 24 年の国税庁通達 2 6 8」が始まりとされる。そ

して、同通達につき、「どのような背景のもとに作成されたものであるか

は、詳らかではないが、終戦後から始まった著しいインフレによって土

地が高騰したのに対して、交換によって生ずる大きなキャピタル・ゲイ

ンの発生に対しては、現実に納税が困難であることが考慮されたもの

2 6 9」と考えられている。その後、昭和 34 年に所規第 9 条の 7 として法

源となり、昭和 40 年に所法第 58 条で規定されるに至った。  

交換の特例の趣旨は、同条の要件を満たす交換は、 ( i)「実質的には同

一の資産を継続して保有して 2 7 0」いるのと同じであること、( i i )交換に

際して金銭の流入がなく、納税資金を確保することが難しく、担税力の

観点から酷になりうることが挙げられている。  

                                                
2 6 7  平 成 27 年 6 月 15 日 裁決 。  
2 6 8  武 田 昌 輔 「 税 法 に お け る 交 換 の 特 例 に 対 す る 一 考 察 」 中 川 一 郎 先 生 古 稀 祝 賀 税

法 学 論 文 集  (日 本 税 法 学 会 本 部 、 1989 年 )、 349－ 355 頁 。  
2 6 9  前 掲 注 268、 356 頁 。  
2 7 0  大 阪 高 判 平 成 15 年 6 月 27 日 訟 月 50 巻 6 号 1936 頁 、大 阪 地 判 平 成 14 年 10 月

10 日 訟 月 50 巻 6 号 1945 頁 。  



113 
 

これらの沿革・趣旨に鑑みると、現代において同条が固定資産に限定

していることに合理性は見い出せない。特に、納税資金に関する担税力

の観点は、新たに取得した資産を換金するか、担保等に供すれば確保す

ることはできるが、それによって本来の用途での使用に制限を与えてし

まい結果的に当該資産の使用による経済的便益を損ねる可能性もある。

特に通貨性を有さない仮想通貨等においては、換金や担保に供すること

が相対的に困難であると考えられることからその影響は大きい。通貨性

を有さない仮想通貨等は、納税資金のために換金等が容易であるとは限

らないため、交換によって課税がなされるとなると、納税者にロックイ

ン効果を生じさせるだけでなく、課税庁に把握されにくい形での交換が

なされる誘因となる可能性がある。  

 

現行法において、仮想通貨等は同条第 1 項各号に列挙されている固定

資産に明らかに該当しない性質のものであるため、同条の適用はないも

のと考えられる。仮に適用が可能であったとしても、種々の DLT や CA

を有する仮想通貨等が「実質的には同一の資産」と言うことができるか

という問題がある。通貨性を有する仮想通貨等同士の交換であれば、こ

のように考えることもできなくはないが、技術的側面に着眼するとなお

疑問が残り、通貨性を有する仮想通貨等同士の交換はやはり為替取引と

しての取扱いが妥当である。  

また、第 2 章第 2 節で論究したように、アメリカ合衆国において仮想

通貨等の交換について課税がなされない解釈の余地が生まれていたこと

から、課税の繰延べの手段として仮想通貨等同士の交換がなされていた。

その後あらかじめ推計していた税収と見合わないことから、当該ループ

ホールは塞がれ仮想通貨等同士の交換も課税されることとなっている。
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この点からも、仮想通貨等に課税の繰延べを適用すべきではない。  

第８節  ハードフォークにより得た所得  
一般に、フォーク ( fork、分岐 )は、何らかの理由によるプロトコルを

変更に伴い DLT が分岐することを意味する。すなわち、プロトコルのバ

ージョンアップに伴う変更がフォークを引き起こす。この変更にはソフ

トフォークとハードフォークの 2 種類がある。  

ソフトフォークは、結果的に DLT の分岐は起こらない変更に伴う分岐

である。一時的に DLT の分岐は生じるが、新バージョンのプロトコルを

導入する参加者が過半数を超えれば、自然と DLT は収束する 2 7 1。一般

的にバージョンアップ前の仕様を残したままの変更に伴うことが多い。  

他方、ハードフォークは、結果的に DLT の分岐を生じさせる大きな変

更に伴う分岐である。結果的に DLT が分岐されると、新たに生じたブラ

ンチ 2 7 2に新たなアルトコインを生じさせる 2 7 3。フォーク時点で分岐

前のコインを有していた者は、分岐後の新たなコインを受け取ることが

できる。一般的に、新たに生じた分岐の DLT ではバージョンアップ前の

仕様によるコインは使用できなくなる。  

このハー ドフ ォー クと いう概念は伝統的な通貨で観念することはで

きない。伝統的な通貨では利用者が通貨の仕組みやルールに関する変更

に直接的に関与することはできないからである。プロトコルの変更によ

                                                
2 7 1  例 え ば 、 ビ ッ ト コ イ ン で は P2SH(Pay- to -Script -Hash)を バ ー ジ ョ ン ア ッ プ で 導

入 し た 。 新 バ ー ジ ョ ン の 保 証 作 業 で 承 認 さ れ た ト ラ ン ザ ク シ ョ ン は 、 旧 バ ー ジ ョ ン

を 用 い る マ イ ナ ー か ら も 正 当 な も の と 判 断 さ れ る が 、 旧 バ ー ジ ョ ン の 保 証 作 業 で 承

認 さ れ た ト ラ ン ザ ク シ ョ ン は 新 バ ー ジ ョ ン で は 正 当 な も の と 判 断 さ れ ず 、 結 果 的 に

旧 バ ー ジ ョ ン を 使 用 し て い る 参 加 者 は 報 酬 を 受 け 取 れ な い の で 新 バ ー ジ ョ ン へ の ア

ッ プ デ ー ト を 行 う こ と と な り 、当 該 変 更 を 行 う 者 が 過 半 数 を 超 え れ ば DLT の 分 岐 は

収 ま る 。  
2 7 2  分 岐 し て 伸 び て い る チ ェ ー ン の こ と を 「 ブ ラ ン チ (b ranch )」 と い う 。  
2 7 3  参 加 者 は ど ち ら の バ ー ジ ョ ン を 使 用 す る か 自 由 で あ る が 、 ま と ま ら な い 場 合 、

結 果 的 に DLT が 分 岐 し 、 新 し い ア ル ト コ イ ン が 生 じ る こ と と な る 。  
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って、DLT がハードフォークすると、新たなコインが誕生する点は仮想

通貨等に特有の事象である。本節では、当該ハードフォークにより新た

に取得した仮想通貨等の所得について検討する。  

1  利子所得該当性の検討  

ハードフォークにより新たに得た仮想通貨等は、元々有していたコイ

ンに基づく所得とも考えられ、利子の一種であることも想起され得る。

所法第 23条では、「利子所得とは、公社債及び預貯金の利子 (公社債で元

本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引さ

れるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除

く。)並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信

託の収益の分配 (以下この条において「利子等」という。 )に係る所得を

いう。」と定めており、条文で列挙されている利子所得には該当しない。

又はハードフォークにより新たに得た仮想通貨等は、資産の新規取得で

あるから、利子所得に該当する余地はないと考えられる。  

2  一時所得該当性の検討  

所法第 34条第 1項では「一時所得とは、 ( i)利子所得、配当所得、不動

産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の

所得のうち、( i i )営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時

の所得で ( i i i )労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有

しないものをいう。」(番号筆者 )と規定している。ハードフォークにより

新たに得た仮想通貨等は、その性質上、( i )の要件を満たしている。また、

( i i )についてもハードフォークによる所得は、営利を目的とする継続的行

為から生じた所得でなく、ハードフォーク自体が予見できるものではな

いから「一時の所得」である点でこの要件も満たす。さらに、 ( i i i )につ
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いても、何らかの労務その他の役務の対価でもないし、資産の譲渡の対

価でもないため、この要件を満たしている。したがって、ハードフォー

クにより得た仮想通貨等は一時所得に該当し、ハードフォークにより新

たな仮想通貨等を得た時点における時価により、その所得を認識すべき

である 2 7 4。  

ここで問題となるのが、「新たな仮想通貨等を得た時点」とはいつか

という点である。特に取引所等でウォレットを作成している場合、ハー

ドフォークが起こった時点と、実際にウォレットを管理支配している者

に付与される時点にはズレが生じるか、又は付与されない 2 7 5。この場

合、担税力の観点から、実際にウォレットを管理支配している者に付与

された時点における時価で一時所得として認識すべきである。  

付与後の当該仮想通貨等の使用・交換による所得は前述のとおり、ま

ず譲渡所得該当性を検討し、譲渡所得に該当しなければ事業所得該当性

を検討し、事業所得に該当しなければ雑所得となる。  

第９節  エアードロップにより得た所得  
エアードロップとは、ある DLT を用いるプロジェクトが、仮想通貨等

を無償で、既存の仮想通貨等を有する者に付与することを指す。例えば、

新規の仮想通貨等を発行した者が、その仮想通貨等のネットワーク参加

者の増加や知名度の向上を企図し、既存のビットコイン等の知名度のあ

る仮想通貨等を有する者に対して、無償でその者が開発した仮想通貨等

                                                
2 7 4  な お 、 ハ ー ド フ ォ ー ク 直 後 に 時 価 の つ く ア ル ト コ イ ン も あ る 。  
2 7 5  金 融 庁 が 取 引 所 に 対 し 新 た な コ イ ン の 取 扱 い を 許 可 す る 必 要 が あ る た め 。 こ の

よ う な 不 利 益 が 生 じ て い る と 、 取 引 所 を 介 し て 仮 想 通 貨 等 を 取 引 す る 者 は 減 少 し て

い く 可 能 性 が 高 い 。 な お 、 本 来 付 与 さ れ る べ き ハ ー ド フ ォ ー ク に よ る コ イ ン が 付 与

さ れ て い な い こ と か ら 、 現 在 は 集 団 訴 訟 に 発 展 し て い る (h t tps : / / c rypto currency- la
w.net / )。 各 取 引 所 は 、 金 融 庁 の 規 制 と 利 用 者 の 法 的 要 請 の 板 挟 み に な っ て い る の が

現 状 で あ り 、 こ の 問 題 は FATF の 仮 想 通 貨 の 誤 っ た 定 義 に 基 づ い て 、 拙 速 な 資 金 決

済 法 の 立 法 を し た 結 果 で あ り 、 当 該 誤 っ た 定 義 に 基 づ き 不 合 理 な 規 制 を 行 っ て い る

こ と か ら 生 じ て い る と も 考 え ら れ る 。  

https://cryptocurrency-law.net/
https://cryptocurrency-law.net/
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を付与する場合がこれにあたる 2 7 6。最近では、エアードロップを受け

るために、 SNS での拡散を要件とするものもある 2 7 7。  

つまるところ、これらのエアードロップは新規の仮想通貨等の広告宣

伝のための付与であり、マーケティングのためのキャンペーンであると

いえる。いわば広告紙の入ったポケットティッシュを特定の属性 (年齢・

性別 )の者に配布するティッシュ配りのポケットティッシュにあたるの

が、エアードロップにより付与される仮想通貨等である。当該ポケット

ティッシュの価値が金額として大きいか否かによってその性質は変わら

ない。  

所得税法上の取扱いを考える際には、 ( i)特定の仮想通貨等を有する者

に無条件にエアードロップにより新たな仮想通貨等を付与する場合、( i i)

追加的な何らかの要件 (何らかの役務提供 )を満たした者に新たな仮想通

貨等を付与する場合とで分けて考える必要性も想起される。しかしなが

ら ( i i )の場合にも、第三者のエアードロップが開始されて初めて、当該役

務提供をするか否かの判断が生じるのであって、当該所得が付与される

者の完全な意思に起因するものではない。したがって、事業所得など当

該者の完全な意思が求められる所得とは性質を異にし、一時所得又は雑

所得が観念されると考えられる 2 7 8。  

1  一時所得該当性の検討  

エアードロップにより新規に取得した仮想通貨等の所得は、上記性質

に鑑み、所法第 34条第 1項の一時所得に該当すると考えられる。また、

所法第 34条第 2項では「一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る

                                                
2 7 6  例 え ば Bytebal l、 Ste l l ar  lumens、 Omise Go 等 の エ ア ー ド ロ ッ プ が こ れ に あ た

る 。  
2 7 7  例 え ば Shivom、 TraXion、 Sandblo ck 等 の エ ア ー ド ロ ッ プ が こ れ に あ た る 。  
2 7 8  贈 与 税 は 相 続 税 の 補 完 税 と し て の 性 質 を 有 す る こ と か ら 、明 ら か に 該 当 し な い 。 
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総収入金額からその収入を得るために支出した金額 (その収入を生じた

行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金

額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控

除した金額とする。」と規定されていることから、 ( i i )のエアードロップ

のように付与を受けるために、何か特定の役務提供が求められた場合に

は、当該役務提供のために直接要した金額の合計額は控除ができる。  

ただし、エアードロップの場合にもハードフォークと同様に、特に取

引所等でウォレットを作成している場合、エアードロップが起こった時

点と、実際にウォレットを管理支配している者に付与される時点にはズ

レが生じるか、又は付与されないという問題があるため、どの時点で所

得を認識すべきであるかについての課題は残る。ハードフォークの場合

と同様、実際にウォレットを管理支配している者に付与された時点にお

ける時価で一時所得として認識すべきである。  

なお、付与後の使用・交換等による所得に関しては、前述のとおり、

まず譲渡所得該当性を検討し、譲渡所得に該当しなければ事業所得該当

性を検討し、事業所得に該当しなければ雑所得となる。  

2  雑所得該当性の検討  

エアードロップは上述のように、明らかに一時所得としての性質を有

すると考えられ、雑所得に該当するような特別の事情がない限り、雑所

得該当性は否定される。したがって、原則雑所得とする国税庁見解には

重大な疑義が残る。  

第１０節  仮想通貨等と所得税に関するその他の論点  

1  給与所得該当性の検討  
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国内企業 にお いて 給与 の一部をビットコインで受け取ることができ

る制度が導入された 2 7 9。当該企業は、社員 4,000 人を対象として給与

の 1～ 10 万円分を金員による給与の代わりに、給与支給日同日に同額分

のビットコインを支給するとしている。  

所法第 28 条第 1 項では「給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及

び賞与並びにこれらの性質を有する給与 (以下この条において「給与等」

という。 )に係る所得をいう。」と規定しており、本来の金員による給与

の代替として支給されるビットコインが、同項の規定する「これらの性

質を有する給与」に該当することには異論はなかろう。したがって、当

該ビットコインによる所得が給与所得に該当することは明らかである。  

この場合のビットコインによる所得は支給日の時価、すなわち、上記

1～ 10 万円分のうち、社員が選択した金額によって収入すべき金額とす

べきである。なお、ビットコインでの給与支給であっても、所法第 183

条に規定する源泉徴収義務が給与支払者に生じることとなる。  

仮想通貨等による給与支払について、 2018 年 11 月 21 日に公表され

た仮想通貨関係 FAQ でも、同旨の回答がなされた。ただし、「仮想通貨

の場合は、その支給時の価額で評価する」こととしており、「支給時の価

額」をどのように算定するのかまでは触れられていない。同一の仮想通

貨等が同一時点であっても、取引所等によって価額が大きく乖離するこ

とのある現状を踏まえると、「支給時の価額」をどのように算定するのか

についての回答が必要である。  

2  利子・配当所得該当性の検討  

                                                
2 7 9  日 本 経 済 新 聞 電 子 版 「 GMO、 給 料 に ビ ッ ト コ イ ン 購 入 枠  最 大 10 万 円 」 (2017
年 12 月 11 日 付 )。以 下 の URL を 参 照 。 (h t tps : / /www.nikke i . com/art i c le /DGXMZO
24488460R11C17A2TJ2000/ )  

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24488460R11C17A2TJ2000/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24488460R11C17A2TJ2000/
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ICO により発行されるトークンの類型によっては、当該トークンから

利子としての性質を有する所得や収益の分配として配当の性質を有する

所得が発生することが考えられる。この場合、現行所得税法上、利子所

得及び配当所得は限定列挙されていることから、当該トークンから得た

所得は結果として雑所得に区分されることとなる。しかしながら、所得

をその性質により 10 種に区分しているのが我が国の所得税法であるた

め、その所得の性質上本来区分されるべき所得区分に当該所得は属する

べきである。  

我が国においては ICO に関する法整備が進んでおらず、課税に関する

公的見解も表示されていない。そのため、上述のトークンから発生する

所得、トークン自体の譲渡の対価としての所得がいずれの所得区分に属

するのかについて解釈に依らざるを得ない。トークン自体の譲渡に関し

ては、本論文で論じてきたように、まずは譲渡所得該当性を、次に事業

所得該当性をそれぞれ検討し、結果的に両者に該当しない場合、雑所得

に区分されるべきである。  

なお、現状では金融商品取引法との関係から国内においては上記利子

所得の性質や配当所得の性質を有する所得を発生させるような ICO は

存しないが、仮想通貨等の取扱いが資金決済法から金融商品取引法へ移

行することが検討されているため 2 8 0、将来的に立法的解決が必要とな

る可能性がある。  

2018 年に入り、国内でも仮想通貨等の貸付けのサービスを仮想通貨交

                                                
2 8 0  産 経 ニ ュ ー ス (2018 年 7 月 3 日 )で は 、「 金 融 庁 が 仮 想 通 貨 交 換 業 者 を 規 制 す る 法

律 を 現 在 の 改 正 資 金 決 済 法 か ら ⾦ 融商 品 取 引法 に 移 行 す る 検 討 に 入 っ た 」 と 報 道 さ

れ て い る 。 ま た 、 読 売 新 聞 (2018 年 7 月 16 日 )で は 「 自 民 党 の 有 志 議 員 が 、 仮 想 通

貨 市 場 の 健 全 化 を ⾦ 指し 、『 新 型 通 貨 の 適 正 利 ⾦ を考え る 議 員 連 盟 』を 17 日 に 設 立

す る こ と が 明 ら か に な っ た 」、「 発 足 予 定 の 議 連 は 、 仮 想 通 貨 交 換 業 者 を 金 商 法 の 対

象 と す る 法 改 正 な ど も 検 討 す る 。」 と 報 道 し て い る 。  
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換業者が開始した。この場合に貸付けの対価として受取る利子としての

仮想通貨等についても所得区分に関する公的見解はなく、解釈の余地が

生まれる。所得税法上の利子所得の限定列挙に該当しないことは明らか

であるが、事業所得該当性は検討された上で、雑所得へと区分されるべ

きである。  

3  仮想通貨等に関する損益通算の取扱い  

所法第 69 条各項では損益通算について定められており、所令第 198

条では、損益通算の順序について規定されている。通常、不動産所得、

事業所得、山林所得、又は譲渡所得に該当する所得につき発生した損失

は、当該規定により、他の所得と損益通算をすることができる。ただし、

一部の所得に関しては特例として損益通算の取扱いが特別に定められて

いるものがある 2 8 1。これらの特例の対象は限定列挙されているため、

仮想通貨等が現行法上該当することはない。  

雑所得は、他の所得区分の所得とは損益通算することはできず、ある

雑所得で生じた損失は、他に雑所得がある場合に、雑所得内部で損益の

通算 (以下、「内部通算」という。 )ができるにとどまる。  

ここまで論じてきたとおり、多様性を持つ仮想通貨等が属する所得区

分もまた多様である。基本的に、仮想通貨等に関して発生した所得のう

ち、本論文で示したように譲渡所得該当性、事業所得該当性を満たすも

のについては、上述の所得税法及び同施行令の規定に準じて損益通算の

可否の判断がなされるべきである。本論文では、その他に損益通算に関

                                                
2 8 1  損 益 通 算 の 特 例 は 、上 場 株 式 等 に 係 る 譲 渡 損 失 に つ い て の 特 例 が 措 置 法 第 37 条

の 12 の 2、措 置 令 第 25 条 の 11 の 2、措 置 規 第 18 条 の 14 の 2、不 動 産 に 係 る 損 益

通 算 の 特 例 が 同 法 第 41 条 の 4、 同 令 第 26 条 の 6、 特 定 組 合 員 等 の 不 動 産 所 得 に 係

る 損 益 通 算 等 の 特 例 が 同 法 第 41 条 の 4 の 2、同 令 第 26 条 の 6 の 2、居 住 用 財 産 の

買 換 え 等 の 場 合 の 譲 渡 損 失 に つ い て の 特 例 が 同 法 第 41 条 の 5、 同 令 第 26 条 の 7、
同 規 第 18 条 の 25、 特 定 居 住 用 財 産 の 譲 渡 損 失 に つ い て 同 法 第 41 条 の 5、 同 令 第 2
6 条 の 7 の 2、 同 規 第 18 条 の 26 に お い て 、 細 か く 規 定 さ れ て い る 。  
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連して特に検討すべき問題となる次の 3 つの事項について指摘する。  

第一に、所令第 200条第 2項に「譲渡所得の金額の計算上生じた損失の

金額のうちに前項に規定する競走馬の譲渡に係る損失の金額がある場合

には、当該損失の金額は、当該競走馬の保有に係る雑所得の金額から控

除する。」という規定が存する。競走馬に関する規定は、生活に通常必要

でない資産の損害による損失額の計算等を定めている所令第 62条第 1項

第 1号においては「競走馬 (その規模、収益の状況その他の事情に照らし

事業と認められるものの用に供されるものを除く。 )  その他射こう的行

為の手段となる動産」とされており、同号では、「その他射こう的行為の

手段となる動産」がカッコ書きされ、競走馬ど同列に規定されいるが、

所令第 200条でこのようなカッコ書きはない。競走馬等については、所

得稼得の側面とギャンブルとしての側面が混合的であるため、このよう

な規定が設けられていると考えられる 2 8 2。  

仮想通貨等が競走馬に該当しないことは言うまでもないが、当該規定

は、損益通算の対象とならない損失であっても、一連の経済活動で生じ

た譲渡所得の損失を雑所得の金額から控除することを認めるものである。

例えば、譲渡所得該当性を満たす特定の仮想通貨等に譲渡所得の損失が

ある場合、同一の仮想通貨等について雑所得も生じているときには、当

該雑所得から譲渡所得に係る損失を控除できるといった取扱いも惹起さ

れ、検討がなされるべきである。特に、我が国において現状では仮想通

貨等は投機的動機に基づき需要されていると考えられることから、上記

                                                
2 8 2  所 令 第 200 条 の 趣 旨 と し て 「 偶 発 的 な 性 格 を 有 し な い 競 走 馬 の 所 有 者 の 損 失 の

よ う に ， 継 続 的 な 行 為 に 基 づ く 損 失 で あ っ て も ， 本 来 ， 営 利 を 目 的 と し な い 趣 味 な

い し 娯 楽 か ら 生 じ た 損 失 に つ い て は ， そ の 消 費 と い う 所 得 の 処 分 的 性 格 か ら み て ，

経 常 的 な 他 の 所 得 か ら の 控 除 に つ い て 制 限 を 設 け る べ き で あ る 。」と し て い る 。注 解

所 得 税 法 研 究 会『 注 解 所 得 税 法［ 四 訂 版 ］』(大 蔵 財 務 協 会 、2005 年 )、979－ 980 頁 ）。

こ の よ う に 解 す る の で あ れ ば 、 同 様 の 性 質 を 有 す る 仮 想 通 貨 等 の 所 得 が あ っ た 場 合

も ま た 同 様 に 取 扱 わ れ る べ き で あ る 。  
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競走馬と同様の取扱いについても議論がなされなければならない。無論、

現行法上は競走馬に限った取扱いであるから、このような取扱いをする

ことは解釈によっても不可能である 2 8 3。  

第二に、仮想通貨等に係る損失が雑所得に区分されたとしても、当該

損失が証拠金取引によって生じた場合とその他の取引によって生じた場

合とでは、内部通算の取扱いは異なるべきである。FX取引のような証拠

金取引は分離課税の対象であり、FX取引以外の雑所得との内部通算はで

きない。現行法の下では、租税法律主義を尊重し、仮想通貨 FXにより生

じた損益についても、他の雑所得と内部通算可能であると解さざるを得

ない。しかし、仮想通貨 FXも通常の FX取引と同様に証拠金取引であり、

その対象が外国通貨であるか仮想通貨等であるかの違いはあれど、本質

的な取引自体の性質は同質であると考えられるため、通常の FX取引同様

の取扱いがなされるべきである。すなわち、その取引の性質から鑑みる

と、本来であれば、仮想通貨 FXの事業所得該当性が否定され雑所得して

取扱われる場合には、他の雑所得との内部通算はできないものと取扱わ

れるべきであるが、現行法では分離課税の対象は限定列挙されているた

め、仮想通貨 FXはこれに含まれない。すると、現行法の下では、たとえ

仮想通貨 FXに係る損失であったとしても、他の雑所得との内部通算が認

められることになり、それ以外の取扱いを法律の手当てなしに行うこと

は租税法律主義に反する。この取扱いは現行所得税法と整合的でなく、

租税公平主義との間でも問題となるため、立法的解決が求められる。  

第三に、金融商品類似の性質を有する仮想通貨等に関する損失の取扱

いが問題となる。現在では、証券を模したセキュリティトークンと呼ば

                                                
2 8 3  そ も そ も 所 令 第 200 条 が な ぜ 「 競 走 馬 」 に 限 定 し て い る の か も 問 題 と な る 。 同

様 の 性 質 を 持 つ 所 得 は 他 に な い か 、 あ る と す れ ば 何 を 根 拠 に こ れ に 含 ま れ な い と 解

し て い る の か 疑 問 で あ る 。  
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れる仮想通貨等も開発されているし、そもそも金融商品としての性質を

有している仮想通貨等も存するところである。後述するが、将来的には

我が国でも、仮想通貨等の先物取引や ETFに関する所得も発生する可能

性が高い。我が国の所得税法は、金融商品一体化課税を掲げているが、

現行法上、「一体化」の対象は限定列挙されているため、仮想通貨等の損

失の取扱いが「一体化」の中に含まれることはない。この点も、本論文

で示した基礎的前提に基づいた事前の十分な検討が求められる 2 8 4。  

4  仮想通貨等先物取引・仮想通貨等 ETFで得た所得  

 2017 年 12 月 18 日、シカゴマーカンタイル取引所 (CME)にビットコ

インの先物が上場された。我が国においては、現在のところ仮想通貨等

の先物取引は開始されていないが、今後開始される可能性がある 2 8 5。

所得税法上、先物の対象物が何であるかは先物取引自体の性質に影響を

与えないと解するべきであり、現行所得税法上の先物取引に係る取扱い

2 8 6に準じて課税がなされるべきである。国内居住者が海外の仮想通貨

等先物取引によって得た所得に関しても同様に現行法と整合的でなくて

はならない。  

 また、アメリカ合衆国では仮想通貨等の上場取引型投資信託 (Exchang

e Traded Fund、以下「 ETF」という。)が再三に渡って証券取引委員会

(SEC)に申請されている。 SEC は投資家保護や価格操縦対策の不備など

                                                
2 8 4  な お 、 損 失 の 繰 越 控 除 に つ い て も 、 本 論 文 で 論 じ て い る 論 理 に 従 っ て 解 さ れ る

べ き で あ る 。ま た 、通 貨 性 を 有 す る 仮 想 通 貨 等 に つ い て は 所 法 第 72 条 に 規 定 さ れ る

雑 損 控 除 の 適 用 が あ る も の と 解 す べ き で あ る 。 仮 想 通 貨 等 が 通 貨 性 を 有 す る の で あ

れ ば 、所 法 第 62 条 に い う「 生 活 に 通 常 必 要 で な い 資 産 」に 該 当 す る と は 言 え ず 、盗

難 等 に 被 害 に あ っ た 場 合 、 所 令 第 206 条 の 定 め に 該 当 す る と き は 、 こ の 適 用 は 認 め

ら れ な け れ ば な ら な い 。  
2 8 5  我 が 国 の 金 融 庁 は 、 2018 年 10 月 18 日 に CME 名 誉 会 長 レ オ ・ メ ラ ル ド 氏 を 参

与 に 任 命 し て い る 。  
2 8 6  措 置 法 第 41 条 の 14 及 び 15、措 置 令 第 26 条 の 23、第 26 条 の 26、措 置 規 第 19
条 の 7、 第 19 条 の 8、 第 19 条 の 9 が 先 物 取 引の 取 扱 い に つ い て 定 め て い る 。  
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を理由に当該申請を否決しているが、今後は申請が認められる ETF も出

てくる可能性が高い 2 8 7。スイス連邦では、 2018 年 11 月に上場取引型

金融商品 (Exchange Traded Product)が、世界に先駆けて同国の証券取

引所 SIX に上場された。我が国でも同様に仮想通貨等の ETF や ETP が

誕生する可能性がある。この場合にも、上記先物取引同様に、現行法上

の ETF・ETP の取扱いに準じて整合的な課税がなされることが、所得の

性質に応じて所得を区分している所得税法上の取扱いとして妥当である。 

第１１節  国外転出時課税制度との関係  
 平成 27 年度の税制改正によって国外転出時課税制度が創設され、所

法第 60 条の 2 により、平成 27 年 7 月 1 日以後に国外転出をする一定の

者が 1 億円以上の対象資産を所有等している場合、その対象資産の含み

益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなった。本規定では

対象資産を限定列挙しているため、現状では仮想通貨等は含まれない。  

 また、仮に適用対象資産となったとしても、 P2P 及び DLT の技術に

より分散されている仮想通貨等に対して「所有」という概念が通用する

のか否か、取引所等によって価格が異なることや相対取引も行われる仮

想通貨等の時価をどのように把握するのかといった問題が残る。現状で

あれば、課税されることなく容易に国外へ財産的価値を移転することが

できることとなり、この点も対応が急がれる。  

なお、法源ではないが、2018 年 11 月 21 日に公表された「『内国税の

適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する

法律 (国外財産調書及び財産債務調書関係 )の取扱いについて』の一部改

正について (法令解釈通達 )」では、平成 32 年 1 月 1 日以後に提出される

                                                
2 8 7  前 述 の と お り 、証 券 (Se curi ty)と し て 認 め ら れ る よ う な ト ー ク ン を 設 計 す る 動 き

が あ る 。 前 掲 注 223 参 照 。  
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財産債務調書について、資金決済法第 2 条第 5 項に規定する仮想通貨が

追加された 2 8 8。財産債務調書への記載についても仮想通貨関係 FAQ で

国外送金等調書法との関係で説明がなされているが、これらの取扱いは

仮想通貨等に財産権が認められることが前提となっている。この点、ど

のような根拠で財産権が認められるのかについての説明が求められる。  

第１２節  小括  
本章では、仮想通貨等と所得税法との関係において、国税庁見解との

間で問題となる点を指摘し、あるべき取扱いについて具体的に論じた。

我が国の国税庁見解では、仮想通貨等に関連する所得は原則雑所得と区

分されることが示されているが、仮想通貨等に関連する多様な所得稼得

形態を踏まえれば、当該取扱いは必ずしも妥当しない。既存の所得税法

の枠組みの中で取りあえずバスケットカテゴリに放り込むのではなく、

所得税法の基本原則である所得の源泉ないし性質に応じた区分が求めら

れる。  

個人課税課情報第 4 号の公表からおよそ一年後に公表された仮想通貨

関係 FAQ においても、その内容について大きな進展は見られず、我が国

の課税庁において、本論文で論じているような仮想通貨等に関する基礎

的前提の下、検討がなされているのか疑問である。租税法は財産権の侵

害規定であるからこそ、明確な根拠・解釈が示されないまま、課税あり

きの結論が示されるべきではない。  

本章では所得税法との関係について論じたが、次章では、仮想通貨等

と他税目において特に問題となる点を指摘する。所得税法に限らず、他

税目等においても仮想通貨等の取扱いに関して不明な点は多く、国税庁

                                                
2 8 8  国 税 庁 WEB サ イ ト  
(h ttps : / /www.nta .go . jp / law/tsuta tsu /kobe tsu /hote i / 181121/pd f /01 .pd f )  
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見解は一部しかその取扱いを示していないため、納税者の予測可能性を

満たせていないのが現状である。   
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第６章 仮想通貨等に対する課税上のその他の課題  
本論文は 仮想 通貨 等の所得税法上の取扱いの問題点を検討すること

を主とするものであるが、本章では、他の税目等において、仮想通貨等

が現に問題となる点及び将来的に問題となる点を指摘する。  

第１節  仮想通貨等と消費税法との諸問題  
仮想通貨に関する消費税法上の取扱いは、平成 29 年度税制改正で課

税関係が見直された。消費税法上、非課税対象取引 (消法第 6 条第 1 項及

び消法別表一 )は限定列挙されているため、改正前においては、仮想通貨

の譲渡は課税資産の譲渡等 (消法第 2 条第 1 項第 9 号 )に該当していた。

本取扱いに関しては、旧 JADA が消費税の非課税を要請していたほか、

「仮想通貨自体は消費されるべき付加価値を含まない。したがって、理

論的には仮想通貨は消費税の課税対象とすべきではない。 2 8 9」との指

摘があったところである。  

資金決済法で仮想通貨が定義付けられたことを受け、当該定義に該当

する仮想通貨が支払手段として位置付けられ、資金決済法の仮想通貨の

定義に該当する仮想通貨の譲渡については、消費税が非課税となる取扱

いへ改正がなされた。具体的には消法別表一第二号に規定する支払手段

に類するものとして、消令第 9 条第 4 項において、「法別表第一第二号

に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものは、資金決済

に関する法律 (平成二十一年法律第五十九号 )第二条第五項 (定義 )に規定

する仮想通貨及び国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権とす

る。」と規定された。  
                                                

2 8 9  篠 原 克 武「 金 融 取 引 に 係 る 消 費 税 の 取 扱 い に つ い て 」税 務 大 学 校 論 叢 第 86 号 (税
務 大 学 校 、 2016 年 6 月 )、 380 頁 。た だ し 、当 該 論 文 で は 、「 ビ ッ ト コ イ ン 等 の 仮 想

通 貨 の 経 済 的 機 能 は 、 文 字 通 り 『 通 貨 』 に 類 似 し た 決 済 用 途 」 と 述 べ て お り 、 こ の

点 、 本 論 文 で 「 通 貨 性 」 に つ い て 考 察 し た と こ ろ に よ れ ば 、 当 該 通 貨 性 を 根 拠 に 非

課 税 と さ れ る べ き 仮 想 通 貨 等 は ご く 一 部 で あ る 。  
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しかし、資金決済法の定義に当てはまらない仮想通貨等の取引に関し

ては取扱いが不明であり、現行法令上の限定列挙に該当しないことから、

課税資産の譲渡等に該当することとなる。この点、本論文で論じてきた

とおり、その取扱いは消費税法上も金融商品類似の取扱いとすべきであ

る。したがって、結果的に消費税法上は非課税の取扱いとなされるべき

であるが、消令第 9 条に掲げる有価証券に類するものの範囲等に当該仮

想通貨等は含まれないため、立法的解決が求められる。  

この他、 P2P 及び DLT によって分散されている仮想通貨等の内外判

定の問題も残る。特に交換業者を介さずインターネット上での相対取引

をした場合、この問題は無視できない 2 9 0。  

加えて、国内においても仮想通貨等の貸付けというサービスが開始さ

れている。仮想通貨等保有者が自身の仮想通貨等を交換業者に貸付け、

その利子として利益を得るという仕組みであるが、当該仮想通貨等の貸

付けに係る利子に関する消費税法上の規定がないのが現状である 2 9 1。

仮想通貨等を通貨に準じて支払手段として取り扱うのであれば、その利

子は非課税とされるべきであるし、仮想通貨等を金融商品類似のものと

して取り扱う場合においても、貸株同様、非課税とされるべきである 2 9 2。 

マイニング等によって仮想通貨等を得た場合、消費税の課税要件とし

ての ( i)国内取引であること、( i i )事業者が事業として行うものであること、

( i i i )資産の譲渡等の反対給付としての対価性があること、( iv)資産の譲渡、

資産の貸付け又は役務の提供であることの 4 要件のうち、 ( i)及び ( i i i )が
                                                

2 9 0  こ の 点 に つ き 結 論 は 述 べ て い な い が 、 検 討 し て い る も の と し て 以 下 が あ る 。 秋

山 高 善「 仮 想 通 貨 と 消 費 税 」税 理 61 巻 、 11 号 (ぎ ょ う せ い 、 2018 年 9 月 )、 34－ 41
頁 。  
2 9 1  し た が っ て 、 現 状 は 非 課 税 規 定 に 該 当 し な い た め 、 課 税 取 引 と な る 。  
2 9 2  現 状 で は 、 交 換 業 者 に よ っ て 仮 想 通 貨 等 の 貸 付 け の サ ー ビ ス に お け る 利 子 に 関

し て 、 税 込 み 表 記 と 無 表 記 が 混 在 し て い る 。 後 者 に つ い て は そ も そ も 消 費 税 に 関 す

る 説 明 が な さ れ て い な い 場 合 も あ り 、 こ れ は 現 状 の 消 費 税 法 が 仮 想 通 貨 交 換 業 者 の

予 測 可 能 性 を 満 た し て い な い こ と に 基 因 し て い る と 考 え ら れ る 。  
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問題となる。すなわち、サイバー空間で世界中の者が参加する P2P ネッ

トワークにおけるマイニング等が国内取引に該当するのか否かについて

検討を要する。また、通常の取引は取引開始時点で対価獲得の蓋然性が

あるが、マイニング等は必ず対価を得られる行為ではなく、マイニング

等に成功した者のみが対価を得る点において、マイニング等の成功時点

まで対価性が確定しない 2 9 3。これらの理由により、当該マイニング等

によって仮想通貨等を得た場合には、消費税の課税要件を満たさず不課

税と解すべきである。  

第２節  仮想通貨等と法人税法との諸問題  
法人税法上、仮想通貨等に関する直接の規定はない 2 9 4。したがって、

仮想通貨等の性質を踏まえ、現行法の解釈からその取扱いを論じるほか

ない。第 38 号報告では、企業会計の取扱いについて仮想通貨等を会計

上の資産とすることが示され、活発な市場の有無によって損益を認識す

るか否かを判断している。法人税法上においても、法人が保有する仮想

通貨等は資産 2 9 5として取り扱われるべきであるが 2 9 6、当該仮想通貨

等が通貨性を有するか否かによって、やはり取扱いは区別されるべきで

ある。  

通貨性を有する仮想通貨等の場合、法法第 61 の 9 第 1 項第 4 号で規

                                                
2 9 3  た だ し 、例 え ば PoW を 用 い て い る 仮 想 通 貨 等 の 場 合 、マ イ ニ ン グ を 反 復 継 続 す

れ ば 、CPU の 演 算 能 力 に 依 存 し て マ イ ニ ン グ 等 の 成 功 率 は 一 定 確 率 に 収 束 す る で あ

ろ う か ら 、 こ の 場 合 に は 一 定 期 間 に お い て は 対 価 性 が 確 定 し 得 る と 考 え る こ と も 可

能 で あ る 。  
2 9 4  2018 年 11 月 21 日 に 公 表 さ れ た 仮 想 通 貨 関 係 FAQ に お い て も 、法 法 第 22 条 及

び 第 22 条 の 2 を 関 係 法令 に 示 し て い る の み で 、ど の よ う な 解 釈 や 根 拠 に よ っ て 当 該

FAQ の 結 論 に 至 っ て い る の か 不 明 で あ る 。  
2 9 5  法 人 税 法 に お い て 、 資 産 の 定 義 規 定 は な い が 、 一 般 的 な 用 語 と し て の 資 産 を 前

提 と し て い る と 解 さ れ る 。 武 田 昌 輔 『 DHC コ ン メ ン タ ー ル 法 人 税 法 』 (第 一 法 規 出

版 、 1979 年 4 月 )、 1359 の 2 頁 。  
2 9 6  東 京 地 判 平 成 27 年 8 月 5 日 を 受 け 、酒 井 克 彦 氏 は「 ビ ッ ト コ イ ン は 預 け た 者 に

と っ て み れ ば 所 有 権 で は な く 、 あ く ま で も 預 か る 者 に 対 す る 金 銭 債 権 を 有 す る に す

ぎ な い 」 と し て い る 。 酒 井 克 彦 「 仮 想 通 貨 と 租 税 法 上 の 問 題 」 伊 藤 壽 英 編 『 法 化 社

会 の グ ロ ー バ ル 化 と 理 論 的 実 務 的 対 応 』  (2017 年 11 月 )。  
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定される外国通貨の取扱いが妥当する 2 9 7。したがって、同条第 2 項に

従い期末換算を行い、益金又は損金の額に算入すべきである。  

他方で通貨性を有さない仮想通貨等の期末の評価損益に関しては、法

法第 25 条及び第 33 条によって、資産の評価損益は益金及び損金に算入

しないと規定されているため、会計上期末評価をしたとしても法人税法

上は、物損等の一定の事由 2 9 8に該当しない限り認められないこととな

る。物損等の事実については、法令第 68 条第 1 項において、棚卸資産

2 9 9につき「イ  当該資産が災害により著しく損傷したこと。ロ  当該資産

が著しく陳腐化したこと。ハ  イ又はロに準ずる特別の事実」の 3 つの

事実が掲げられている。電磁的記録たる財産的価値の仮想通貨等が災害

によって著しく損傷することは通常考えられないが 3 0 0、陳腐化 3 0 1及

びそれに準ずる特別の事実に該当する余地はある 3 0 2。  

加えて、通貨性を有さない仮想通貨等の期末評価に係る取扱いは、法

法第 61条の 5第 1項に規定するデリバティブ取引該当性も考え得る。法規

27条の 7第 1項においてデリバティブ取引の範囲が定められており、同項

第 7号において「前各号に掲げる取引に類似する取引」として包括的規

定が置かれているが、同条第 2項で定められているデリバティブ取引該

                                                
2 9 7  こ の 点 、仮 に 仮 想 通 貨 等 を 金 銭 債 権 と 解 す る と 、法 令 第 96 条 第 1 項各 号 に 規 定

す る 個 別 貸 倒 引 当 金 の 繰 入 れ が 認 め ら れ る こ と と な る が 、 価 値 の 安 定 が そ も そ も 担

保 さ れ て い な い 仕 組 み で あ る 仮 想 通 貨 等 に 貸 倒 引 当 金 を 設 定 す る こ と 自 体 、 違 和 感

が あ り 、 さ す れ ば 、 金 銭 債 権 と し て 解 す る こ と に 無 理 が 生 じ て い る こ と に な る 。  
2 9 8  更 生 計 画 認 可 の 決 定 が あ っ た 場 合 等 が こ れ に 該 当 す る 。  
2 9 9  同 条 第 2 項 － 4 項 で は 、そ れ ぞ れ 有 価 証 券 、固 定 資 産 、繰 延 資 産 に つ い て 規 定 さ

れ て い る が 、 仮 想 通 貨 等 が こ れ ら に 該 当 し な い こ と は 自 明 で あ る た め 、 棚 卸 資 産 に

限 っ て 論 じ て い る 。  
3 0 0  大 規 模 な 太 陽 フ レ ア 等 に よ る 全 世 界 的 な 通 信 障 害 が 起 こ れ ば 該 当 す る 可 能 性 は

あ る 。  
3 0 1  特 に ア ル ト コ イ ン に お い て は 、 誕 生 後 す ぐ に 価 値 を 失 う と い っ た 陳 腐 化 が 激 し

い 実 態 が あ る 。 も っ と も 同 条 の 意 味 す る 「 陳 腐 化 」 を ど の よ う に 解 す る か と い う 問

題 は 残 る 。  
3 0 2  こ の 解 釈 に 批 判 的 な も の と し て 、「 仮 想 通 貨 の 大 幅 下 落 は『 物 損 等 の 事 実 』に 当

た ら ず － 法 的 整 理 の 事 実 等 の 場 合 を 除 き 評 価 村 の 損 金 算 入 不 可 」 と の 指 摘 が あ る 。

週 刊 税 務 通 信 No.3505(2018 年 5 月 )、6－ 7 頁 。た だ し 、物 損 等 の 発 生 原 因 に つ い て

触 れ ら れ て は い な い 。  
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当性の各号の要件を満たさないため、仮想通貨等の売買はデリバティブ

取引に該当しない。  

また、法人税法上の有価証券は法法第 2条第 21号及び法令第 11条で限

定列挙されている。したがって、仮想通貨等が現行法人税法上の有価証

券に該当することはない。  

そこで、同法第 61条第 1項に定めのある短期売買商品の該当性を検討

すると、法令第 118の 4第 1項第 1号に規定される短期売買商品の範囲に通

貨性を有さない仮想通貨等が含むと解することが可能である 3 0 3。同号

では、短期売買商品の範囲を「内国法人が取得した金、銀、白金その他

の資産のうち、市場における短期的な価格の変動又は市場間の価格差を

利用して利益を得る目的 (以下この号において「短期売買目的」という。)

 で行う取引に専ら従事する者が短期売買目的でその取得の取引を行つ

たもの (以下この号において「専担者売買商品」という。 )  及びその取得

の日において短期売買目的で取得したものである旨を財務省令で定める

ところにより帳簿書類に記載したもの (専担者売買商品を除く。)  」と規

定しており、仮想通貨等が「その他の資産」に該当する余地がある。こ

の場合、法法第 61条第 1項により時価評価損益の益金又は損金算入が認

められることとなる 3 0 4。  

要するに、通貨性を有さない仮想通貨等の場合、短期売買商品に該当

                                                
3 0 3  「 法 人 保 有 の 仮 想 通 貨 に 係 る 時 価 評 価 の 取 扱 い で 続 報 － 仮 想 通 貨 と 短 期 売 買 商

品 の 関 係 性 を 再 確 認 」 週 刊 税 務 通 信 No.3497(2018 年 3 月 )、 5－ 6 頁 。  
3 0 4  短 期 売 買 商 品 該 当 性 に つ き 、 延 平 昌 弥 氏 は 「 短 期 売 買 商 品 は 、 法 人 税 法 第 2 条

の 棚 卸 資 産 の 定 義 か ら 除 か れ た 金 、 銀 、 白 金 等 の う ち 、 市 場 に お け る 短 期 的 な 価 格

の 変 動 又 は 市 場 間 の 価 格 差 を 利 用 し て 利 益 を 得 る 目 的 で 保 有 さ れ る 商 品 で あ り 、 仮

想 通 貨 は 商 品 で は な い た め 規 定 の 主 旨 か ら 該 当 し な い 」 と 主 張 し て い る が 、 本 論 文

で 論 じ て き た よ う に 、 我 が 国 の 現 状 に お い て 、 仮 想 通 貨 等 は 通 貨 性 を 有 さ な い の で

あ り 、 法 人 に お い て も 、 短 期 的 な 価 格 の 変 動 又 は 市 場 間 の 価 格 差 を 利 用 し て 利 益 を

得 る 目 的 で 保 有 さ れ て い る と 考 え ら れ る 。 ま た 、 法 人 税 法 は 「 商 品 」 を 定 義 し て い

な い た め 、「 仮 想 通 貨 は 商 品 で は な い 」と す る 根 拠 が 不 明 で あ る 。延 平 昌 弥「 仮 想 通

貨 の 税 務 に お け る 取 扱 い 」 税 経 通 信 73 巻 、 14 号 (税 務 経 理 協 会 、 2018 年 11 月 )、 1
31 頁 。  
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すれば事業年度終了の時に時価法により益金又は損金の額への算入が認

められることとなるが、これに該当しない場合には、益金又は損金の額

への算入が認められないことと解すべきである 3 0 5。

上述以外の点で、特に問題となり得るのは第 38 号報告においても先

送りされた ICO により発行されるトークンに係る法人税法上の取扱い

である。このようなトークンは現状の資金決済法の定義に当てはまらな

い仮想通貨等も含まれるため、早急かつ実態に則った法整備がなされて

初めて納税者の予測可能性が担保される。

なお、そもそも ASBJ が公表する「当面の取扱い」が法人税法にいう

公正処理基準 3 0 6に該当するのかという点も惹起されるが、ASBJ は「一

般に公正妥当な企業会計の基準」としての「当面の取扱い」を公表して

いるのであって、これが公正処理基準に該当しないとすると、そもそも

「一般に公正妥当な企業会計の基準」が公正処理基準に該当しないとい

う帰結になり、「当面の取扱い」が公正処理基準に該当しないという論は

妥当ではない。

第３節  仮想通貨等と相続税法との諸問題

2018 年 11 月 21 日に公表された仮想通貨関係 FAQ では「仮想通貨を

相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税

が課税」されると説明されているが、仮想通貨等の財産的価値が相続税

の課税対象財産であるかについては、その技術的な基礎的前提知識を踏

まえるといくつかの問題がある。

3 0 5  与 党 の 平 成 31 年 度 税 制 改 正 大 綱 で は 、会 計 上 、時 価 評 価 し て い る 活 発 な 市 場 の

あ る 仮 想 通 貨 に 法 人 税 法 上 も 時 価 法 を 適 用 で き る 旨 及 び 仮 想 通 貨 の 信 用 取 引 等 に つ

い て も 事 業 年 度 末 に 決 済 し た も の と み な し て 損 益 相 当 額 を 計 上 す る と い う 措 置 が 示

さ れ て い る 。自 由 民 主 党・公 明 党「 平 成 31 年 度 税 制 改 正 大 綱 」(2018 年 12 月 14 日 )、
74 頁 。  
3 0 6  法 法 第 22 条 第 4 項 。  



134 
 

相法第 10 条第 3 項では、財産の所在について「第 1 項各号に掲げる

財産及び前項に規定する財産以外の財産の所在については、当該財産の

権利者であった被相続人又は贈与をした者の住所の所在による。」として

規定している。仮想通貨等につき、そもそもその権利の帰属をどのよう

に観念するかについて、私法上の整理がついていない現状を踏まえると、

そもそも権利者が誰であるかについての疑義が残る。また相続税の課税

財産の範囲を規定する同法第 2 条第 2 項では「第 1 条の 3 第 1 項第 3 号

又は第 4 号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈によ

り取得した財産でこの法律の施行地にあるものに対し、相続税を課する。」

と規定しており、仮想通貨等のサイバー空間にある財産的価値が我が国

の法施行地内にあるといえるのかについても整理が必要である。  

 

この他、当該仮想通貨等を相続財産とした場合の評価に関する問題、

すなわち、現状では取引所等によって取引価格が異なる仮想通貨等や、

相対取引によって売買される仮想通貨等について、相法第 22 条にいう

時価が何を指すのかについても明らかでない。この点、仮想通貨関係 F

AQ では、会計上の「活発な市場の有無」を借用して説明している。活

発な市場が存する場合には、課税時期における取引所等の取引価額を評

価額とし、納税義務者が複数の取引所等を使用している場合には、納税

義務者が任意にその中から取引価格を選択できるとしている。しかし、

同一の仮想通貨等であっても取引所によって大きく取引価格が異なる場

合のある現状において、複数の取引所等を利用している者が任意に取引

価額を選択できるとすると、単一の取引所等を利用している納税義務者

との間で公平性が問題となる。また、同一の仮想通貨等に同一時点で乖

離の大きい複数の取引価格がある現状において、当該取引価格が、相続
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税法で定められている時価としてよいのかという根本的な疑義が生じる。

さらに、仮想通貨関係 FAQ では、活発な市場が存しない場合には、「仮

想通貨の内容や性質、取引実態等を勘案し、個別に評価」するとし、「売

買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価」するとしているが、本

論文で指摘してきたように仮想通貨等の性質について正しく理解できて

いない見解を示している課税庁が「仮想通貨の内容や性質」についてど

のように把握するのであろうか。また、「精通者」とはいったいどのよう

な者であるのかについても明らかでなく、活発な市場が存在しない仮想

通貨等に関する相続税関係は特にループホールを生じさせる可能性を孕

んでいる。この他、物納の可否 3 0 7及び相続後に仮想通貨等を処分した

ときに相続税の取得費加算 3 0 8の適用の可否についても指摘がなされて

いる 3 0 9。  

 

主税局長等答弁では、仮想通貨等の財産的価値が相続税の課税対象で

あることを前提として「相続人が被相続人の設定したパスワードを知ら

ない場合でも相続税の課税対象となる」との見解が示されている。  

仮想通貨等のウォレットや取引に用いるパスワードは二重、三重にし、

自身のウォレットの堅牢性を保とうとするのが常である。国税庁見解と

符合しないが、この複数のパスワードを相続人が知っているか否かにつ

いての立証責任は課税庁側に存すると解すべきである。なぜなら、仮に

相続人が「パスワードを知らない」という、「事実の不存在」の主張が真

                                                
3 0 7  仮 想 通 貨 等 が 相 法 第 41 条 で 規 定 さ れ て い る 物 納 の 要 件 を 満 た す と は 考 え ら れ な

い 。  
3 0 8  措 置 法 第 39 条 及 び 措 置 令 第 25 条 の 16 に 規 定 が あ る 。  
3 0 9  松 岡 章 夫「 仮 想 通 貨 と 相 続 税・贈 与 税 」税 理 61 巻 、 11 号 (ぎ ょ う せ い 、 2018 年

9 月 )、44－ 46 頁 。松 岡 氏 は 国 税 庁 見 解 を 根 拠 に「 相 続 税 の 取 得 費 加 算 は 難 し い と 考

え ら れ る 。」 と し て い る 。 ま た 、 物 納 に つ い て は 相 法 第 41 条 第 2 項 の物 納 財 産 に 該

当 し な い こ と か ら 、「 仮 想 通 貨 は 該 当 し な い 」 と 述 べ て い る 。  
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であった場合、納税者がその証明を行うとすると、その証明は「悪魔の

証明」となり、事実上立証が不可能であるばかりか、担税力がないから

である。したがって、当該主張が偽であること、すなわち相続人が「パ

スワードを知っていること」を証明することができるのは基本的に課税

庁のみであり、証明できるか否かは課税庁の立証技術・立証能力次第で

ある。無論、仮に相続人が「パスワードを知っている」にも関わらず虚

偽を述べる場合も考えられるが 3 1 0、少なくとも仮想通貨等に関するこ

の立証責任を納税者に転嫁するのは厳酷である 3 1 1。  

第４節  任意性のある支払いにより得た所得の取扱い  
任意性のある支払いにより仮想通貨等を得た場合、所得税のみならず、

贈与税や法人税との関係も問題となる。  

WEB サイト運営者や個人のクリエイターをはじめとし、当該者が提

供する何らかの役務に対し、いわゆる「投げ銭」を仮想通貨等で行うこ

とができる。インターネット環境があれば、金融機関を介さず、少額か

ら「投げ銭」ができることから、一部の仮想通貨等利用者において寄附

のような感覚で「投げ銭」が行われている。これらの仮想通貨等の譲渡

は、あくまで任意であり、何ら強制されるものではない。  

 

この場合、第一に当該仮想通貨等の譲渡が役務提供の対価となるか否

かがまず問題となる。上記例でいえば、 WEB コンテンツやクリエイタ

ーの作品に満足した者がその対価として「投げ銭」を行っているのであ

れば、その仮想通貨等の譲渡は当該 WEB コンテンツという役務の対価

                                                
3 1 0  そ の 場 合 に は 租 税 公 平 主 義 の 観 点 か ら 問 題 と な る し 、 脱 税 と し て 刑 事 事 件 と な

る 。  
3 1 1  な お 、 当 該 「 パ ス ワ ー ド を 知 ら な く て も 相 続 税 の 課 税 対 象 」 と す る 旨 の 主 税 局

長 等 答 弁 は 、 悪 意 の あ る 者 か ら す れ ば 、 課 税 庁 に 立 証 技 術 ・ 立 証 能 力 が な い こ と を

邪 推 さ せ 、 悪 用 さ れ る 可 能 性 が あ る 答 弁 で あ る 。  
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と考えられる。ただし、支払い及びその価額はあくまで任意であるから、

対価の額が固定されているものではない。したがって、当該役務の提供

は、所得税法上の「事業」とはいえず、その対価として受け取った仮想

通貨等の事業所得該当性は否定される。また、所得税法上、一時所得か

ら労務や役務の対価としての性質を有する所得は除外されているため、

一時所得にも該当しない。結果として、当該仮想通貨等による「投げ銭」

を役務提供の対価として捉えた場合には雑所得に該当する。  

第二に、役務提供の対価とならない場合には、当該仮想通貨等の「投

げ銭」を行った者が個人であるか法人であるか、また受け取った者が個

人であるか法人であるかによって取扱いは異なることとなる。個人から

個人への「投げ銭」の場合、贈与税の課税対象となる。他方で、法人か

ら個人への「投げ銭」の場合は一時所得として課税されるが、法人が個

人に対して仮想通貨等の「投げ銭」を行うケースは現在のところ知られ

ていない。  

なお、仮想通貨等の「投げ銭」の受け取る側が法人の場合には、受贈

益として法人税が課されると解すべきである。  

第５節  信義則の適用可能性の検討  
我が国では、民法第 1 条第 2 項の「権利の行使及び義務の履行は、信

義に従い誠実に行わなければならない」という信義誠実の原則に関し、

最三判昭和 62 年 10 月 30 日 (集民 152 号 93 頁 )にて「租税法規の適用に

おける納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処

分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反する

といえるような特別の事情が存する場合に、初めて右法理の適用の是非

を考えるべきもの」と判示し、租税法の領域においても、特別の事情が
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存する場合には信義則の適用がある旨が示されている。また、同判決で

は、「右特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては、少なくとも、

( i )税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したこと

により、( i i )納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したとこ

ろ、のちに右表示に反する課税処分が行われ、 ( i i i )そのために納税者が

経済的不利益を受けることになったものであるかどうか、また、 ( iv )納

税者が税務官庁の右表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことにつ

いて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかという点の考慮は不可

欠のものであるといわなければならない。」 (番号筆者 )とし、 4 つの要件

が示されている。注意すべきは「少なくとも…という点の考慮は不可欠」

と判示している点であり、これらの要件は信義則適用にあたっての必要

条件を判示しているにすぎず、これらの要件以外にも考慮すべき点があ

ることを示唆している点である。  

実際のところ、納税者に信義則が適用された事例はなく、逆に行政庁

の信頼を保護するために信義則の適用が認められた裁判例があるのみで

ある 3 1 2。  

 

仮想通貨 等に 関す る国 税庁見解 の重大な疑義について本論文は指摘

してきたところであるが、札幌地判昭和 50 年 6 月 24 日 (訴月 21 巻 9 号

1955 頁 )では、誤った表示を信じその表示にしたがって申告をなすこと

あるいは申告をなさないことは、 ( i i )及び ( iv)でいうところの「行動」に

は含まれない旨が判示されている。したがって、この裁判例に従うので

あれば、仮想通貨等に関する公的見解の表示に誤りがあったとしてもな

お信義則の適用はないというべきである。  

                                                
3 1 2  福 岡 高 判 平 成 11 年 4 月 27 日 月 報 46 巻 12 号 4319 頁 。  
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現行法及び判例を参照するに、仮想通貨等の取扱いに関し、信義則の

適用がないものと考えられることから、本来譲渡所得や事業所得として

申告できる者が雑所得として申告し、過大な税額を納めていた場合には、

国税通則法第 23 条に基づき、更正の請求をすることとなる。当該請求

を課税庁が認めない場合には、同法第 75 条に基づき、不服申立てを行

うか、同法第 105 条第 1 項第 3 号を根拠に出訴することとなる。いずれ

にせよ、解釈が問われる際には、仮想通貨等に関する基礎的前提知識を

踏まえた上での解釈が求められる。  

第６節  税収の推計の必要性  
仮想通貨等の税収について、個人課税課の担当者は、仮想通貨等に関

する収入が 1 億円以上の雑所得収入者数の「 331 人という数字について

言えば、おおむね適切に申告がされたということだと思っている。」と述

べている 3 1 3。しかし、我が国では、税収の推計を行っておらず、「政府

としては、こうした意味での『タックス・ギャップ 3 1 4』の推計を行っ

ておらず、また、現時点では、行う考えはない。 3 1 5」と答弁している。

では、当該個人課税課の担当者は何に基づいて「おおむね適正に申告が

された」と述べているのであろうか 3 1 6。  

仮想通貨等に関して、取引所等を通じて取引を行っている者の個人情

報と取引所等のウォレットが紐付けられている者は、仮想通貨等の取引

                                                
3 1 3  前 掲 注 264 を 参 照 。  
3 1 4  IRS は「 一 課 税 年 度 に お い て 税 法 に よ り 課 さ れ る べ き 税 額 の 総 計 の う ち 、自 発 的

に 、 か つ 期 限 内 に 納 付 さ れ な か っ た 金 額 」 と 定 義 し て い る 。 英 国 歳 入 関 税 庁 は 「 本

来 納 付 さ れ る べ き 税 額 と 実 際 の 納 税 額 の 差 額 」 と 定 義 し て い る 。  
3 1 5  第 189 回 国 会 答 弁 書 第 32 号「 日 本 の タ ッ ク ス・ギ ャ ッ プ の 推 計 に 関 す る 質 問 に

対 す る 答 弁 書 」（ 平 成 27 年 2 月 27 日 ）。  
3 1 6  他 方 で 、 東 京 ・ 大 阪 の 専 門 調 査 チ ー ム が 仮 想 通 貨 利 用 者 の デ ー タ を 密 か に 集 め

て い る と の 記 事 も 出 て い る 。以 下 を 参 照 。「『 1 億 円 以 上 331 人 』は 少 な す ぎ る  国 税

庁 ・ 仮 想 通 貨 『 隠 れ 長 者 』 の 摘 発 急 ぐ 」 The mis  27 巻 7 号 、 (2018 年 7 月 )、 64－ 6
5 頁 。  
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を行っている者の一部に過ぎない。ウォレットは取引所等を介さなくて

も、インターネット環境さえあれば、誰でも作成することができ、その

場合、個人情報と紐つかないウォレットによって取引することが可能で

ある。さらに、ダークウェブ 3 1 7で取引を行えば匿名性は高まるし 3 1 8、

取引所等で個人情報と紐つけることが義務付けられる前に益出しをした

者についても把握できていない可能性がある。  

 

我が国がタックス・ギャップの推計を行わない理由として、「 ( i )個々

の納税者について課税要件事実や適用される税法の規定がそれぞれ異な

っていることから、( i i )税法により課されるべき税額の総計について正確

に捉えた推計を行うことは困難であること、 ( i i i )アメリカ合衆国の内国

歳入庁のように、課税上問題があると認められない者も含め、無作為に

抽出した多数の納税者に対して「タックス・ギャップ」を推計する目的

で実地調査等を行うことについては、そのコストや調査を受ける納税者

の負担にも配慮する必要があること等 3 1 9」(番号筆者 )が答弁されている

が、( i)は税法の非簡素性に基因しており、( i i )は税法の非簡素性・国税庁

の推計技術に基因し、 ( i i i )の前段は実地調査以外の方法で推計を行うこ

とで回避できるものであるし、後段は納税者の負担を抗弁とした責任転

嫁である。財務省は簡素な税制を掲げており、税制の非簡素性がタック

ス・ギャップの推計を阻害しているのであれば、まずは非簡素性を正す

必要がある。  

また、憲法第 1 条では国民主権が規定されていることから、行政は主

                                                
3 1 7  「 深 層 WEB」と 呼 ぶ こ と が あ る 。Tor と い う 専 用 ソ フ ト を 用 い て ア ク セ ス で き 、

薬 物 や 拳 銃 の 売 買 等 、 違 法 性 の あ る 取 引 に 用 い ら れ る こ と が あ る 。  
3 1 8  NEM 流 出 事 件 で は ダ ー ク ウ ェ ブ が 活 用 さ れ 、他 の 仮 想 通 貨 等 に 交 換 が な さ れ た 。 
3 1 9  第 169 回 国 会 答 弁 書 第 6 号 「 日 本 の タ ッ ク ス ・ ギ ャ ッ プ に 関 す る 質 問 に 対 す る

答 弁 書 」 (平 成 20 年 1 月 29 日 )。  
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権者たる国民に対し説明責任がある 3 2 0。特に財産権の侵害規定である

租税法に基づき税務執行を行う国税庁にはその要請は大きいと考えられ

るところ、タックス・ギャップの推計を行わないことは当該説明責任の

放棄を意味する。すなわち、当該推計が行われなければ、納税者は国税

庁が本来あるべき税収を適正に徴収しているか判断することができず、

税務行政及びその執行の効率性に対する評価をすることができないので

ある。このような観点からもタックス・ギャップの推計は急務である。  

本来あるべき税収が不明であれば、失われている我が国の税収を定量

的に測ることは困難であり、どの法規定が税収減の原因となっているの

か、また、どの法改正が税収増に効果的であったかを考察することは困

難である。「タックス・ギャップの推計を税務行政に利用する試みは、先

進国だけでなく、今後、途上国も含め世界的に広く採用されていくので

はないかと思慮されるところ 3 2 1」であり、我が国でもタックス・ギャ

ップの推計を早急に開始すべきである。  

なお、仮想通貨等に関して、 IRS は、およそ 2.5 億円を使い仮想通貨

等利用者の実態を調査したと報じられている 3 2 2。  

第７節  仮想通貨等と国際課税における諸問題  
DLT により分散された仮想通貨等の財産的価値はインターネットを

介して容易に国境を超える。仮想通貨等に関する国際的な議論はマネー

                                                
3 2 0  な お 、 情 報 公 開 法 第 1 条 で は 「 こ の 法 律 は 、 国 民 主 権 の 理 念 に の っ と り 、 行 政

文 書 の 開 示 を 請 求 す る 権 利 に つ き 定 め る こ と 等 に よ り 、 行 政 機 関 の 保 有 す る 情 報 の

一 層 の 公 開 を 図 り 、 も っ て 政 府 の 有 す る そ の 諸 活 動 を 国 民 に 説 明 す る 責 務 が 全 う さ

れ る よ う に す る と と も に 、 国 民 の 的 確 な 理 解 と 批 判 の 下 に あ る 公 正 で 民 主 的 な 行 政

の 推 進 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。」と 規 定 さ れ て い る 。タ ッ ク ス・ギ ャ ッ プ の 推 計

が 行 わ れ な け れ ば 、そ も そ も 開 示 す る 文 書 が 存 し な い こ と と な り 、「 国 民 の 的 確 な 理

解 と 批 判 の 下 に あ る 公 正 で 民 主 的 な 行 政 」 と は 言 え な い 。  
3 2 1  居 波 邦 泰 「 米 国 及 び 英 国 に お け る タ ッ ク ス ・ ギ ャ ッ プ の 推 計 の 実 情 に つ い て 」

税 務 大 学 校 論 叢 76 号 、 (税 務 大 学 校 、 平 成 25 年 6 月 )、 86 頁 。  
3 2 2  IRS は 当 該 調 査 に 2 ,191 ,835 ド ル を 費 や し て い る 。 diar 調 査 会 社 「 Tax  Man S
pending Tax Dol la rs」(ht tps : / /d ia r. co /vo lume -2- i ssue -38 /#2) (2018 年 9 月 24 日 )。  

https://diar.co/volume-2-issue-38/#2
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ロンダリング防止やテロ資金防止の文脈でなされてきたが、租税及び租

税回避防止の文脈でも活発に議論されるべきである。本節では、仮想通

貨等の財産的価値が今後もたらし得る BEPS の可能性を踏まえ、検討の

必要性について指摘する。  

1  ポスト BEPSとしての議論の必要性  

BEPS 行動計画最終報告書 Action1 では、デジタル経済における BEP

S について、デジタル経済特有の問題はなく他の Action で対応できると

結論付けている。しかしながら、 DAO や DAC はデジタル経済のみで特

定の経済圏が完結する可能性、すなわちデジタル経済特有の問題を生じ

させる可能性を示唆している。この点、 BEPS 行動計画最終報告書に至

るまでの検討過程の内容も踏まえた事前の対応が望まれる。サイバー空

間で経済が完結する場合に、果たして課税庁は所得をいかように補足し

徴税するのかといった課税技術的な議論や、そもそも国境のないサイバ

ー空間で課税権を行使できるのか、行使する場合に各国の課税権の衝突

をどのように調整するのか、 PE を何に認定するのかといった問題等議

論すべき課題は山積している。これらの問題は一国内で結論を出せたと

しても諸外国との折衝が求められることから国際的な場での議論が必要

である。  

2  スーパータックスヘイブンへの対応の必要性  

Omrin Marian 氏は、 2013 年 9 月の時点で「オフショア脱税者は、

… (中略 )…暗号通貨 ( crypto currencies)の利用により伝統的なタックス

ヘイブンを放棄するのではないか 3 2 3」との指摘をしている。同氏は、

                                                
3 2 3  Omrin  Marian(2013 )“ Are  Crypto curre nci e s  Supe r  Tax Havens?”  Michigan
 Law Re vie w Fi rs t  Impre ss ions  Vo1 .112 .  当 該 エ ッ セ ー の 一 部 日 本 語 訳 は 以 下 に

よ る 。 本 庄 資 「 Ne w TAX TI DBIT オ フ シ ョ ア 世 界 の は な し (68 )オ フ シ ョ ア に お け
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仮想通貨等が以下の 3 つの特徴を有するスーパータックスヘイブンにな

り得ると主張した。  

①  サイバースペースで保有され、営業する管轄がないため源泉課税さ

れることがないこと  

②  匿名性があること 3 2 4  

③  P2P 技術が利用されていることから、金融機関に依存する国際脱税

防止制度のらち外にあること  

実際のところ、各国の法整備が最新技術に追いついていないがために、

違法な手段としてのみならず、合法的な租税回避スキームとして仮想通

貨等を用いることも可能であると考えられる。  

KPMG は、仮想通貨等を使用したマネーロンダリングの典型的なスキ

ームを公表した 3 2 5。当該スキームを略記すると以下のとおりである。  

(ア )  ログの残らない VPN 3 2 6を用いて、デジタル交換所又は仮想通貨等

ATM で仮想通貨等を購入する。  

(イ )  より匿名性の高いアルトコインと交換する。  

(ウ )  これらの過程で複数の交換所、公開鍵と秘密鍵を介在させ、追跡可

能性を小さくする。  

(エ )  匿名性の高いコインは、キャピタルゲイン税を回避しつつ、最終的

に法定通貨に換金するか、不動産に移転する。又はウォレットのま

ま保有し続ける。  

                                                                                                                                          
る 仮 想 通 貨 の 影 響 」 国 際 税 務 38 巻 、 4 号 (税 務 研 究 会 、 2018 年 4 月 )、 97-102 頁 。  
3 2 4  実 際 に は 匿 名 性 と 偽 名 性 は 区 別 す べ き で あ る 。 偽 名 性 は 各 ト ラ ン ザ ク シ ョ ン が

本 名 で な く て も 誰 か の ウ ォ レ ッ ト に 紐 付 け ら れ て お り 追 跡 が 可 能 で あ る 。 匿 名 性 は

各 ト ラ ン ザ ク シ ョ ン が 個 別 に 完 結 し 、 ウ ォ レ ッ ト に 紐 付 け ら れ ず 追 跡 す る こ と が で

き な い 。 例 え ば ビ ッ ト コ イ ン が 有 す る の は 偽 名 性 で あ る が 、 匿 名 性 を 有 す る 仮 想 通

貨 等 も 存 在 す る 。  
3 2 5  KPMG「 Clari ty  o n  Financia l  Crime in  Banking」 (2018 年 6 月 )、 28 頁 。  
3 2 6  Vir tual  pr i vate  network の こ と 。イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 仮 想 ト ン ネ ル で あ り 、通

信 の 漏 洩 を 防 ぐ た め に 通 常 使 用 さ れ る 。  
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上述のス キー ムは 最初 の購入の時点から追跡を逃れようと意図した

ものであるが、仮に最初の段階で利用者の個人情報を確認する取引所等

によって仮想通貨等を購入したとしても、より匿名性の高いコインとの

交換を幾度も介在させることで追跡可能性は低減していく。入口で規制

をしても、出口まで追跡することは難しい 3 2 7。我が国においても、交

換所で取り扱われている仮想通貨等は追跡可能性があるが、その後匿名

性の高いコインへと交換された場合に課税庁が出口まで補足することは

困難となる。また、既存の租税回避のスキームに仮想通貨等を介在させ

ることで、その発見可能性は著しく小さくなると考えられる。  

したがって、特に匿名性の高い仮想通貨等を利用した取引をどのよう

に補足・規制するのかは今後の重要な課題となる。Omrin Marian 氏は

「伝統的な脱税防止メカニズムでは Bitcoin による脱税に十分対処する

ことはできない。 Bitcoin を脱税の手段とするイノベーションに対処す

る政策のイノベーションが必要である」と主張している。脱税に限らず

租税回避においても伝統的な防止策に執着しない新しい着想の下、有効

な防止策の国際的な検討が急務である。これまでは各国の税法や租税条

約に造詣の深い者が租税回避スキームのプロモーターとなってきたが、

今後は IT の知識に長けた者がプロモーターとなる可能性が大きい。こ

ういった者を相手とし適正な徴税を試みようとするのであれば、課税庁

職員に十分な IT 教育を施すことは無論のこと、税法に括らない学際的

な研究が求められるところである。  

また、仮想通貨等に関しては、共通報告基準 (CRS) 3 2 8の対象となって

                                                
3 2 7  こ の 他 に も 、 仮 想 通 貨 等 と エ ク イ テ ィ ス ワ ッ プ 契 約 を 用 い 商 品 や 証 券 に 免 税 購

入 代 理 人 を 使 う と い う ス キ ー ム に つ い て Omrin Marian 氏 は 指 摘 し て い る 。  
3 2 8  2014 年 7 月 21 日 に OECD が 公 表 し た 「 The Standard fo r  Automat ic  Excha
nge  o f  F inancia l  Acco unt  Info rmat ion  in  Tax Matte rs」 に 基 づ き 、 共 通 報 告 基

準 (CRS、 Common Re port ing Standard )が 定 め ら れ 、 2018 年 現 在 お よ そ 100 か 国
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いない。仮に対象としたとしても完全に追跡することは不可能であると

考えるが、何ら対策をしないよりは幾分補足可能性が向上する可能性が

ある。  

第８節  小括  
本章では、まず仮想通貨等についての消費税法上の不十分な規定の存

在、法人税法・相続税法上のあるべき取扱い及び検討課題を指摘した。

また、税目横断的な問題として、任意性のある支払いによる所得につい

ても、税法上のあるべき取扱いを論じた。さらに、租税法全体の問題と

して、信義則の適用の可否を示し、税収の推計の必要性に関して強く指

摘した。我が国においては、個人課税課情報第 4 号、仮想通貨関係 FAQ

及びタックスアンサーにて一部の取扱いが示され、主税局長等答弁によ

り一部の解釈が示されているに過ぎず、その結論及び解釈には納税者か

ら疑義が生じているため、上述の課題については早急な対応が求められ

る。  

国際課税の側面からも、仮想通貨等がスーパータックスヘイブンとな

り得る可能性を強調し、サイバー空間で完結するデジタル経済に関して

の活発な国際的議論の必要性を示した。  

なお、 2018 年 11 月 30 日及び 12 月 1 日に開催された G20 ブエノス

アイレスサミットでは、暗号資産 (crypto-assets)について引き続きモニ

タリングすること、電子経済を含む国際課税システムへの対応を 2020

年の最終報告書を目処に解決策を模索する旨が宣言された 3 2 9。仮想通

                                                                                                                                          
が CRS を 導 入 し て い る 。 な お 、 世 界 に は 200 弱 の 国 と 地 域 が あ る 。  
3 2 9  G20「 G20 Le ade rs ’ dec la ra t io n  Bui ld ing co nsensus  fo r  fa i r  and susta inab
le  de ve lopment」 ( 2018 年 12 月 1 日 )  
(h ttps : / /www.mofa .go . jp /mo fa j / f i l es /000424877.pdf )  
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貨等の暗号資産に対する課税は、現状より多くの税の文脈における国際

的議論及びそれに基づく国際的なルールの策定が急務である。  

  



147 
 

おわりに  
本論文は、およそ 2000 種ある仮想通貨等の 1 種であるビットコイン

のみを論じているのではない。 2000 種を論じる上で、「通貨性の有無」

により、その性質は異なることを示し、「通貨性の有無」の判断の基準も

明示した。当該通貨性の有無によって、資産の性質は異なるため、税法

上の取扱いも区別されるべきであり、所得税法における具体的なあるべ

き取扱いを論じ、他税目等において問題となる点を指摘している。  

我が国の仮想通貨等に関する国税庁見解の結論には、我が国の従来の

税法解釈との間で一部齟齬が見受けられ、租税法律主義を重視するので

あれば、本論文で論じたような検討及び十分な説明がなされて初めて課

税されるべきである。また、既存法の枠組みの中の解釈で、新たな技術・

概念である仮想通貨等に対応することができるのか否か熟慮しなければ

ならない。現状においては、既存の税法解釈の枠組みの中で対応するこ

とは不可能ではないが、仮想通貨等の「暗号資産」は今この時も進化し

ているものであり、いずれ既存の税法の枠組みでの対応は限界を迎える

ことは明らかである。Omrin Marian 氏が「伝統的な脱税防止メカニズ

ムでは Bitcoin による脱税に十分対処することはできない。Bitcoin を脱

税の手段とするイノベーションに対処する政策のイノベーションが必要

である」と述べたように、我が国においても既存の法概念・法解釈に捕

らわれない仮想通貨等税制のイノベーションが求められる。限界を迎え

てからの事後対応ではなく、仮想通貨等に関する基礎的前提の下、事前

の十分な検討 3 3 0及びそれに基づいた迅速な対応が望まれる 3 3 1。十分

                                                
3 3 0  2018 年 10 月 29 日 、内 閣 府 は「 第 1 回 納 税環 境 整 備 に 関 す る 専 門 家 会 合 」に て

仮 想 通 貨 に 関 す る 外 部 有 識 者 ヒ ア リ ン グ 資 料 を 公 開 し た 。 一 定 の 検 討 は な さ れ て い

る が 、決 し て 十 分 な 検 討 と は 言 え な い 。 (h ttp : / /www.cao .go . jp / ze i -cho /gi j i ro ku /no u
kan/20181024/30no ukan1kai .html )  
3 3 1  金 融 庁 は 2018 年 10 月 24 日 、仮 想 通 貨 等 の 自 主 規 制 団 体 を「 認 定 資 金 決 済 事 業

http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/noukan/20181024/30noukan1kai.html
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/noukan/20181024/30noukan1kai.html
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な検討に欠いた拙速な対応は、納税者に混乱を招くばかりか、ループホ

ールを生じさせるものであるからあってはならない。

概して、仮想通貨等に関連する細かな所得稼得形態について明確かつ

包括的に論じている研究や、これらを定めて公表している国家は見当た

らない。G20 は、我が国で仮想通貨と定義したものも含めて暗号資産 (C

rypto-Asset)と捉える声明を出している。当該声明の中では、暗号資産

は金融システムの安定に害をもたらさないと結論づけているが、これは

暗号資産全体の市場規模が金融市場全体の市場規模に比して相対的に小

さいことに依拠している。暗号資産の市場規模が小さくとも、我が国に

おいては租税法律主義及び租税公平主義が求められるところであるから、

市場規模の多寡は本来租税の在り方に関係しないというべきであり、そ

の取扱いには迅速かつ慎重な議論が必要であり、国際的な場でも租税の

文脈において活発な議論をしなければスーパータックスヘイブンを見過

ごすことに繋がる。

我が国で資金決済法により仮想通貨が定義された際、財務大臣は我が

国が仮想通貨等・DLT に先進的であると認識していたようであるが、ブ

ロックチェーン立国を掲げて立法をしたマルタ共和国などと比べれば現

状では遅れを取っている。「十年一昔」との言葉があるが、現代の技術革

新の速度に鑑みれば「一年一昔」と言っても過言ではない。新たな時代

に突入したいま、新しい時代に適応した迅速かつ十分な学際的税法研究

が必要である。

者 協 会 」と し て「 一 般 社 団 法 人  日 本 仮 想 通 貨 交 換 業 協 会 」を 認 可 し た 。自 主 規 制 団

体 は 必 要 で あ る が 、 主 に 交 換 業 者 へ の 対 応 で あ り 、 納 税 者 視 点 で は な い た め 、 こ れ

だ け で は 不 十 分 で あ る 。
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